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○千葉県国土強靱化地域計画修正（案） 新旧対照表 

 

ページ 主な修正理由 修正案 現行 

  第１章 総論 

 
１ はじめに 

第１章 総論 

 
１ 計画策定の趣旨 

1 時点修正 本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靱化基本法」に基づく国土強靱化地域

計画として、国が定める国土強靱化基本計画と調和を図りなが

ら、本県の国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、国土強靱化に関して、本計画以外の県の計画等の指針

となるべきものである。 

本県では、東日本大震災や令和元年房総半島台風等により、大

きな被害を受けたところであり、また、本県を含む南関東地域で

今後３０年以内にマグニチュード７程度の地震が７０％程度の

確率で発生すると推定されている地震災害や、近年、全国で多発

している大規模な風水害等、災害の発生リスクが高まっている。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

本県は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災におい

て、津波や液状化などにより大きな被害を受けたところである。

また、今後３０年以内に７０％程度の確率でマグニチュード７ク

ラスの地震が発生すると推定されている首都直下地震等、大規模

災害の発生リスクが高まっている。また、近年、気候変動に伴い、

豪雨や突風被害が頻発するなど、災害は多岐にわたってきてい

る。 

  （中略） （中略） 

1 基本計画の反映 本計画は、市町村、民間事業者、県民等、各主体の参画・連携

のもと、県土の健康診断にあたる脆弱性評価を踏まえ、大規模自

然災害が発生しても機能不全に陥らない、迅速かつ従前より強靱

な姿で復興が可能な千葉県を作り上げるために策定する。 

 本計画は、大規模自然災害が発生しても機能不全に陥らない、

迅速な復旧、復興が可能な千葉県を、市町村、民間事業者、県民

等、各主体の参画・連携のもと、県土の健康診断にあたる脆弱性

評価を踏まえて、作り上げるために策定するものである。 

    

  ２ 本県の地域特性 ２ 本県の地域特性 

  （１）自然特性 （１）自然特性 

  （中略） （中略） 

  ア 地勢 ア 地勢 

  （中略） （中略） 

  （カ）海岸 （カ）海岸 

2 時点修正 本県はその地形上から海岸線が長いことが特徴である。江戸川

デルタから富津洲までの約６０ｋｍの内湾は、遠浅の砂浜海岸で

本県はその地形上から海岸線が長いことが特徴である。江戸川

デルタ（※）から富津洲までの約６０ｋｍの内湾は、遠浅の砂浜
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あったが、この地帯は、既に埋立による土地造成が行われ、住宅

地や工業地域となっている。これに対して東京湾南部の富津洲か

ら洲崎までは、地質上一続きであった房総三浦丘陵地の陥没によ

ってできた浦賀水道といわれる海溝部で、海底状況も深く変化に

富んでいる。 

海岸であったが、この地帯は、既に埋立による土地造成が行われ、

住宅地や工業地域となっている。これに対して東京湾南部の富津

洲から洲崎までは、地質上一続きであった房総三浦丘陵地の陥没

によってできた浦賀水道といわれる海溝部で、海底状況も深く変

化に富んでいる。 

  （中略） （中略） 

  （２）社会経済特性 （２）社会経済特性 

3 県総合計画との

整合 

本県は、高度経済成長期以降、東京湾の埋立地域・内陸工業団

地を中心とした工業の発展や、東京に近いという利便性の高さに

より、急速に宅地化が進み、昭和４０年（１９６５年）前後から

急激に人口が増加してきた。県人口は増加を続け、令和２年（２

０２０年）に６２８万４千人（国勢調査）となったが、今後は減

少傾向に転じ、少子高齢化が更に進行すると見込まれている。 

本県は、高度経済成長期以降、東京湾の埋立地域・内陸工業団

地を中心とした工業の発展や、東京に近いという利便性の高さに

より、急速に宅地化が進み、昭和４０年（１９６５年）前後から

急激に人口が増加してきたが、長期的には、県の総人口は減少す

るとともに、少子高齢化の進行により、人口構造が大きく変わる

ことが見込まれている。 

4 時点修正 【千葉県の人口の推移】 
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（国勢調査（総務省統計局）より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【千葉県の人口の推移】 

 
 

（国勢調査（総務省統計局）より） 
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4 時点修正 【千葉県の出生数と合計特殊出生率の推移】 

 
（令和2年人口動態統計より） 

【千葉県の出生数と合計特殊出生率の推移】 

 
（平成27年人口動態統計より） 

5 時点修正 【千葉県の年齢３区分別人口割合の推移】 

 
（千葉県年齢別・町丁字別人口より） 

【千葉県の年齢３区分別人口割合の推移】 

 
（千葉県年齢別・町丁字別人口より） 

  （中略） （中略） 
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7 時点修正 【広域道路ネットワーク図】 【千葉県の道路網及び主要施設】 
7 時点修正 

 

 

7 時点修正 （「千葉県広域道路交通ビジョン・計画（R3.6策定）」より） （「新 輝け！ちば元気プラン」をもとに作成） 
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  ３ 計画の理念 ３ 目指すべき姿 

8 基本計画の反映 

外部意見の反映 

  本計画においては、大規模自然災害から県民の生命・身体・

財産を守り、社会の重要な機能を維持するとともに、交通・産

業・エネルギー供給・食料供給など、首都圏の一翼を担うポテ

ンシャルを最大限に活用し、本県の持続的成長の促進と国の強

靱化に積極的に貢献できるよう、Society5.0の理念やSDGｓの

考え方も取入れながら、幅広い分野の強靱化を推進していくも

のとする。 

本計画によって、大規模自然災害から県民の生命・身体・財     

産を守り、社会の重要な機能を維持し、迅速な復旧復興を可能

にすることに加え、交通、産業、エネルギー供給、食糧供給な

ど、首都圏の一翼を担う本県のポテンシャルを最大限に活用

し、国全体の強靱化に積極的に貢献していくとともに、幅広い

分野の強靱化を推進することにより、本県の持続的成長を促進

していく。 
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  ４ 計画の位置づけ及び構成 ４ 計画の位置づけ及び構成 

  （中略） （中略） 

  （２）計画の構成 （２）計画の構成 

9 基本計画の反映  本計画は、以下のプロセスを経て、強靱化の目標や方向性を示

し、重点的に取り組むプログラム（注）を選定することとした。 

 

 本計画は、以下のプロセスを経て、強靱化の目標や方向性を示

し、重点的に取り組むプログラム（注）を選定することとした。 
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  ６ 事前に備えるべき目標 ６ 事前に備えるべき目標 

10 基本計画の反映   ４つの基本目標を基に、大規模自然災害を想定して、より具

体化し、達成すべき目標として次の８つの「事前に備えるべき

目標」を設定する。 

 

  ４つの基本目標を基に、大規模自然災害を想定して、より具

体化し、達成すべき目標として次の８つの「事前に備えるべき

目標」を設定する。 

 

  １．直接死を最大限防ぐ 

 

２．救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災

者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

３．必要不可欠な行政機能は確保する 

 

４．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

 

５．経済活動を機能不全に陥らせない 

 

６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被

害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

 

 

７．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

８．社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を

整備する 

１．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図

られる 

２．大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅

速に行われる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保

する 

４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は

確保する 

５．大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチ

ェーン（※）を含む）を機能不全に陥らせない 

６．大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最

低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確

保するとともに、これらの早期復旧を図る  

 

７．制御不能な二次災害を発生させない 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に

再建・回復できる条件を整備する 
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ページ 主な修正理由 修正案 現行 

  第２章 脆弱性評価 

 
１ 想定するリスク 

第２章 脆弱性評価 

 
１ 想定するリスク 

  （中略） （中略） 

14 地域特性の反映 （２）風水害等 

本県では、過去には利根川をはじめ、県内各地で河川の氾濫

がたびたび発生し、流域に大きな被害をもたらしてきた。 

（２）風水害等 

本県では、近年、治水事業が進み大規模な水害は少なくなっ

てきたが、過去には利根川をはじめ、県内各地で河川の氾濫が

たびたび発生し、流域に大きな被害をもたらしてきた。 

  （中略） （中略） 

14 語句修正 近年では、平成２５年９月２日、埼玉県さいたま市、越谷市、

松伏町、春日部市、千葉県野田市及び茨城県坂東市を竜巻が通

過し、野田市では、軽傷者１名、住家で全半壊６棟をはじめと

する大きな被害が発生した。また、台風被害については、平成

８年９月の台風第１７号、平成１６年１０月の台風第２２号及

び第２３号の他、平成２５年１０月１５日から１６日にかけ

て、大型で強い台風第２６号が関東地方沿岸に接近して県内各

地に大雨をもたらし、死者１名、重傷者３名、軽傷者１９名、

住家で全壊６棟、半壊９棟、床上浸水１４８９棟及び床下浸水

２７９４棟の被害が発生した。県では床上浸水などの住家被害

が特に多かった茂原市に対して、災害救助法を適用した。 

近年では、平成２５年９月２日、埼玉県さいたま市、越谷市、

松伏町、春日部市、千葉県野田市及び茨城県坂東市を竜巻が通

過し、野田市では、軽傷者１名、住家で全半壊６棟をはじめと

する大きな被害が発生した。また、台風被害については、平成

８年９月の台風１７号、平成１６年１０月の台風２２号及び２

３号の他、平成２５年１０月１５日から１６日にかけて、大型

で強い台風第２６号が関東地方沿岸に接近して県内各地に大

雨をもたらし、死者１名、重傷者３名、軽傷者１９名、住家で

全壊６棟、半壊９棟、床上浸水１４８９棟及び床下浸水２７９

４棟の被害が発生した。県では床上浸水などの住家被害が特に

多かった茂原市に対して、災害救助法を適用した。 

14 地域特性の反映 さらに、令和元年には房総半島台風、東日本台風及び１０月

２５日の大雨の３つの大きな災害が連続して発生し、膨大な数

の住家・農業用施設の損壊をはじめ、河川の越水による浸水や

土砂災害など、大きな被害をもたらした。県内各地において合

計で死者２５名、重傷者２３名、軽傷者１０４名、住家では全

壊５１４棟、半壊６，９６３棟、一部損壊８９，８８９棟、床

上浸水１８１棟及び床下浸水６１７棟の被害が発生した（令和

３年３月末現在）。とりわけ房総半島台風においては、大規模

な停電が長期間発生し、一連の災害について、災害救助法の適

用を行った。 

（新設） 

14 語句修正 土砂災害については、千葉県は平坦な地形が特徴で、地質的

に見ると比較的新しい時代のものが大部分を占めるため、固結

土砂災害については、千葉県は平坦な地形が特徴で、地質的

に見ると比較的新しい時代のものが大部分を占めるため、固結
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度が低い（崩れやすい）地質が多く、台風や集中豪雨などによ

り毎年山地災害が発生している状況である。また、房総半島南

部の嶺岡山系周辺には帯状の地すべり地帯が存在し、すべり面

の深さが地中３～５ｍと比較的浅いことが特徴で「房州型地す

べり」とも呼ばれている。過去における千葉県内での主な土砂

災害としては、死者５６名、全壊家屋４４１棟などの被害があ

った昭和４６年９月台風第２５号に伴う大雨の際の崖崩れの

多発などがある。 

度が低い（崩れやすい）地質が多く、台風や集中豪雨などによ

り毎年山地災害が発生している状況である。また、房総半島南

部の嶺岡山系周辺には帯状の地すべり地帯が存在し、すべり面

の深さが地中３～５ｍと比較的浅いことが特徴で「房州型地す

べり」とも呼ばれている。過去における千葉県内での主な土砂

災害としては、死者５６名、全壊家屋４４１棟などの被害があ

った昭和４６年９月台風２５号に伴う大雨の際の崖崩れの多

発などがある。 

  （中略） （中略） 

16 地域特性の反映 

語句修正 

【千葉県が影響を受けた主な風水害】 【千葉県が影響を受けた主な風水害】 
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災害原因 
発生 

年月日 

被   害   の   概   要 

人的被害･人 住 家 被 害 ・ 戸 
がけくずれ 

発 生 件 数 死者 負傷者 全 壊 半 壊 床上浸水  床下浸水  

関 東 地 方 

南部の大雨 

昭和 45 年 

7 月 1 日 
19 31 280 262 2,756 3,657 17,300 

秋雨前線並び

に台風第 25

号に伴う大雨 

昭和 46 年 

9 月 6 日 

～9月7日 

56 98 441 341 5,959 16,109 7,760 

台風第 6 号

及び梅雨前線

に伴う大雨 

昭和 60 年 

6 月 30 日 

～7月1日 

2 21 7 36 119 1,028 400 

雷を伴った

大 雨 

平成元年 

7 月 31 日 

～8月1日 

4 9 16 22 1,230 4,282 1,661 

茂 原 市 

竜 巻 災 害 

平成 2 年 

12 月 11 日 
1 73 82 161 － － － 

台風第 17 号 

平成 8 年 

9 月 21 日 

～９月22日 

6 21 8 21 2,066 4,738 485 

台風第 22 号 

 

台風第 23 号 

平成 16 年 

10 月 8 日 

～10月10日 

10 月 20 日 

～10月21日 

2 

 

2 

19 

 

3 

0 

 

0 

2 

 

0 

274 

 

10 

1,244 

 

161 

322 

 

28 

野 田 市 

竜 巻 災 害 

平成 25 年 

9 月 2 日 
0 1 1 5 － － － 

台風第 26 号 
平成 25 年 

10 月 15 日 
1 22 6 9 1,489 2,794 34 

平成 26 年 

大 雪 被 害 

平成 26 年 

2 月 8 日 
2 450 0 0 0 0 0 

台風第 18 号 
平成 26 年

10 月 5 日 
2 14 0 1 4 30 9 

房 総 半 島 

台 風 

令和元年  

9 月 9 日 
12 91 448 4,694 8 42 6 

東日本台風 

令和元年  

10 月 12 日

～10 月 13 日 

1 25 32 379 0 33 0 

10 月 25 日

大 雨 

令和元年  

10 月 25 日 
12 11 34 1,890 173 542 30 

  
※人的被害の死者には行方不明者を含む 

災害原因 
発生 

年月日 

被   害   の   概   要 

人的被害･人 住 家 被 害 ・ 戸 がけくずれ 

発 生 件 数 死者 負傷者 全 壊 半 壊 床上浸水  床下浸水  

関 東 地 方 

南部の大雨 

昭和 45 年 

7 月 1 日 
19 31 280 262 2,756 3,657 17,300 

秋雨前線並び

に台風 25 号

に伴う大雨 

昭和 46 年 

9 月 6 日 

～9月7日 

56 98 441 341 5,959 16,109 7,760 

台風 6 号及

び梅雨前線

に伴う大雨 

昭和 60 年 

6 月 30 日 

～7月1日 

2 21 7 36 119 1,028 400 

雷を伴った

大 雨 

平成元年 

7 月 31 日 

～8月1日 

4 9 16 22 1,230 4,282 1,661 

茂 原 市 

竜 巻 災 害 

平成 2 年 

12 月 11 日 
1 73 82 161 － － － 

台風 17 号 

平成 8 年 

9 月 21 日 

～９月22日 

6 21 8 21 2,066 4,738 485 

台風 22 号 

 

台風 23 号 

平成 16 年 

10 月 8 日 

～10月10日 

10 月 20 日 

～10月21日 

2 

 

2 

19 

 

3 

0 

 

0 

2 

 

0 

274 

 

10 

1,244 

 

161 

322 

 

28 

野 田 市 

竜 巻 災 害 

平成 25 年 

9 月 2 日 
0 1 1 5 － － － 

台風 26 号 
平成 25 年 

10 月 15 日 
1 22 6 9 1,489 2,794 34 

平成 26 年 

大 雪 被 害 

平成 26 年 

2 月 8 日 
2 450 0 0 0 0 0 

台風 18 号 
平成 26 年

10 月 5 日 
2 14 0 1 4 30 9 

  
※人的被害の死者には行方不明者を含む 

    

  ２ 「起きてはならない最悪の事態」の設定 ２ 「起きてはならない最悪の事態」の設定 

  （中略） （中略） 
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17 基本計画の反映 本計画においては、基本計画の４５の最悪の事態を参考にし

つつ、本県の地域特性や本計画が想定するリスクを踏まえ、８

つの「事前に備えるべき目標」に対して、４２の「起きてはな

らない最悪の事態」を次のとおり設定した。 

基本目標

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の
倒壊による多数の死傷者の発生

1-2
密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷
者の発生

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生
1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生
1-5 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

2-1
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供
給の停止

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生
2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

2-5
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供
給の途絶による医療機能の麻痺

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪
化・死者の発生

3-1 被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱
3-2 行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下
4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・長期停止
4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

4-3
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、
避難行動や救助・支援が遅れる事態

5-1
サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下
（サプライチェーンの寸断等による地元企業の生産力低下）

5-2
エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への
甚大な影響

5-3 コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4
基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影
響（基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止）

5-5 空港の被災による航空輸送への甚大な影響（空路の機能停止）
5-6 金融サービス等の機能停止による県民生活・商取引等への甚大な影響
5-7 食料等の安定供給の停滞
5-8 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

6-1
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・LP
ガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止
6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-4
基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間にわたる機
能停止

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全
7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生
7-2 海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3
沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊等に伴う陥没による交
通麻痺

7-4
ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出
による多数の死傷者の発生

7-5 有害物質の大規模拡散・流出による県土の荒廃
7-6 農地・森林等の被害による県土の荒廃

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事
態

8-2
復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した
技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興でき
なくなる事態

8-3
広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅
に遅れる事態

8-4
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・
無形の文化の衰退・損失

8-5
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅
に遅れる事態

8-6
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による経済等
への甚大な影響

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

1
直接死を最大限防
ぐ

2

救助・救急、医療
活動等が迅速に行
われるとともに、
被災者等の健康・
避難生活環境を確
実に確保する

I．人命の
保護が最
大限図ら
れること

II．県及び
社会の重
要な機能
が致命的
な障害を
受けず維
持されるこ

と

III．県民の
財産及び
公共施設
に係る被
害の最小
化

IV．迅速な
復旧復興

6

ライフライン、燃
料供給関連施設、
交通ネットワーク
等の被害を最小限
に留めるととも
に、早期に復旧さ
せる

7
制御不能な複合災
害・二次災害を発
生させない

8

社会・経済が迅速
かつ従前より強靭
な姿で復興できる
条件を整備する

3
必要不可欠な行政
機能は確保する

4

必要不可欠な情報
通信機能・情報
サービスは確保す
る

5
経済活動を機能不
全に陥らせない

 

本計画においては、基本計画の４５の最悪の事態を参考にし

つつ、本県の地域特性や本計画が想定するリスクを踏まえ、８

つの「事前に備えるべき目標」に対して、３７の「起きてはな

らない最悪の事態」を次のとおり設定した。 

基本目標

1-1
建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死
傷者の発生

1-2 不特定多数が集まる施設の倒壊･火災
1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生
1-4 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

1-5
大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり
県土の脆弱性が高まる事態

1-6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生
2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生
2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
2-4 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶
2-5 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生

2-6
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能
の麻痺

2-7 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

3-1
被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面
停止等による重大交通事故の多発

3-2 行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下
5-2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止
5-3 コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等
5-4 基幹的陸上・海上交通ネットワーク及び空港の機能停止
5-5 金融サービス等の機能停止により商取引等に甚大な影響が発生する事態
5-6 食料等の安定供給の停滞

6-1
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライ
チェーンの機能の停止

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止
6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止
6-4 地域交通ネットワークが分断する事態
6-5 異常渇水等により用水の供給の途絶
7-1 市街地での大規模火災の発生
7-2 海上・臨海部の広域複合災害の発生
7-3 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

7-4
ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発
生

7-5 有害物質の大規模拡散・流出及び風評被害等による影響
7-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大
8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

8-2
道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働
者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧･復興が大幅に遅れる事態

8-3
地域コミュニティや基幹インフラの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が
大幅に遅れる事態

制御不能な二次災
害を発生させない

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

I．人命の
保護が最
大限図ら
れること

II．県及び
社会の重
要な機能
が致命的
な障害を
受けず維
持されるこ

と

III．県民の
財産及び
公共施設
に係る被
害の最小
化

IV．迅速な
復旧復興

1

大規模自然災害が
発生したときでも
人命の保護が最大
限図られる

2

大規模自然災害発
生直後から救助・
救急、医療活動等
が迅速に行われる
（それがなされな
い場合の必要な対
応を含む）

3
大規模自然災害発生直後

から必要不可欠な行政機
能は確保する

4

8

大規模自然災害発生後
であっても、地域社
会・経済が迅速に再
建・回復できる条件を
整備する

大規模自然災害発生直後

から必要不可欠な情報通
信機能は確保する

5

大規模自然災害発
生後であっても、
経済活動（サプラ
イチェーンを含
む）を機能不全に
陥らせない

6

大規模自然災害発生後で

あっても、生活・経済活

動に必要最低限の電気、

ガス、上下水道、燃料、

交通ネットワーク等を確

保するとともに、これら

の早期復旧を図る

7
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  ３ 施策分野の設定 ３ 施策分野の設定 

18 基本計画の反映 基本計画の施策分野を参考として、リスクシナリオを回避す

るために必要な施策を念頭に置きつつ、地域の状況に応じて、

次の１０の個別施策分野と５つの横断的分野を設定した。 

基本計画の施策分野を参考として、リスクシナリオを回避す

るために必要な施策を念頭に置きつつ、地域の状況に応じて、

次の１０の個別施策分野と３つの横断的分野を設定した。 

    

  （１）個別施策分野 （１）個別施策分野 

18 基本計画の反映 1 行政機能/警察・消防等/防災教育等 1 行政機能/警察・消防等（新設） 

  （中略） （中略） 

  （２）横断的分野 （２）個別施策分野 

  （中略） （中略） 

18 基本計画の反映 2 人材育成 

3 官民連携 

4 老朽化対策 

5 少子高齢化対策 

2 （新設） 

3 （新設） 

2 老朽化対策 

3 少子高齢化対策 

    

  ４ 評価の実施手順 ４ 評価の実施手順 

  （中略） （中略） 

19 基本計画の反映   これらの作業に当たっては、縦軸に４２の「起きてはならな

い最悪の事態」を、横軸に１５の施策分野を設けた「マトリク

ス」を作成し、プログラムごと、施策分野ごとの評価を行った。 

これらの作業に当たっては、縦軸に３７の「起きてはならな

い最悪の事態」を、横軸に１３の施策分野を設けた「マトリク

ス」を作成し、プログラムごと、施策分野ごとの評価を行った。 

    

19 基本計画の反映 

 

【「リスクシナリオ」と「プログラム」の関係】 
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19 基本計画の反映 

 

【「マトリクス」のイメージ】 

 

    

  ５ 脆弱性評価結果 ５ 脆弱性評価結果 

  （中略） （中略） 

20 時点修正 （２）代替性・冗長性等の確保 （２）代替性・冗長性（※）等の確保（注） 

20 時点修正    いかなる災害が発生しても社会・経済が機能不全に陥ら

ず、速やかに復旧・復興が可能とするためには、バックアッ

プの施設・システム等の整備により、代替性・冗長性を確保

する必要がある。 

   いかなる災害が発生しても社会・経済が機能不全に陥ら

ず、速やかに復旧・復興が可能とするためには、バックアッ

プの施設・システム等の整備により、代替性・冗長性を確保

する必要がある。 

20 時点修正 （削除）   （注）自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶や

一部施設の破壊が全体の機能 不全につながらないよ

うに、あらかじめ交通ネットワークやライフライン施設

を多重化したり、予備の手段が用意されている様な性質 
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ページ 主な修正理由 修正案 現行 

  第３章 強靱化の推進方針 第３章 強靱化の推進方針 

    

  １ プログラムごとの推進方針 １ プログラムごとの推進方針 

    プログラムごとの脆弱性評価の結果に基づき、起きてはなら

ない最悪の事態を回避するために、今後何をすべきか必要とな

る施策を検討し、プログラムごとに推進方針として取りまとめ

た（「●」は再掲）。 

プログラムごとの脆弱性評価の結果に基づき、起きてはなら

ない最悪の事態を回避するために、今後何をすべきか必要とな

る施策を検討し、プログラムごとに推進方針として取りまとめ

た（「●」は再掲）。 

21 地域特性の反映 

国の取組の反映 

なお、本県では令和元年に房総半島台風、東日本台風及び１

０月２５日の大雨の３つの大きな災害が連続して発生し、大き

な被害をもたらしたところであり、これらの自然災害の経験を

踏まえた対策や、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加

速化対策」（令和２年１２月閣議決定）をはじめとする最新の

取組内容を反映した。 

（新設） 

    

21 基本計画の反映 （１）直接死を最大限防ぐ （１）大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図

られる 

    

21 基本計画の反映 1-1) 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多

数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

1-1) 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地にお

ける火災による死傷者の発生 

21 時点修正 （地震対策の推進） 

○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、地震被害想定

調査の結果を踏まえて策定した減災目標を達成するため、事業

の進捗管理を行うとともに、適時新たな事業を追加していく。 

また、県民の防災意識の向上を図るため、各地域における液

状化などの災害リスクや住宅の液状化対策工法などを「ちば地

震被害想定のホームページ」や「液状化しやすさマップ」など

を通じ、分かりやすく県民に伝える。 

（地震対策の推進） 

○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、地震被害想定

調査の結果を踏まえた減災目標の策定について早急に検討を

進める。また、県民の防災意識の向上を図るため、各地域にお

ける液状化などの災害リスクや住宅の液状化対策工法などを

「ちば地震被害想定のホームページ」や「液状化しやすさマッ

プ」などを通じ、分かりやすく県民に伝える。 

21 移項（1-1から1-2

へ） 

（削除） （火災予防対策等の推進） 

○ 震災による火災の発生の防止及び火災の早期発見並びに延

焼を防止するため、感震ブレーカー（※）、住宅用火災警報器、

消火器等について、設置を促進する。 
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21 時点修正 （学校施設の耐震化） 

○ 県立学校については、平成 28 年度に耐震化率 100％を達成

した。 

○ 市町村立学校については、令和 3 年度に耐震化率 100％を達

成した。引き続き市町村が行う耐震関連事業に対して適切な助

言を行う。 

（削除） 

（学校施設の耐震化） 

○ 県立学校については、28 年度中に耐震化が完了するよう取

り組む（28 年度完了予定）。 

○ 市町村立学校の耐震化については市町村に対しあらゆる機

会を捉えて、できるだけ早期に完了するよう働きかける。 

 

○ 県立学校のつり天井などの非構造部材の落下防止を含む安

全対策については、できるだけ 早期に完了するように取り組

む。また、市町村立学校については、設置者に働きかける。 

21 新設 ○ 私立学校の耐震化については、学校法人等に対し、あらゆる

機会を捉えて、できるだけ早期に完了するよう働きかける。 

（新設） 

21 時点修正 （宅地の耐震化の推進） 

○ 大規模盛土造成地の滑動崩落の防止を目的として、どの盛土

から調査を行うか決める計画（二次スクリーニング計画）の作

成及び安全性の把握をするための地盤調査・安定計算（二次ス

クリーニング）を実施できるように、関係市町村に対し技術的

支援をしていく。 

（宅地の耐震化の推進） 

○ 宅地の耐震化の推進については、関係市町村に対し、大規模

盛土造成地（※）の有無の調査に着手し、その結果をマップの

形でホームページで公表するなど、県民への情報提供を図るよ

う働きかける。 

 

21 移項（1-1から1-2

へ） 

（削除） （密集市街地の解消） 

○ 火災発生時に延焼により被害が拡大する可能性の高い密集

市街地の改善を図るため、都市基盤の整備と併せて街区の再編

を行う土地区画整理事業及び市街地再開発事業を促進する。 

21 時点修正 （緊急時の避難路等の整備） 

○ 土地区画整理事業を推進し、幹線道路の整備や狭あい道路の

解消等を進め、緊急時の避難路等を確保する。 

（緊急時の避難路等の整備） 

○ 避難・救助活動等に不可欠な避難路等の整備のため、土地区

画整理事業の面的整備を進める。 

21 時点修正 （無電柱化の推進） 

○ 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める。 

（無電柱化の推進） 

○ 大規模災害時に液状化や建物損壊等による被害を受けやす

い電柱については、無電柱化を推進し、ライフラインの確保や

道路閉塞の防止等、防災性の向上を進める。 

22 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る。 



16 

 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（県立体育施設の耐震化） 

○ 県立体育施設の耐震性の向上を図る。 

（新設） 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（県立社会教育施設の耐震化） 

○ 県立社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震性の向上を

図る。 

（新設） 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（住宅・建築物の耐震化の促進） 

○ 市町村と連携しながら、県民への耐震改修などの必要性に関

する啓発活動や、耐震対策に係る支援を行うほか、建築士を対

象とした耐震診断・耐震改修技術の普及などの施策を推進す

る。 

○ 庁舎、病院、学校等の多くの公共建築物のうち、災害時に応

急活動の拠点となる建築物は、計画的かつ重点的に耐震化に取

り組む。 

○ つり天井など非構造部材の脱落防止対策などの安全対策に

ついては、建築基準法による定期報告の機会を捉えてその対策

を促す。 

（新設） 

22 外部意見の反映 （空家等対策の促進） 

○ 空家等対策関連事業を推進し、市町村が行う空家等対策を促

進する。 

（新設） 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（被災宅地危険度判定の充実） 

○ 関係市町村と連携し、被災宅地危険度判定士の養成講習会及

び実務研修を開催するなど、判定体制の充実を図る。 

（新設） 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（被災建築物応急危険度判定の充実） 

○ 大規模地震による二次被害防止のため、被災建築物応急危険

度判定士を養成するための講習会を行うなど判定技術の向上

に努めるほか、市町村と連携し、判定実施体制・広域支援体制

の更なる整備・充実を図る。 

（新設） 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（医療施設の耐震化） 

○ 災害時に医療機能を提供できない事態を避けるため、各種補

助制度を有効に活用するなどし、病院等の医療施設の耐震化を

促進する。特に、災害時に県内の医療救護活動の拠点となる災

害拠点病院の耐震化を着実に推進する。 

（新設） 
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22 新設 （病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

○ 地震等の発生時における患者や周辺住民への被害を防ぐた

め、病院が敷地内に保有する倒壊の危険性があるブロック塀の

改修等に必要な経費を補助する。 

（新設） 

22 移項（1-2から1-1

へ） 

（社会福祉施設の耐震化） 

○ 社会福祉施設（救護施設等）の耐震化を促進し、安全性を確

保する。 

（新設） 

22 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

23 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

23 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

（新設） 

23 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 
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23 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

23 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 施設ごとの長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更

新を行うとともに、施設の適切な維持管理を実施する。 

（新設） 

    

23 基本計画の反映 1-2) 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災

による多数の死傷者の発生 

1-2) 不特定多数が集まる施設の倒壊 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （公立社会体育施設の耐震化） 

○ 県立体育施設の耐震性の向上を図る。 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （公立社会教育施設の耐震化） 

○ 県立社会教育施設の耐震性の向上を図る。 

23 移項（1-2から8-4

へ） 

（削除） （文化財に係る各種防災対策の支援） 

○ 市町村及び文化財所有者等に対し、耐震診断等を奨励し、的

確な防災活動が進むよう、普及・啓発活動を通じて、文化財の

滅失・棄損等を防止する。 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （住宅・建築物の耐震化の促進） 

○ 住宅・建築物の耐震化を促進するため、啓発のための耐震相

談会や技術者を養成する耐震講習会等を開催するとともに、市

町村が行う民間建築物に対する耐震関連事業を支援する。 

○ 庁舎、病院、学校等の多くの公共建築物のうち、特定建築物

（※）及び災害時に応急活動の拠点となる建築物は、計画的か

つ重点的に耐震化に取り組む。 

○ つり天井など非構造部材の脱落防止対策などの安全対策に

ついては、建築基準法による定期報告の機会を捉えてその対策

を促す。 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （被災宅地危険度判定（※）の充実） 

○ 関係市町村と連携し、被災宅地危険度判定士（※）の養成講

習会及び実務研修を開催するなど、判定体制の充実を図る。 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （被災建築物応急危険度判定（※）の充実） 

○ 大規模な地震発生時に、迅速かつ円滑に被災建築物応急危険
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度判定が実施できるよう、建築士等を対象に被災建築物応急危

険度判定士（※）講習会を開催し、被災建築物応急危険度判定

士の養成に努める。 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （医療施設の耐震化） 

○ 各種補助制度を有効に活用するなど、病院の医療施設の耐震

化を促進する。 

23 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （社会福祉施設の耐震化） 

○ 社会福祉施設（救護施設等）の耐震化を促進し、安全性を確

保する。 

23 移項（1-1から1-2

へ） 

（火災予防対策等の推進） 

○ 感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等について、設

置を促進する。 

（新設） 

 

23 移項（1-1から1-2

へ） 

（密集市街地の解消） 

○ 土地区画整理事業及び市街地再開発事業を促進し、道路・公

園等の空地の確保、街区の再編による老朽建築物の建替・除却

等により、延焼等の危険がある密集市街地の解消を図る。 

（新設） 

 

23 時点修正 （ＬＰガスの放出による延焼防止） 

○ ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する。 

（ＬＰガスの放出防止） 

○ 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するた

め、ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する。 

 

23 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

23 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

24 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

（新設） 
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訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

24 再掲 （都市防災機能を有する街路の整備推進） 

● 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入

路・避難路として機能する街路の整備を推進する。 

（新設） 

24 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

24 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

24 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

24 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

（新設） 

   

 

 



21 

 

24 基本計画の反映 1-3) 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 1-3) 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生 

24 時点修正 （津波対策の推進） 

○ 津波が発生した際に、市町村の津波対応や住民等避難行動が

迅速にできるよう、市町村に津波浸水予測図や津波高、浸水深

など津波シミュレーションを実施した結果のデータを提供す

るとともに、「千葉県津波避難計画策定指針」を必要に応じて

見直すなど、市町村の津波ハザードマップや津波避難計画の作

成、見直し及び市町村区域を越えた避難体制の構築を支援す

る。 

（津波対策の推進） 

○ 津波が発生した際に、市町村の津波対応や住民等の迅速な避

難行動ができるよう、市町村に津波浸水予測図や津波高、浸水

深など津波シミュレーションを実施した結果のデータを提供

するとともに、「千葉県津波避難計画策定指針」を必要に応じ

て見直すなど、市町村の津波ハザードマップや津波避難計画の

作成、見直し及び市町村区域を越えた避難体制の構築を支援す

る。 

24 時点修正 （港湾における津波避難対策の検討） 

○ 港湾地域において浸水被害が想定されるエリアについては、

市が策定する津波避難計画に港湾の特殊性を考慮した対策を

反映できるよう支援する。 

（港湾における津波避難対策の実施） 

○ 避難行動の遅れが人的被害に直結することから、津波からの

避難を確実に行うため、「港湾における津波避難対策」を検討

し、津波避難行動の啓発や実践的な避難訓練等を関係機関が連

携して進める。 

  （中略） （中略） 

25 時点修正 （海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 海岸保全施設が、今後大量に施設更新時期を迎えるため、維

持管理費用の縮減や各年の維持管理費の平準化を目的とした

長寿命化計画に基づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新

等を進める。特に都市機能や人口が集積するゼロメートル地帯

を背後地に有する施設は重要性が高く、施設更新の緊急性が求

められていることから国と連携して進める。 

（海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 津波や高潮からの防護に必要な海岸保全施設が、今後大量に

施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化や各年の維

持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画を策定し、計画的

な施設の維持管理や修繕、更新等を進める。特に都市機能や人

口が集積するゼロメートル地帯を背後地に有する施設は重要

性が高く、施設更新の緊急性が求められていることから国と連

携して進める。 

25 時点修正 （海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

○ 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める。また、水門、樋門等の自動

化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構

築や操作員の安全の確保を図る。特に津波に対する防護水準を

満たさない施設については、速やかに整備を進める。 

（海岸保全施設整備による、津波・高潮・侵食対策） 

○ 海岸保全施設の整備により、津波・高潮・侵食に対して、計

画的かつ着実に対策を進める。また、水門、樋門の自動化等の

状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構築や操

作員の安全の確保を図る。特に津波に対する防護水準を満たさ

ない施設については、迅速に整備を進める。 

25 時点修正 （海岸保全施設の耐震・液状化対策） 

○ 防護機能の低下による浸水被害を防止するため、海岸保全施

設の耐震・液状化対策等を計画的かつ着実に進める。 

（海岸保全施設の耐震・液状化対策） 

○ 海岸保全施設の耐震・液状化対策等を計画的かつ着実に進

め、これにより防護機能の低下による浸水被害を防止する。 

25 時点修正（事業完

了） 

（削除） （河川管理施設の地震・津波対策） 

○ 平成２３年東日本大震災で被災を受けた太平洋沿いの河川
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管理施設の耐震化・津波対策等を、計画的かつ着実に進める。 

 また、水門、樋門の自動化を検討しつつ、確実な作業と操作

員の安全を確保する。 

25 再掲 （水害に強い地域づくり（河川）） 

● 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める。 

  また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する。 

（新設） 

25 時点修正 （津波・高潮ハザードマップ作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の津波浸水想定図及び、東京湾沿岸に係

る想定し得る最大規模の高潮浸水想定区域図の公表を平成３

０年１１月に行った。引き続き、千葉東沿岸を含めた、想定し

得る最大規模の高潮浸水想定区域等の指定に向けた検討を進

める。 

（津波・高潮ハザードマップ作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の津波に係る浸水想定の設定、また、高

潮により相当な損害を生ずるおそれがある海岸について、想定

し得る最大規模の高潮に係る浸水想定区域の指定等に向けた

検討を進める。 

  （中略） （中略） 

25 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

25 国の取組の反映 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（L アラート（※）等による災害情報の伝達） 

● 防災行政無線やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メー

ル、コミュニティFM等を通じ、県民が容易に必要な災害情報

を入手できる環境を構築する。 

26 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

（新設） 
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や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

26 再掲 （避難情報の確実な伝達） 

● 関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共

有したうえで、防災行動とその実施主体を時系列で整理したタ

イムラインを市町村と協働して策定し、試行的に運用を開始す

る。 

（新設） 

26 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

26 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

26 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 
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26 基本計画の反映 1-4) 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の

死傷者の発生 

1-4) 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

26 時点修正 （大規模水害対策の推進） 

○ 洪水ハザードマップや内水ハザードマップ等の各種ハザー

ドマップの作成支援をはじめとしたソフト対策をさらに推進

する。 

（大規模水害対策の推進） 

○ 洪水ハザードマップや内水（※）ハザードマップ等の各種ハ

ザードマップの作成支援をはじめとしたソフト対策をさらに

推進する。 

26 時点修正 （洪水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の指定が完

了した水位周知河川とその支川１２０河川及び小規模河川９

１河川について、市町村に対しハザードマップの作成支援を行

う。 

また、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難

訓練の実施について、関係市町村と連携し、施設管理者の計画

作成や訓練の実施を支援する。 

（洪水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 洪水により相当な損害を生ずるおそれのある河川において、

想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の指定に向け

検討を進める。 

 

26 語句修正 （内水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模降雨の内水氾濫に係る内水ハザードマ

ップを作成するよう市町村を支援する。 

（内水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の内水に係る内水ハザードマップを作

成する市町村を支援する。 

27 地域特性の反映 （水害に強い地域づくり（河川）） 

○ 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める。 

 

  また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する。 

（水害に強い地域づくり（河川）） 

○ 水害による被害を最小限にするため、河道掘削や築堤等によ

る河道改修に加え、調節池や流域貯留浸透施設（※）等の整備

を進める。 

  また、ダムの改築及び長寿命化計画を進める。 

 

 

 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備及び八ッ場ダムの整備を促進する。 

27 地域特性の反映 （河川管理施設の維持管理・更新） 

○ 河川では、河川維持管理計画に基づき、巡視・点検を行い、

破損が生じた場合は修繕等に努める。堆積土砂・竹木伐採につ

いては、河川の流下を阻害する土砂の堆積状況や竹木の繁茂状

況を確認し、適切に河川機能の維持に努める。 

また、排水機場等の施設は長寿命化計画に基づき、計画的な

施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策を進める。 

（河川管理施設の維持管理・更新） 

○ 河川では、河川維持管理計画を作成し、巡視・点検を行い、

破損が生じた場合は修繕等に努める。 

 

 

排水機場等の施設は長寿命化計画を策定し、延命化措置に努

める。 
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  （中略） （中略） 

27 地域特性の反映 （河川監視体制の強化） 

○ 住民の迅速な避難行動に繋げるため、きめ細かな水位監視に

努めるとともに、洪水時の水位観測に特化した危機管理型水位

計の設置を進める。 

また、住民の自発的な避難行動に結びつけるため、映像によ

り増水の切迫性を確認できるよう河川監視カメラの設置を進

める。 

（新設） 

27 地域特性の反映 （避難情報の確実な伝達） 

○ 関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共

有したうえで、防災行動とその実施主体を時系列で整理したタ

イムラインを市町村と協働して策定し、試行的に運用を開始す

る。 

（新設） 

27 時点修正 （海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

● 海岸保全施設が、今後大量に施設更新時期を迎えるため、維

持管理費用の縮減や各年の維持管理費の平準化を目的とした

長寿命化計画に基づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新

等を進める。特に都市機能や人口が集積するゼロメートル地帯

を背後地に有する施設は重要性が高く、施設更新の緊急性が求

められていることから国と連携して進める。 

（海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

● 津波や高潮からの防護に必要な海岸保全施設が、今後大量に

施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化や各年の維

持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画を策定し、計画的

な施設の維持管理や修繕、更新等を進める。特に都市機能や人

口が集積するゼロメートル地帯を背後地に有する施設は重要

性が高く、施設更新の緊急性が求められていることから国と連

携して進める。 

27 時点修正 （海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

● 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める。また、水門、樋門等の自動

化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構

築や操作員の安全の確保を図る。特に津波に対する防護水準を

満たさない施設については、速やかに整備を進める。 

（海岸保全施設整備による、津波・高潮・侵食対策） 

● 海岸保全施設の整備により、津波・高潮・侵食に対して、計

画的かつ着実に対策を進める。また、水門、樋門の自動化等の

状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構築や操

作員の安全の確保を図る。特に津波に対する防護水準を満たさ

ない施設については、迅速に整備を進める。 

  （中略） （中略） 

28 時点修正 （印旛沼防災拠点の整備） 

○ 水辺の利活用などまちの魅力向上と併せて地域防災力の高

いまちづくりが求められることから、緊急時における水防活

動、日常時における維持管理、アクティビティの拠点機能を有

する水辺拠点の基盤整備、並びに「防災」「景観」「利用」「交

通結節点」「情報発信」機能を有する一里塚（ミニ拠点）の基

（印旛沼防災拠点の整備） 

○ 水辺の利活用などまちの魅力向上と併せて地域防災力の高

いまちづくりが求められることから、「防災」「景観」「利用」

「交通結節点」「情報発信」機能を有する一里塚（ミニ拠点）

の基盤整備、並びに緊急時における水防活動、日常時における

維持管理、アクティビティの拠点機能を有する水辺拠点の基盤
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盤整備を河川管理者が実施し、関係市町と共同で推進する。 整備を河川管理者が実施し、関係市町と共同で推進する。 

28 地域特性の反映 （都市型水害対策のための緑地の確保） 

○ 都市型水害軽減のため、雨水の流出抑制機能を持った緑地や

都市公園の整備等を促進する。 

（新設） 

28 時点修正 （農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

利施設等の整備・補強を推進する。 

  また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設について、土砂

災害の被害を最小限に抑えるため、整備を推進する。 

（集中豪雨等に対応した排水施設の保全・整備） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業 

水利施設（※）等の整備・補強を推進する。 

28 時点修正 （広域的避難の枠組整備） 

○ 大規模災害から住民を広域的に避難させる枠組の整備に向

け、他都県市等の関係機関と連携協力しながら検討を進める。 

（広域的避難の枠組整備） 

○ 想定外の大規模災害から住民を広域的に避難させる枠組の

整備に向け、他都県市等の関係機関と連携協力しながら検討を

進める。 

28 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

28 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

28 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

（新設） 



27 

 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

28 再掲 （集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

● ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知などに取り組む。 

（新設） 

28 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

29 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

29 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

    

29 基本計画との調

和 

1-5) 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 1-5) 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみなら

ず、後年度にわたり県土の脆弱性が高まる事態 

29 移項（1-5から7-4

へ） 

（削除） （ため池の耐震化） 

○ 被災した場合に経済活動及び住民生活等への影響が大きい

農業用ため池の地震被害を防止するため、耐震対策を推進す

る。 
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29 時点修正 （激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

○ 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進する。 

 また、土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、土砂災害

のおそれのある区域の周知に努めるとともに、土砂災害警戒区

域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅等の新規

立地の抑制等のソフト対策を推進する。 

（激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

○ 大雨等による土砂災害の発生、被害を最小限に押さえるた

め、地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長

寿命化計画を推進する。 

 また、土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、基礎調査

結果の公表による土砂災害のおそれのある区域の周知に努め

るとともに、土砂災害警戒区域等の指定を進め警戒避難体制の

充実を図る。 

29 時点修正 （土砂災害警戒区域の指定による警戒避難体制の整備等への支

援） 

○ 土砂災害ハザードマップ等の整備にあたり、市町村へ地図情

報（土砂災害警戒区域等及び基礎調査予定箇所）のＧＩＳデー

タを提供するとともに、作成方法についての助言を行う。また、

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難訓練の

実施について、県担当部局や関係市町村と連携し、施設管理者

が作成する計画や訓練の実施を支援する。 

（土砂災害警戒区域の指定による警戒避難体制の整備等への支

援） 

○ 県で整備している「千葉県砂防ＧＩＳ」を活用し、電子地図

や土砂災害ハザードマップの作成が可能なシステムを市町村

に提供し、市町村が行う警戒避難体制の整備等を支援する。 

29 国の取組の反映 （土砂災害警戒情報の発表） 

○ 早期避難による人的被害の防止のため、銚子地方気象台と連

携し、土砂災害警戒情報の信頼性向上に向けて、精度検証を行

うとともに、土壌雨量指数や危険度メッシュ情報などの補足情

報を市町村や住民へ提供する。 

（新設） 

29 時点修正 （土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施・緊急情報の通知） 

○ 大規模な地すべりが発生した場合は、地すべり防止区域を所

管する部署や市町村と連携して、速やかに緊急調査を実施し、

土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにし、土砂

災害緊急情報として市町村に通知するとともに、関係住民へ周

知する。 

（土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施及び緊急情報の通知） 

○ 関係機関と連携して、速やかに緊急調査を実施し、被害が及

ぶおそれがある土地の区域・時期を想定し、土砂災害緊急情報

として市町村長に通知するとともに、一般へ周知する体制を構

築する。 

29 移項（1-5から7-5

へ） 

（削除） （富士山噴火による降灰対策） 

○ 富士山噴火による降灰被害は広域範囲に及ぶため、国の検討

状況を踏まえ、火山灰による被害を軽減する対策を検討する。 

29 外部意見の反映 （盛土の崩落を防ぐ安全対策） 

○ 都市計画法に基づく開発行為については、許可基準に基づ

き、適切に審査・検査等を行うとともに、同法に違反する不適

正な盛土による崩落等を防止するため、関係市町村と連携し、

事業者への指導を行うなど、適正な宅地開発の履行を促進す

（新設） 
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る。 

○ 農地については、不適正な盛土による崩落・地すべりを防止

するため、市町村等の関係機関との連携により、監視の強化と

事業者への指導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る。 

○ 森林法に基づく開発行為については、審査基準に基づき、適

切に審査等を行うとともに、同法に違反する不適正な盛土によ

る崩落等を防止するため、市町村等の関係機関との情報共有を

図りながら、事業者への工事の進捗状況の確認や現地調査を適

時に実施し、施工状況に応じたきめ細やかな指導を行うなどの

現場の監視を強化し、また、計画どおり施工されていない場合

等の危険性を的確に把握し、事業者への適切な指導を行うな

ど、適正な林地開発行為の履行を図る。 

○ なお、残土及び再生土による埋立てについては、汚染物質の

混入等や、不適正な堆積構造による崩落を防止するため、市町

村等の関係機関との連携により、監視の強化と事業者への指

導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る。 

30 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

30 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

30 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

（新設） 
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● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

30 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

30 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

30 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

    

30 基本計画の反映 （削除） 1-6) 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者

の発生 

30 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （L アラート等による災害情報の伝達） 

○ 防災行政無線やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メー

ル、コミュニティ FM 等を通じ、県民が容易に必要な情報を入

手できる環境を構築する。 

30 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （地方公共団体の組織体制の強化・危機対応能力の向上） 

○ 情報収集・提供手段の整備により得られた情報の効果的な利

活用をより一層充実させるため、研修・訓練等の実施により、

県・市町村職員の危機対応能力の向上を図る。 

30 移項（1-6から4-3 （削除） （災害時避難行動要支援者（※）対策の促進） 
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へ） ○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

いて、名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別

計画策定の取組を一層促進し、避難支援体制の充実を図る。 

30 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （福祉避難所（※）の指定促進） 

○ 市町村における、福祉避難所の指定を一層促進するととも

に、避難行動要支援者のための施設整備や備品の備蓄など、避

難環境の整備を図る。 

30 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （外国人旅行者に対する災害情報の迅速かつ着実な伝達） 

○ 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

30 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

○ 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、防災教育の推進や自主防災組織の育成強

化等に努めるとともに、県民一人ひとり及び地域コミュニティ

の防災意識の高揚や防災力の強化を図る。 

    

31 基本計画の反映 （２）救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災

者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

（２）大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅

速に行われる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

    

31 基本計画の反映 2-1) 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物

資・エネルギー供給の停止 

2-1) 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

停止 

  （中略） （中略） 

31 時点修正 （上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

○ 水道事業者に上水道施設の耐震化に対する国の助成制度の

有効な活用などを助言・指導し、上水道施設の耐震化を推進す

るとともに、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動を実施でき

るよう対応の充実を図る。 

（上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

○ 水道事業者に上水道施設の耐震化に対する国の助成制度の

有効な活用などを助言・指導し、上水道施設の耐震化を推進す

る。 

31 地域特性の反映 ○ 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、停電対策として非常用発電設備等

の整備の促進を図る。また、水害に伴う施設の損壊や水道管の

破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅速な復旧が 

○ 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進する。 
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行えるよう対応の充実を図る。 

31 時点修正 ○ 水道災害相互応援協定による応急給水等の対応の充実を図

る。 

○ 水道災害相互応援協定による応急給水体制の充実を図る。 

31 移項（2-1から5-8

へ） 

（削除） ○ 雨水、再生水等の多様な水資源利用について検討を進める。 

  （中略） （中略） 

31 地域特性の反映 ○ 県営水道においては、東日本大震災等を踏まえて将来の震災

に備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するととも

に、令和元年房総半島台風等による停電・浸水被害などの状況

を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水対策を進める。

また、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が

行えるよう、給水区域内の各市や関係団体等との連携を強化し

ていく。 

○ 県営水道においては、東日本大震災を踏まえて将来の震災に

備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するとともに、

災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が行え

るよう、給水区域内の各市や関係団体等との連携を強化してい

く。 

31 時点修正 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

○ 地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給

体制の確立のため、民間物流施設の活用、関係者による協議会

の開催、関係者間の協定の締結、関係者のＢＣＰの策定、県応

援受援計画の活用等によるほか、官民の関係者が参画する支援

物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性

を高める。 

（支援物資の調達・供給体制の構築） 

○ 民間物流施設の活用、関係者による協議会の開催、協定の締

結、ＢＣＰ（※）の策定、県外からの物資の応援受入計画の策

定等により、地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資

調達・供給体制を構築するとともに、官民の関係者が参画する

支援物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実

効性を高める。 

  （中略） （中略） 

31 時点修正 （道路施設の老朽化対策） 

○ 施設ごとの長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更

新を行うとともに、施設の適切な維持管理を実施する。 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化対策について、施設ごとの長寿命化計画等

に基づき計画的な施設の補修・更新を行うとともに、施設の適

切な維持管理を実施する。 

31 時点修正 （道路の法面対策） 

○ 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する。また、法面の適切な維持管理に

ついては維持管理計画を策定し、それに基づいた計画的な法面

の補修、施設の更新を行う。 

（道路の法面対策） 

○ 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路（※）を含む国道・

県道の法面対策を着実に推進する。また、法面の適切な維持管

理については維持管理計画を策定し、それに基づいた計画的な

法面の補修、施設の更新を行う。 

  （中略） （中略） 
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32 時点修正 （道路啓開計画策定） 

○ 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する。 

（道路啓開（※）計画策定） 

○ 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する。 

32 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

○ 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

（耐震強化岸壁の整備） 

○ 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を促進する。 

  （中略） （中略） 

32 時点修正 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

（ガス施設の老朽化対策等の推進） 

○ ガス施設等について、耐食性・耐震性に優れた管への取替を

促進するとともに、関係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推

進する。 

  （中略） （中略） 

32 移項（2-4から2-1

へ） 

（病院における電力供給体制の確保） 

○ 災害時における県内の医療救護活動の拠点となる災害拠点

病院では、災害時においても病院の基本的な機能を維持するた

め、平時から自家用発電機等の整備状況や、非常時に使用可能

かどうか検証を行うとともに、自立・分散型エネルギー（コー

ジェネレーション等）導入の検討を行うなど、病院における電

力供給体制の確保を図る。 

○ 病院における非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保

を促進するとともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る

協定に基づく連携体制の充実を図る。 

（新設） 

32 地域特性の反映 （社会福祉施設における電力供給体制の確保） 

○ 災害時においても社会福祉施設の入所者等の安全を確保す

るため、自家発電設備の導入や燃料の備蓄を促進する。 

 

（新設） 
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32 移項（2-4から2-1

へ） 

（災害時の石油類燃料の確保） 

○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る。 

（新設） 

33 移項（2-4から2-1

へ） 

（道路の防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（新設） 

 

33 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める。 

（新設） 

33 再掲 （大規模停電対策） 

● 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、協定に基づき、電力会社等と連携して災害時

の早期電力復旧に取り組む。 

● 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に取り組み、今後電力会社と連携して電力供給網の予防

保全を図っていく。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

33 再掲 （災害に強い森づくりの促進） 

● 風倒木等による災害の未然防止につながる、災害に強い森づ

くり事業により、市町村が行うインフラ周辺の事前伐採等の森

林整備を支援する。 

（新設） 

 

 

33 再掲 （食料安定供給のためのほ場整備の推進） 

● 大規模自然災害による全国的な食料不足等に備え、首都圏の

食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田

の大区画化や畑利用等が可能となるほ場整備を推進する。 

（新設） 

33 再掲 （卸売市場施設整備の推進） 

● 大規模災害時においても円滑な食料供給を維持するため、市

場機能の維持等の観点から、物流インフラの災害対応力の強化

の一環として、県内卸売市場の耐震整備等を推進する。 

  各卸売市場のＢＣＰの策定等を推進するとともに、災害時に

おける市場間連携協定の締結等による災害時対応に係る複数

市場間における連携・ネットワーク構築を促進する。同時に、

災害時における集荷力の維持のため、卸売市場と産地との適正

な情報連絡網の構築等、平時から発生時を見据えた取組を行

（新設） 
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う。 

33 再掲 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

● 災害時に被災住民を支援するため、野菜、日持ちカット野菜、

焼きイモ、蒸しトウモロコシ、精米、無洗米、炊飯米について、

関係団体との協定を維持し、協力連携を図っていく。 

（新設） 

33 再掲 （災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

● 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

（新設） 

    

34 基本計画の反映 2-2) 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 2-2) 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

34 時点修正 （インフラの防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（インフラの防災対策） 

● 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生を避けるため、

道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策を着

実に推進する。 

  （中略） （中略） 

34 時点修正 （代替輸送路等の確保） 

○ 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する。 

（代替輸送路等の確保） 

● 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する。 

34 時点修正 （削除） （行政機関等の機能低下回避） 

● 行政機関等（警察等含む）の職員・施設等の被災による機能

の大幅な低下を回避するための対策を図る。 

  （中略） 

 

（中略） 
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34 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitter など防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（地域の防災力の向上） 

○ 防災行政無線、防災ラジオ、Ｌアラートなど防災情報を確実

に提供するとともに、住民自身による自助・共助による避難行

動が取れるよう、地域の防災力を向上させる。 

34 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

34 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

34 再掲 （農林道・農道橋等の保全対策の推進） 

● 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農林道の整備や適正な維持補修を推進する。 

  また、日常点検や定期的な機能診断により、耐震化等の対策

工事を要する場合には、着実な推進を図る。 

（新設） 

34 再掲 （農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

● 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある農林道の保全を優先的に進めると

ともに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る。 

（新設） 

34 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 
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  2-3) 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活

動等の絶対的不足 

2-3) 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活

動等の絶対的不足 

35 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

○ 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎を建替え等により整備する際は耐災害性の強化を図

っていく。 

（警察施設の耐災害性の強化） 

○ 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎の耐震化を継続的に進める等警察施設の耐災害性を

強化していく。 

35 語句修正 （災害対策用装備資機材の整備充実） 

○ 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を推進する。 

○ 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を推進する。 

○ 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について推進する。 

（災害対策用装備資器材の整備充実） 

○ 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資器材の整備を推進する。 

○ 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資器材の整備を推進する。 

○ 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資器

材の整備についても推進する。 

  （中略） （中略） 

35 時点修正 （ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等との連携強化） 

○ 国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥと県、市町村における

連携強化を推進することにより、復旧を迅速に行える応急態勢

を充実させる。 

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（※）等との連携強化） 

○ 国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥと県、市町村における

連携強化を推進することにより、復旧を迅速に行える応急態勢

を充実させる。 

35 時点修正 （受援体制の整備） 

○ 県外からの応援を円滑に受け入れ柔軟かつ迅速に被災地を

支援するため、応援受援計画を活用するとともに、訓練等で検

証を行い計画の実効性を確保することにより、体制を強化して

いく。また、医療救護支援については、県災害医療救護計画の

運用体制を強化していく。 

（受援体制の整備） 

○ 県外からの警察・消防・自衛隊等の救援部隊を円滑に受け入

れ柔軟かつ迅速に被災地を支援するため応援受入計画を活用

し、訓練等を踏まえ体制を強化していく。 

  （中略） （中略） 

36 時点修正 （消防職員等に対する教育訓練の充実強化） 

○ 消防職員や団員に対する高度で実戦的な教育訓練を充実強

化するとともに、自主防災組織等に対する実践的な研修・訓練

を進める。 

 

（消防学校・防災研修センターの整備） 

○ 消防職員や団員に対する高度で実戦的な教育訓練を充実強

化するとともに、自主防災組織等に対する実践的な研修・訓練

を行えるよう、消防学校・防災研修センターの整備を進める。 
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36 時点修正 （地域防災力の向上） 

○ 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（地域防災力の向上） 

● 大規模災害時には、公的防災機関が十分に対応できない場

合、被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助

の取組が大変重要であることから、地域一丸となった災害対応

体制を構築するため、消防団や自主防災組織等の充実強化や防

災教育の推進、家庭内備蓄や家具の固定化等の防災啓発など、

自助、共助を促す取組を促進し地域防災力の向上を図る。 

36 再掲 （防災を担う人材の育成） 

● 大規模災害時の救援・救助など地域の防災活動において、地

域と行政、ボランティア組織等との連絡調整を担う人材の育成

が重要であることから、市町村と連携して、防災ボランティア

のリーダーとなる「災害対策コーディネーター」の養成・活動

支援を行う。 

（新設） 

36 再掲 （医師会等との連携強化） 

● 広域的かつ大規模な災害の場合、医療機関等において、大量

に発生する負傷者が応急処置・搬送・治療能力等を上回るおそ

れがあることから、医師会との訓練等を通じて、医療救護体制

の強化を図る。 

（新設） 

36 再掲 （行政機関等の機能低下回避） 

● 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努め

る。 

（新設） 

    

36 基本計画の反映 （削除） 2-4）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

36 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（病院における電力供給体制の確保） 

○ 災害時における県内の医療救護活動の拠点となる災害拠点

病院では、災害時においても病院の基本的な機能を維持するた

め、平時から自家用発電機等の整備状況や、非常時に使用可能

かどうか検証を行うとともに、自立・分散型エネルギー（※）



39 

 

（コージェネレーション等）導入の検討を行うなど、病院にお

ける電力供給体制の確保を図る。 

36 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（災害時の石油類燃料の確保） 

○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る。 

36 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（道路の防災対策） 

● エネルギー供給のためのインフラ被災によるエネルギー供

給停止の事態を避けるため、道路の防災、震災対策を着実に推

進する。 

36 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 病院における非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保

を促進するとともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る

協定に基づく連携体制の充実を図る。 

    

36 基本計画の反映 2-4）想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 2-5）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生 

36 時点修正 （総合的な帰宅困難者対策の検討・実施） 

○ 九都県市や鉄道事業者等と連携し、一斉帰宅の抑制啓発や、

一時滞在施設の確保、安否確認体制の確立の呼びかけ、情報提

供を行うための体制整備、帰宅支援の拡充など、総合的な帰宅

困難者対策を推進する。 

○ 公共施設の他、民間施設の一時滞在施設の拡充を図るととも

に、一時滞在施設における備蓄を促進し、帰宅困難者の受入体

制を向上させる。 

○ 九都県市や事業者と連携して、災害時帰宅支援ステーション

の拡充を図る。 

（総合的な帰宅困難者対策の検討・実施） 

○ 帰宅困難者対策については、九都県市や鉄道事業者等と連携

し、一斉帰宅の抑制啓発や、一時滞在施設（※）の確保、安否

確認や情報提供を行うための体制整備、帰宅支援の拡充など、

総合的な帰宅困難者対策を推進する。 

○ 公共施設の他、民間施設の一時滞在施設の拡充を図るととも

に、一時滞在施設への備蓄を促進し、帰宅困難者の受入体制を

向上させる。 

○ 九都県市や事業者と連携して、災害時帰宅支援ステーション

（※）の拡充を図る。 

36 時点修正 （帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用） 

○ 都市公園の整備を促進することで、休憩・情報提供等の場所

となる帰宅支援スポットを提供する。 

（帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用） 

○ 大規模自然災害時に生じる多数の帰宅困難者のために、休

憩・情報提供等の場所となる帰宅支援スポットを提供するた

め、都市公園の整備を促進することで帰宅者への活用を推進す

る。 

36 時点修正 （道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（道路の防災対策） 

● 道路の交通機能の早期回復を可能にするため、道路の防災、

震災対策を着実に推進する。 
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36 基本計画の反映 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎を建替え等により整備する際は耐災害性の強化を図

っていく。 

（信号機の停電対策） 

● 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避するための対策を進める。 

（信号機電源付加装置の整備推進等） 

● 電力の供給が停止若しくは制限された場合でも、信号機能を

確保するため、県内の主要交差点に対して信号機電源付加装置

（自動起動式、リチウムイオン電池式及び可搬式）整備を進め

ているところ、今後も中長期的な視点から着実に整備を進め

る。 

  また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく。 

（安全対策の確保） 

● 多数の帰宅困難者が発生した場合の交通安全・治安の確保を

図るため、警察等行政機関の職員・施設等の被災による機能の

大幅な低下を回避するための対策を図るとともに、信号等の安

全施設の耐災害性を強化する。 

37 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

37 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

37 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

（新設） 
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や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

37 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給

体制の確立のため、民間物流施設の活用、関係者による協議会

の開催、関係者間の協定の締結、関係者のＢＣＰの策定、県応

援受援計画の活用等によるほか、官民の関係者が参画する支援

物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性

を高める。 

（新設） 

37 再掲 （輸送手段の確保） 

● 災害時において臨時バスやタクシーなどの代替輸送手段を

確保するため、関係機関や事業者との協力体制の確保に努め

る。 

（新設） 

    

38 基本計画の反映 2-5）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-6）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶による医療機能の麻痺 

  （中略） （中略） 

38 時点修正 （医療施設の耐震化） 

● 災害時に医療機能を提供できない事態を避けるため、各種補

助制度を有効に活用するなどし、病院等の医療施設の耐震化を

促進する。特に、災害時に県内の医療救護活動の拠点となる災

害拠点病院の耐震化を着実に推進する。 

（災害拠点病院の耐震化） 

● 大規模地震により災害時医療の中核としての医療機能を提

供できない事態を避けるため、耐震化が未了の災害拠点病院の

耐震化を着実に推進する。 

38 地域特性の反映 （病院における給水体制の確保） 

○ 災害により長期の断水が発生しても病院の診療機能を維持

するため、給水設備の整備強化等を図ることにより、必要な水

を確保する。 

（病院における浸水対策） 

○ 洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を

確保するため、医療施設における浸水対策の充実・強化を図る。 

（新設） 
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（病院における非常用通信設備の確保） 

○ 災害時に傷病者等の受入れの中心となる医療施設が、災害時

における通信手段を確保するため、非常用通信設備の整備に必

要な経費を補助する。 

（病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

● 地震等の発生時における患者や周辺住民への被害を防ぐた

め、病院が敷地内に保有する倒壊の危険性があるブロック塀の

改修等に必要な経費を補助する。 

38 時点修正 （社会福祉施設の孤立対策） 

○ 社会福祉施設に対して、被災時に孤立した場合に備えた支援

体制の充実を図る。 

（社会福祉施設の孤立対策） 

● 社会福祉施設に対して、被災時に孤立した場合に備えた支援

体制の充実を図る。 

38 時点修正 （道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（道路の防災対策） 

● インフラ被災時に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が到達で

きなくなる事態を避けるため、緊急輸送道路の無電柱化、橋梁

の耐震化等を推進し支援ルートの確保を図る。 

  （中略） （中略） 

38 時点修正 （受援体制の整備） 

● 県外からの応援を円滑に受け入れ柔軟かつ迅速に被災地を

支援するため、応援受援計画を活用するとともに、訓練等で検

証を行い計画の実効性を確保することにより、体制を強化して

いく。また、医療救護支援については、県災害医療救護計画の

運用体制を強化していく。 

（受援体制の整備） 

● 県外からの医療救護支援を円滑な受け入れや被災地を迅速

に支援するため、応援受入計画を活用するとともに、県災害医

療救護計画の運用体制を強化していく。 

38 時点修正 （病院におけるＢＣＰの作成及び防災訓練の実施） 

○ 災害時にも継続的に業務を行えるよう、ＢＣＰの作成や防災

訓練の実施などを促進する。 

（ＢＣＰの作成及び防災訓練の実施） 

○ 病院は災害時にも継続的に業務を行えるよう、ＢＣＰの作成

や防災訓練の実施などを促進する。 

  （中略） （中略） 

39 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 
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39 基本計画の反映 2-6）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 2-7）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

  （中略） （中略） 

39 時点修正 （下水道ＢＣＰの改定） 

● 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、浸水対策も

含めたＢＣＰ改定を促進するとともに、訓練等によりＢＣＰの

実行性の確保と改善を図る。 

（下水道ＢＣＰの策定） 

● 市町村のＢＣＰ策定を促進する。また、流域下水道のＢＣＰ

を適切に運用していくうえで、適宜フォローアップ等を行うと

ともに、関連市町と連携を図る。 

39 時点修正 （下水道施設の耐震対策） 

● 災害時に汚水処理機能が確保できるように施設の耐震化等

を図る。また、終末処理場施設における過去の被災事例を踏ま

えた対策を実施する。 

（下水道施設の耐震、耐津波対策） 

● 下水道施設において、災害時に汚水処理機能が確保できるよ

うに施設の耐震化等を図る。 

39 再掲 （公共下水道施設の停電対策） 

● 市町村の下水道施設における、自家発電施設の整備を促進す

る。 

（新設） 

39 再掲 （下水道施設の耐水化） 

● 洪水による下水道施設の浸水被害を最小限にするため、耐水

化を推進する。 

（新設） 

39 再掲 （下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

● 流域下水道のストックマネジメント計画に基づき予防保全

型の維持管理や更新を実施するとともに、市町村のストックマ

ネジメント計画策定及び計画に基づいた維持管理や更新を促

進する。 

（新設） 

  （中略） （中略） 

39 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（新設） 

39 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

 

（新設） 
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40 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

（新設） 

40 再掲 （有害・危険物質対応資機材の整備） 

● 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する。 

（新設） 

40 再掲 （有害物質の流出等への対応） 

● 大規模地震等により河川等で異常水質の発生が確認された

際、有害物質等の大規模拡散・流出を防止するため、又は大気

中に有害物質が排出される事故が発生した際、周辺の区域にお

ける人の健康の保護及び生活環境の保全に資するため、迅速に

情報収集を行い、各関係機関との連絡調整を行う体制の維持に

努める。 

（新設） 

40 再掲 （災害廃棄物処理の支援体制の構築） 

● 大量に発生する災害廃棄物の運搬・分別・処分を円滑に進め

るため、自治体間や民間団体との協力体制を構築し連携強化を

図る。 

（新設） 

40 再掲 （浄化槽台帳システムの整備の促進等による浄化槽の災害対応

力の強化） 

● 浄化槽台帳システムについて、全ての情報のオンライン化及

び台帳情報の適正化を行い、災害が発生した場合における被災

浄化槽の情報を迅速に収集できるようシステムの適正な運用

を図る。 

（浄化槽の整備促進） 

● 市町村が行う単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

（新設） 
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補助に助成することにより、災害に強い新しい浄化槽への転換

を促進する。 

40 再掲 （医師会等との連携強化） 

● 広域的かつ大規模な災害の場合、医療機関等において、大量

に発生する負傷者が応急処置・搬送・治療能力等を上回るおそ

れがあることから、医師会との訓練等を通じて、医療救護体制

の強化を図る。 

（新設） 

    

40 基本計画の反映 2-7）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災

者の健康状態の悪化・死者の発生 

（新設） 

40 再掲 （避難所における衛生管理） 

● 避難所など平時と異なる生活環境下での衛生状況の悪化を

防ぐため、避難所における飲料水の安全確保、室内環境の調

査・助言・指導、トイレやごみ保管場所の適正管理などを推進

する。 

（新設） 

41 国の取組の反映 （災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 大規模災害時に、避難所等で要配慮者に対し福祉的な支援を

行う災害福祉支援チームの派遣体制の構築を進める。 

（新設） 

41 国の取組の反映 （災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 大規模災害時に、避難所等での精神保健活動を行う災害派遣

精神医療チームの派遣体制の構築を進める。 

（新設） 

41 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

41 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

（新設） 
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を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

41 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

41 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

41 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

41 再掲 （医師会等との連携強化） 

● 広域的かつ大規模な災害の場合、医療機関等において、大量

に発生する負傷者が応急処置・搬送・治療能力等を上回るおそ

れがあることから、医師会との訓練等を通じて、医療救護体制

の強化を図る。 

（新設） 
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42 基本計画の反映 （３）必要不可欠な行政機能は確保する （３）大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保

する 

    

42 基本計画の反映 3-1）被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会

の混乱 

3-1）被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化

及び信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

42 再掲 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎を建替え等により整備する際は耐災害性の強化を図

っていく。 

（新設） 

42 時点修正 （治安確保体制等の整備） 

○ 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図る。 

（治安確保体制等の整備） 

● 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図る。 

42 再掲 （県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資機材の整備

及び習熟） 

● 代替施設の立ち上げに必要となる通信機器の整備（機器の保

管場所を含む）を図る。 

● 立ち上げ要領について習熟するための定期的な訓練を実施

する。 

（新設） 

42 移項（3-1から6-4

へ） 

（削除） 

 

（信号機の停電対策） 

● 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞、交通事

故を回避するための対策を進める。 

42 移項（3-1から6-4

へ） 

（削除） 

 

（信号機電源付加装置の整備推進） 

○ 電力の供給が停止若しくは制限された場合でも、信号機自体

に電源付加装置があれば、滅灯は回避できることから、東日本

大震災後、県内の主要交差点に対して整備を進めているが、今

後も中長期的な視点から着実に整備を進めていく。 

42 再掲 （行政機関等の機能低下回避） 

● 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努め

る。 

（新設） 
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42 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

    

  3-2)行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 3-2)行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

42 時点修正 （地方公共団体における業務継続計画（地方ＢＣＰ）の充実・強

化） 

○ 県の業務継続計画の実効性を高めるため、必要に応じて見直

しを図り、業務継続体制の充実・強化を図るとともに、市町村

計画においても、内容の充実・強化を図るため、情報提供や助

言等の支援を行う。 

（地方公共団体における業務継続計画（地方ＢＣＰ）の作成） 

 

○ 業務継続計画の実効性を高めるため、必要に応じて見直しを

図り業務継続体制の充実強化を図るとともに、県内市町村にお

ける業務継続計画の策定を情報提供や助言等を行い支援する。 

42 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る。 

42 時点修正 （被災者台帳の整備・推進） 

○ 被災者の被災の状況や各種支援の状況、配慮を要する事項等

を一元的に集約した被災者台帳について、市町村が迅速に作成

できる体制づくりを支援し、被災者への公平で効率的な支援の

実施及び迅速な復旧・復興を図る。 

（被災者台帳の整備・推進） 

○ 被災者への公平で効率的な支援の実施のため、市町村におけ

る被災の状況や各種支援の状況、配慮を要する事項等を一元的

に集約した被災者台帳の作成を支援する。 

  （中略） （中略） 

43 時点修正 （総合防災訓練等の実施） 

○ 応急対処能力の向上等を図るため、自衛隊、警察、消防等防

（総合防災訓練の実施） 

○ 総合防災訓練・図上訓練の実施については、自衛隊、警察、



49 

 

災関係機関と連携した地震等の災害に即した実践的な総合防

災訓練や災害対策本部設置等の図上訓練などを引き続き実施

する。 

消防等防災関係機関と連携し、地震等の災害に即した実践的な

実動訓練や災害対策本部設置（図上訓練）など、応急対処能力

の向上を図るため、引き続き訓練を実施する。 

43 時点修正 （行政機関等の機能低下回避） 

○ 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努め

る。 

（公共施設の耐震化） 

○ 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、「千葉県公共施設等総合

管理計画」等に基づく長寿命化対策の中で、耐震対策など計画

的な施設整備や適切な維持管理に努める。 

43 語句修正 （県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資機材の整備

及び習熟） 

○ 代替施設の立ち上げに必要となる通信機器の整備（機器の保

管場所を含む）を図る。 

（県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資器材の整備

及び習熟） 

○ 代替え施設の立ち上げに必要となる通信機器の整備（機器の

保管場所を含む）を図る。 

  （中略） （中略） 

43 時点修正 （避難所等の電源確保） 

○ 災害時における電力供給遮断に備え、避難住民の受入れを行

う避難所や防災拠点等（公共施設等）において、非常用発電機

の整備等、避難住民の生活等に必要不可欠な電力の確保を図

る。 

（避難所等の電源確保） 

● 電力供給遮断などの非常時に、避難住民の受入れを行う避難

所や防災拠点等（公共施設等）において、移動用発電機の整備

等、避難住民の生活等に必要不可欠な電力の確保を図る。 

43 時点修正 （インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（インフラの防災対策） 

● 行政機関の職員・施設そのものの被災だけでなく、周辺イン

フラの被災によっても機能不全が発生する可能性があるため、

道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策を着

実に推進する。 

  （中略） （中略） 

    

43 基本計画の反映 （４）必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する （４）大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は

確保する 

    

43 基本計画の反映 4-1）防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・長期停止 4-1）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

  （中略） （中略） 

43 移項（4-1から6-1

へ） 

（削除） 

 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

○ 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると
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ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

  （中略） （中略） 

44 再掲 （消防救急無線のデジタル化） 

● 消防救急デジタル無線など情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する。 

（新設） 

44 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

44 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

44 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

44 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 
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44  4-2）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に

伝達できない事態 

4-2）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に

伝達できない事態 

44 国の取組の反映 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティ FM に加え、SNS を活

用することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及

び強化充実を図る。 

（災害情報の伝達手段の多様化） 

● 防災行政無線やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メー

ル等多様な手段を通じ、県民が容易に必要な情報を入手できる

環境の構築を図る。 

  （中略） （中略） 

44 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

● 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

（新設） 

45 再掲 （孤立集落対策の支援） 

● 孤立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町

村の孤立集落対策を支援する。 

（新設） 

45 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 
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45 基本計画の反映 4-3）災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・

伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

（新設） 

45 移項（1-6から4-3

へ） 

（災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

○ 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

（新設） 

45 移項（1-6から4-3

へ） 

（地方公共団体の組織体制の強化・危機対応能力の向上） 

○ 県・市町村職員の危機対応力向上を図るため、情報収集・提

供手段の一層の充実と情報の効果的な利活用に向けた研修・訓

練等を実施する。 

（新設） 

45 移項（1-6から4-3

へ） 

（災害時避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

いて、名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別

避難計画策定の取組を一層促進し、避難支援体制の充実を図

る。 

（新設） 

45 移項（1-6から4-3

へ） 

（福祉避難所の指定促進） 

○ 市町村における、福祉避難所の指定を一層促進するととも

に、避難行動要支援者のための施設整備や備品の備蓄など、避

難環境の整備を図る。 

（新設） 

45 移項（1-6から4-3

へ） 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

○ 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

〇 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

（新設） 
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体制の充実を図る。 

45 移項（1-6から4-3

へ） 

（大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

○ 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

    

46 基本計画の反映 （５）経済活動を機能不全に陥らせない （５）大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチ

ェーンを含む）を機能不全に陥らせない 

    

46 基本計画の反映 5-1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による

国際競争力の低下（サプライチェーンの寸断等による地元企業の

生産力低下） 

5-1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による

国際競争力の低下 

46 時点修正 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

○ 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進するため、セミナーを通

じた啓発を行うとともに、相談、専門家派遣により取組を支援

する。 

（民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭ（※）の普及推

進） 

○ 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進するため、セミナーを通

じた啓発を行うとともに、相談、専門家派遣により取組を支援

する。 

  （中略） （中略） 

46 時点修正 （インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（インフラの防災対策） 

● サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による

国際競争力の低下を避けるため、道路の防災、震災対策や洪

水・土砂災害・津波・高潮対策を着実に推進する。 

46 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

● 地震による建築物の倒壊等により緊急時の通行障害が生じ

ないよう緊急輸送道路の沿道の建築物の実態を把握し、所有者

等への啓発に努め、耐震化を促進する。 

（沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を

促進する。 

46 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 
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さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を促進する。 

  （中略） （中略） 

46 再掲 （信号機の停電対策） 

● 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避するための対策を進める。 

（新設） 

46 再掲 （信号機電源付加装置の整備推進等） 

● 電力の供給が停止若しくは制限された場合でも、信号機能を

確保するため、県内の主要交差点に対して信号機電源付加装置

（自動起動式、リチウムイオン電池式及び可搬式）整備を進め

ているところ、今後も中長期的な視点から着実に整備を進め

る。 

  また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく。 

（新設） 

47 再掲 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む。 

（新設） 

47 再掲 （燃料供給ルートの確保） 

● 燃料供給ルートを確保するため、輸送基盤の地震、津波、洪

水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める。 

 

（新設） 
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47 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める。 

（道路の法面対策） 

● 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する。また、法面の適切な維持管理に

ついては維持管理計画を策定し、それに基づいた計画的な法面

の補修、施設の更新を行う。 

（道路橋梁の耐震化） 

● 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、緊急輸送道路を含む国道・県道の橋梁の耐震化を

着実に推進する。 

（道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（緊急輸送道路を含む国道、県道等の整備と適切な維持管理） 

● 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する。また、災害時においても

これらの機能を維持するため、適切な維持管理に取り組む。 

（新設） 

47 再掲 （道路啓開計画策定） 

● 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する。 

（新設） 

47 再掲 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

● 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を推進する。 

● 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通、圏央道や富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する。 

● 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る。 

 

（新設） 
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48 再掲 （港湾ＢＣＰの見直し・改善） 

● 港湾施設の多発同時被災による海上輸送機能の停止に対応

するため、港湾のＢＣＰの見直し等に取り組み、実効性の向上

を図る。 

（港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等を着実に推進する。 

（新設） 

48 再掲 （鉄道の耐震化） 

● 災害時において、鉄道利用者等の安全確保及び輸送機能の維

持など安全性の向上を図るため、これまでも高架橋及び橋上駅

舎の耐震補強を進めてきたが、未実施箇所について引き続き耐

震補強を促進する。 

（新設） 

48 再掲 （空港機能の早期復旧） 

● 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する。 

（新設） 

48 再掲 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

● 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、訓練等で検証を行い計画の実効性を確保するとともに、主

要な輸送ルートとなる東関道や圏央道のほか、これにアクセス

する銚子連絡道路等の道路網の充実、重要港湾化の構想があっ

た名洗港の機能強化や漁港の利活用の検討、成田空港の活用

等、それぞれの管理者との連携を密に行い、陸・海・空の連携

によるネットワークの強化を図る。 

（漁港施設の耐震化等） 

● 大規模地震時に物資輸送ルートを確実に確保するため、輸送

モード間の連携等により、複数輸送ルートの確保を図るととも

に、陸上輸送の寸断に備えた防災拠点漁港の耐震化を着実に進

める。また、震災時に耐震岸壁が所要の機能を発揮できるよう

岸壁前面の浚渫を計画的に実施する。 

（輸送ルートの確保） 

● 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

（新設） 
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る。 

48 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

48 再掲 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

● 災害時に被災住民を支援するため、野菜、日持ちカット野菜、

焼きイモ、蒸しトウモロコシ、精米、無洗米、炊飯米について、

関係団体との協定を維持し、協力連携を図っていく。 

（新設） 

48 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 施設ごとの長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更

新を行うとともに、施設の適切な維持管理を実施する。 

（新設） 

    

49 基本計画の反映 5-2）エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチ

ェーンの維持への甚大な影響 

5-2）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギ

ー供給の停止 

49 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

● 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を促進する。 

（エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む。 

（石油コンビナート地域の耐災害性の強化） 

○ コンビナート地域において、エネルギーサプライチェーンの

確保を念頭に置いた関係機関による合同訓練を実施するなど、

石油コンビナート地域の耐災害性を強化する。 

● 石油コンビナート等防災計画を見直し、石油製品の安定供給

体制の強化を促進する。 
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  （中略） （中略） 

49 時点修正 （燃料供給ルートの確保） 

○ 燃料供給ルートを確保するため、輸送基盤の地震、津波、洪

水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める。 

（燃料供給ルートの確保） 

● 燃料供給ルートを確実に確保するため、輸送基盤の地震、津

波、水害、土砂災害対策等を着実に進める。 

49 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を促進する。 

  （中略） （中略） 

50 再掲 （災害時において事業所内に電力を供給するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

● 災害発生により発電所等が被害を受けた場合、生活・経済活

動に必要最低限のエネルギーを供給できない状況が生じるこ

とから、生活・経済活動の重要施設への非常用発電機や自家発

電設備の導入を促進するとともに、エネルギー供給源の多様化

を図るため、コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネ

ルギー等の地域における自立・分散型エネルギーの導入を促進

する。 

  また、非常用電源が必要な事業者については、ＢＣＰの策定

を支援する中でリスク管理の観点から、設備の導入などについ

て促していく。 

（新設） 

50 再掲 （洋上風力発電の導入促進） 

● 太平洋岸の沖合は、洋上風力発電の導入可能性が高いことか

ら、導入を促進するとともに、地域に対し、導入後の発電電力

の災害時での活用について検討を促していく。また、洋上風力

発電の安定的な運用のために、メンテナンス等での利用が見込

まれる港の施設整備及び維持管理を推進する。特に、銚子市沖

の海域が再エネ海域利用法に基づく「促進区域」に指定されて

（新設） 



59 

 

いることから、名洗港の整備を早急に進める。 

50 再掲 （大規模停電対策） 

● 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、協定に基づき、電力会社等と連携して災害時

の早期電力復旧に取り組む。 

● 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に取り組み、今後電力会社と連携して電力供給網の予防

保全を図っていく。 

（新設） 

 

 

 

 

 

50 再掲 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

● 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める。 

（新設） 

50 再掲 （港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等を着実に推進する。 

（新設） 

50 再掲 （災害に強い森づくりの促進） 

● 風倒木等による災害の未然防止につながる、災害に強い森づ

くり事業により、市町村が行うインフラ周辺の事前伐採等の森

林整備を支援する。 

（新設） 

 

 

50 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

50 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給

体制の確立のため、民間物流施設の活用、関係者による協議会

の開催、関係者間の協定の締結、関係者のＢＣＰの策定、県応

援受援計画の活用等によるほか、官民の関係者が参画する支援

物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性

を高める。 

 

（新設） 
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51 再掲 （災害時の石油類燃料の確保） 

● 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る。 

（新設） 

51 再掲 （災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

● 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

（新設） 

51 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

（新設） 

    

  5-3）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 5-3）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

51 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

○ 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を促進する。 

（石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

○ 石油コンビナート等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防

災組織の活動について、関係機関の一層の連携、防災体制の充

実強化を図るとともに、石油コンビナートに係る設備の耐震化

や護岸の強化等における事業所の地震・津波対策を促進する。 

51 時点修正 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

（石油コンビナート合同訓練・情報共有の実施） 

● 石油コンビナートには、基幹産業が集積し、エネルギーサプ

ライチェーンの観点からも重要であるから、関係機関による防

災訓練を実施し減災を図る。 
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害性を強化する。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む。 

51 時点修正 （コンビナート周辺対策） 

○ 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る。 

（コンビナート周辺対策） 

○ 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進する。 

  （中略） （中略） 

52 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給

体制の確立のため、民間物流施設の活用、関係者による協議会

の開催、関係者間の協定の締結、関係者のＢＣＰの策定、県応

援受援計画の活用等によるほか、官民の関係者が参画する支援

物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性

を高める。 

（新設） 

52 再掲 （災害時の石油類燃料の確保） 

● 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る。 

（新設） 

52 再掲 （災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

● 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

（新設） 

52 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

（新設） 
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係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

    

52 基本計画の反映 5-4）基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・

人流への甚大な影響（基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停

止） 

5-4）基幹的陸上・海上交通ネットワーク及び空港の機能停止 

52 時点修正 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を推進する。 

 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通、圏央道や富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する。 

○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る。 

（代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道（※）、外環道（※）、北千葉道路など高規格幹線道路（※）

等の整備を促進するとともに、地域高規格道路や県境橋梁を含

む国道・県道の整備を推進する。 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道や館山道の暫定

２車線区間の早期４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５

７号などの改良を促進する。 

 

○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、第二東京湾岸

道路、国道１６号千葉柏道路などの計画の具体化を図る。 

52 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

● 地震による建築物の倒壊等により緊急時の通行障害が生じ

ないよう緊急輸送道路の沿道の建築物の実態を把握し、所有者

等への啓発に努め、耐震化を促進する。 

（沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を

促進する。 

  （中略） （中略） 

53 時点修正 （道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（港湾施設の防災対策） 

○ 港湾施設の耐震性能の強化等を着実に推進する。 

（道路・港湾施設の防災対策） 

● 基幹的陸上・海上交通ネットワークの機能停止を避けるた

め、道路の防災、震災対策や港湾施設の耐震性能の強化等を着

実に推進する。 

53 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を促進する。 
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ため埠頭再編を進める。 

  （中略） （中略） 

53 時点修正 （空港機能の早期復旧） 

● 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する。 

（空港機能の早期復旧） 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を強化する。 

53 語句修正 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

○ 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、（後略） 

（陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

○ 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受入計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、（後略） 

53 再掲 （信号機の停電対策） 

● 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避するための対策を進める。 

（新設） 

53 再掲 （信号機電源付加装置の整備推進等） 

● 電力の供給が停止若しくは制限された場合でも、信号機能を

確保するため、県内の主要交差点に対して信号機電源付加装置

（自動起動式、リチウムイオン電池式及び可搬式）整備を進め

ているところ、今後も中長期的な視点から着実に整備を進め

る。 

  また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく。 

（新設） 

54 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める。 

（道路の法面対策） 

● 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する。また、法面の適切な維持管理に

ついては維持管理計画を策定し、それに基づいた計画的な法面

の補修、施設の更新を行う。 

（道路橋梁の耐震化） 

● 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、緊急輸送道路を含む国道・県道の橋梁の耐震化を

（新設） 
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着実に推進する。 

（インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（緊急輸送道路を含む国道、県道等の整備と適切な維持管理） 

● 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する。また、災害時においても

これらの機能を維持するため、適切な維持管理に取り組む。 

54 再掲 （道路啓開計画策定） 

● 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する。 

（新設） 

54 再掲 （漁港施設の耐震化等） 

● 大規模地震時に物資輸送ルートを確実に確保するため、輸送

モード間の連携等により、複数輸送ルートの確保を図るととも

に、陸上輸送の寸断に備えた防災拠点漁港の耐震化を着実に進

める。また、震災時に耐震岸壁が所要の機能を発揮できるよう

岸壁前面の浚渫を計画的に実施する。 

（輸送ルートの確保） 

● 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る。 

（新設） 

54 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

54 再掲 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

● 災害時に被災住民を支援するため、野菜、日持ちカット野菜、

焼きイモ、蒸しトウモロコシ、精米、無洗米、炊飯米について、

（新設） 
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関係団体との協定を維持し、協力連携を図っていく。 

54 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 施設ごとの長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更

新を行うとともに、施設の適切な維持管理を実施する。 

（新設） 

    

55 基本計画の反映 5-5）空港の被災による航空輸送への甚大な影響（空路の機能停

止） 

（新設） 

55 移項（5-4から5-5

へ） 

（空港機能の早期復旧） 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する。 

（新設） 

55 再掲 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

● 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、訓練等で検証を行い計画の実効性を確保するとともに、主

要な輸送ルートとなる東関道や圏央道のほか、これにアクセス

する銚子連絡道路等の道路網の充実、重要港湾化の構想があっ

た名洗港の機能強化や漁港の利活用の検討、成田空港の活用

等、それぞれの管理者との連携を密に行い、陸・海・空の連携

によるネットワークの強化を図る。 

（新設） 

    

55 基本計画の反映 5-6）金融サービス等の機能停止による県民生活・商取引等への

甚大な影響 

5-5）金融サービス等の機能停止により商取引等に甚大な影響が

発生する事態 

  （中略） （中略） 

55 再掲 （中小企業に対する資金調達支援） 

● 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

支援を行う。 

（新設） 

    

55 基本計画の反映 5-7)食料等の安定供給の停滞 5-6)食料等の安定供給の停滞 

  （中略） （中略） 

55 時点修正 （農林道・農道橋等の保全対策の推進） 

○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農林道の整備や適正な維持補修を推進する。 

  また、日常点検や定期的な機能診断により、耐震化等の対策

（農道・農道橋等の保全対策の推進） 

○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農道の整備や適正な維持補修を推進する。 

  また、橋梁の耐震診断を速やかに実施し、これに基づく耐震
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工事を要する場合には、着実な推進を図る。 化等を着実に推進する。 

55 語句修正 （農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

● 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

利施設等の整備・補強を推進する。 

 また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設については、土

砂災害の被害を最小限に抑えるため、整備を推進する。 

（農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消

や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業用排

水施設等の整備・補強を推進する。 

  また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設については、土

砂災害の被害を最小限に抑えるため、ハード対策を推進する。 

  （中略） （中略） 

56 再掲 （漁港施設の耐震化等） 

○ 大規模地震時に物資輸送ルートを確実に確保するため、輸送

モード間の連携等により、複数輸送ルートの確保を図るととも

に、陸上輸送の寸断に備えた防災拠点漁港の耐震化を着実に進

める。また、震災時に耐震岸壁が所要の機能を発揮できるよう

岸壁前面の浚渫を計画的に実施する。 

（漁港施設の耐震化等） 

○ 大規模地震時に物資輸送ルートを確実に確保するため、輸送

モード（※）間の連携等により、複数輸送ルートの確保を図る

とともに、陸上輸送の寸断に備えた防災拠点漁港の耐震化を着

実に進める。また、震災時に耐震岸壁が所要の機能を発揮でき

るよう岸壁前面の浚渫を計画的に実施する。 

  （中略） （中略） 

56 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

    

56 基本計画の反映 5-8)異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な

影響 

（新設） 

56 移項（6-5から5-8

へ） 

（水資源開発施設の整備促進と水資源の有効利用の取組の推進） 

○ 水資源の安定確保に資する水資源開発施設の整備や、既存施

設の徹底活用といったハード対策を促進するとともに、雨水、

下水再生水等の利用や、水資源の大切さ等についての啓発等の

ソフト対策を通じて、水資源の有効利用の取組を進める。 

（新設） 
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57 基本計画の反映 （６）ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の

被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

（６）大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要

最低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク

等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

    

57 基本計画の反映 6-1）電力供給ネットワーク （発変電所、送配電設備）や都市ガ

ス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長期間にわたる機

能の停止 

6-1）電力供給ネットワーク （発変電所、送配電設備）や石油・

ＬＰガスサプライチェーンの機能の停止 

57 時点修正 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

○ 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む。 

（エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

○ 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、石油コンビナート等防

災計画の見直しを図るとともに、特定事業所の自衛防災組織の

活動について、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を

図り、コンビナートに係る設備の耐震化や護岸等の強化等の地

震・津波対策を促進する。 

 また、コンビナートの危機管理の能力を備えた人材育成に、

産学官が連携して取り組む。 

57 再掲 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

● 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を促進する。 

（新設） 

57 語句修正 （災害時において事業所内に電力を供給するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

（災害時において事業所内に電力を共有するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

  （中略） （中略） 

57 地域特性の反映 （洋上風力発電の導入促進） 

○ 太平洋岸の沖合は、洋上風力発電の導入可能性が高いことか

ら、導入を促進するとともに、地域に対し、導入後の発電電力

の災害時での活用について検討を促していく。また、洋上風力

発電の安定的な運用のために、メンテナンス等での利用が見込

まれる港の施設整備及び維持管理を推進する。特に、銚子市沖

の海域が再エネ海域利用法に基づく「促進区域」に指定されて

（新設） 
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いることから、名洗港の整備を早急に進める。 

58 移項（4-1から6-1

へ） 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

○ 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

（新設） 

58 移項（2-1から6-1

へ） 

（ガス施設等の老朽化対策の推進） 

○ 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

（新設） 

58 地域特性の反映 （大規模停電対策） 

○ 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、協定に基づき、電力会社等と連携して災害時

の早期電力復旧に取り組む。 

○ 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に取り組み、今後電力会社と連携して電力供給網の予防

保全を図っていく。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

58 再掲 （災害に強い森づくりの促進） 

● 風倒木等による災害の未然防止につながる、災害に強い森づ

くり事業により、市町村が行うインフラ周辺の事前伐採等の森

林整備を支援する。 

（新設） 

 

 

58 再掲 （コンビナート周辺対策） 

● 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る。 

（新設） 

58 再掲 （燃料供給ルートの確保） 

● 燃料供給ルートを確保するため、輸送基盤の地震、津波、洪

水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める。 

（新設） 

58 再掲 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

（新設） 
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基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

58 再掲 （港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等を着実に推進する。 

（新設） 

58 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

59 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給

体制の確立のため、民間物流施設の活用、関係者による協議会

の開催、関係者間の協定の締結、関係者のＢＣＰの策定、県応

援受援計画の活用等によるほか、官民の関係者が参画する支援

物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性

を高める。 

（新設） 

59 再掲 （災害時の石油類燃料の確保） 

● 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る。 

（新設） 

59 再掲 （港湾施設の戦略的な維持管理の推進） 

● 災害時においても社会経済活動の維持に必要な港湾施設が、

今後大量に施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化

や各年の維持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画に基

づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策

を進める。 

（新設） 

    

  6-2）上水道等の長期間にわたる供給停止 6-2）上水道等の長期間にわたる供給停止 

59 地域特性の反映 （上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

● 水道事業者に上水道施設の耐震化に対する国の助成制度の

有効な活用などを助言・指導し、上水道施設の耐震化を推進す

（水道施設の耐震化の推進と応急体制の確保） 

● 水道事業者に上水道施設の耐震化に対する国の助成制度の

有効な活用などを助言・指導し、上水道施設の耐震化を推進す
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るとともに、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動を実施でき

るよう対応の充実を図る。 

● 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、停電対策として非常用発電設備等

の整備の促進を図る。また、水害に伴う施設の損壊や水道管の

破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅速な復旧が

行えるよう対応の充実を図る。 

● 水道災害相互応援協定による応急給水等の対応の充実を図

る。 

● 飲料水兼用型耐震性貯水槽、耐震性井戸付貯水装置、または

防災用井戸の整備促進を図る。 

● 県営水道においては、東日本大震災等を踏まえて将来の震災

に備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するととも

に、令和元年房総半島台風等による停電・浸水被害などの状況

を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水対策を進める。

また、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が

行えるよう、給水区域内の各市や関係団体等との連携を強化し

ていく。 

るとともに、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動を実施でき

る体制の充実を図る。 

● 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、水害に伴う施設の損壊や水道管の

破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅速な復旧が

行えるよう体制を整備する。 

 

 

 

 

 

○ 県営水道においては、東日本大震災を踏まえて将来の震災に

備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するとともに、

災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が行え

るよう、給水区域内の各市や関係団体等との連携を強化してい

く。 

  （中略） （中略） 

59 地域特性の反映 （工業用水道施設の強靱化の推進） 

 

○ 施設更新・耐震化長期計画に基づき、工業用水道施設の管路

及び浄水場等の施設について、耐震化を進めていくとともに、

計画的な施設更新により老朽化対策も促進する。 

 

○ 大規模な風水害の発生に備えるため、長期停電や浸水への対

策を進める。 

（指針に基づく更新・耐震化計画による工業用水道強靱化の推

進） 

○ 「工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針」

に基づいた施設更新・耐震化長期計画を策定し、工業用水道施

設の管路及び浄水場等の施設について、耐震化を進めていくと

ともに、計画的な施設更新により老朽化対策も促進する。 

59 時点修正 （削除） （下水道施設の耐震、耐津波対策） 

● 下水道施設において、災害時に汚水処理機能が確保できるよ

うに施設の耐震化等を図る。また、終末処理場施設で特に破損

しやすい継手部の補強を行うことにより、漏水を防止し、地震

時における汚水処理機能を確保する。 
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59 時点修正 （削除） （下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

● 下水道施設の老朽化による機能低下を防止するため、長寿命

化計画等に基づいた維持管理・更新等を推進することで、災害

時における汚水処理機能を確保する。 

59 時点修正 （水資源開発施設の整備促進と水資源の有効利用の取組の推進） 

 

● 水資源の安定確保に資する水資源開発施設の整備や、既存施

設の徹底活用といったハード対策を促進するとともに、雨水、

下水再生水等の利用や、水資源の大切さ等についての啓発等の

ソフト対策を通じて、水資源の有効利用の取組を進める。 

（水資源関連施設の機能強化と水資源の有効利用等の取組の推

進） 

○ 限られた水資源を有効に活用する観点から、水資源関連施設

の機能強化、雨水・下水道再生水等の多様な水資源の有効利用

の取組を進める。 

60 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Twitterなど防災情報の提供手段の充実

強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（新設） 

    

  6-3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 6-3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

60 地域特性の反映 （下水道ＢＣＰの改定） 

○ 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、浸水対策も

含めたＢＣＰ改定を促進するとともに、訓練等によりＢＣＰの

実行性の確保と改善を図る。 

（下水道ＢＣＰの策定） 

○ 市町村のＢＣＰ策定を促進する。また、流域下水道のＢＣＰ

を適切に運用していくうえで、適宜フォローアップ等を行うと

ともに、関連市町と連携を図る。 

60 地域特性の反映 （下水道施設の耐震対策） 

○ 災害時に汚水処理機能が確保できるように施設の耐震化等

を図る。また、終末処理場施設における過去の被災事例を踏ま

えた対策を実施する。 

（下水道施設の耐震、耐津波対策） 

○ 下水道施設において、災害時に汚水処理機能が確保できるよ

うに施設の耐震化等を図る。また、終末処理場施設で特に破損

しやすい継手部の補強を行うことにより、漏水を防止し、地震

時における汚水処理機能を確保する。 

60 地域特性の反映 （公共下水道施設の停電対策） 

◯ 市町村の下水道施設における、自家発電施設の整備を促進す

る。 

 

（新設） 
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60 地域特性の反映 （下水道施設の耐水化） 

○ 洪水による下水道施設の浸水被害を最小限にするため、耐水

化を推進する。 

（新設） 

60 時点修正 （下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

○ 流域下水道のストックマネジメント計画に基づき予防保全

型の維持管理や更新を実施するとともに、市町村のストックマ

ネジメント計画策定及び計画に基づいた維持管理や更新を促

進する。 

（下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

○ 流域下水道の長寿命化計画に基づき維持管理等を適切に実

施するとともに、関係市町村の長寿命化計画策定及び計画に基

づいた維持管理を促進する。 

  （中略） （中略） 

61 再掲 （水害に強い地域づくり（下水道）） 

● 市町村による下水道（雨水）施設の整備を促進する。 

（新設） 

    

61 基本計画の反映 6-4）基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの

長期間にわたる機能停止 

6-4）地域交通ネットワークが分断する事態 

61 時点修正 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

● 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を推進する。 

 

● 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通、圏央道や富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する。 

● 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る。 

（代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

● 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道、外環道、北千葉道路など高規格幹線道路等の整備を促進す

るとともに、地域高規格道路や県境橋梁を含む国道・県道の整

備を推進する。 

● 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道や館山道の暫定

２車線区間の早期４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５

７号などの改良を促進する。 

 

● 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、第二東京湾岸

道路、国道１６号千葉柏道路などの計画の具体化を図る。 

  （中略） （中略） 

61 時点修正 （集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

○ ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知などに取り組む。 

（集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

○ ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知強化などの検討等に取り組む。 

  （中略） （中略） 

61 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

● 地震による建築物の倒壊等により緊急時の通行障害が生じ

（沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を
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ないよう緊急輸送道路の沿道の建築物の実態を把握し、所有者

等への啓発に努め、耐震化を促進する。 

促進する。 

61 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める。 

（無電柱化の推進） 

● 大規模災害時に液状化や建物損壊等による被害を受けやす

い電柱については、無電柱化を推進し、ライフラインの確保や

道路閉塞の防止等、防災性の向上を進める。 

61 語句修正 （農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある農林道の保全を優先的に進めると

ともに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る。 

（農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある林道の保全を優先的に進めるとと

もに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る。 

61 時点修正 （輸送ルートの確保） 

○ 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る。 

（輸送ルートの確保） 

● 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

水害、土砂災害等や老朽化対策を着実に進めるとともに、輸送

モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図る。 

  （中略） （中略） 

62 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を促進する。 

  （中略） （中略） 

62 再掲 （空港機能の早期復旧） 

● 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する。 

（新設） 

62 移項（3-1から6-4 

）へ 

基本計画の反映 

（信号機の停電対策） 

○ 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避するための対策を進める。 

 

（新設） 
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62 移項（3-1から6-4 

へ） 

基本計画の反映 

（信号機電源付加装置の整備推進等） 

○ 電力の供給が停止若しくは制限された場合でも、信号機能を

確保するため、県内の主要交差点に対して信号機電源付加装置

（自動起動式、リチウムイオン電池式及び可搬式）整備を進め

ているところ、今後も中長期的な視点から着実に整備を進め

る。 

  また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく。 

（新設） 

62 再掲 （道路の法面対策） 

● 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する。また、法面の適切な維持管理に

ついては維持管理計画を策定し、それに基づいた計画的な法面

の補修、施設の更新を行う。 

（道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（新設） 

63 再掲 （道路啓開計画策定） 

● 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する。 

（新設） 

63 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

63 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 施設ごとの長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更

新を行うとともに、施設の適切な維持管理を実施する。 

（新設） 
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63 基本計画の反映 6-5) 防災インフラの長期間にわたる機能不全 6-5) 異常渇水等により用水の供給の途絶 

63 移項（6-5から5-8

へ） 

（削除） （水資源関連施設の機能強化と水資源の有効利用等の取組の推

進） 

○ 現行の用水供給整備水準を超える渇水等に対しては、限られ

た水資源を有効に活用する観点から、水資源関連施設の機能強

化、水資源関連施設や下水道等の既存ストックを有効活用した

水資源の有効利用等の取組を進める。 

● 限られた水資源を有効に活用する観点から、水資源関連施設

の機能強化、雨水・下水道再生水等の多様な水資源の有効利用

の取組を進める。 

63 再掲 （自然公園や自然環境保全地域等の適切な管理） 

● 無秩序な開発行為等は災害リスクを増大させる懸念がある

ことから、国定・県立自然公園区域や自然環境保全地域などに

おける開発行為等に対し、法令に基づき適切に対応する。 

（新設） 

63 再掲 （激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

● 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進する。 

  また、土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、土砂災害

のおそれのある区域の周知に努めるとともに、土砂災害警戒区

域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅等の新規

立地の抑制等のソフト対策を推進する。 

（新設） 

63 再掲 （電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

（新設） 

63 再掲 （防災関係機関の情報通信手段の多様化等） 

● 防災関係機関の拠点となる施設において、情報通信手段の多

様化や非常用電源の確保等を進める。 

（新設） 
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63 基本計画の反映 （７）制御不能な複合災害・二次災害を発生させない （７）制御不能な二次災害を発生させない 

    

63 基本計画の反映 7-1）地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者

の発生 

7-1）市街地での大規模火災の発生 

63 時点修正 （延焼防止等に資する緑地の確保） 

○ 住宅密集地での延焼拡大防止のため、緑地の確保や都市公園

の整備を促進する。 

 

 

 

 

（緊急時の避難路等の整備） 

● 土地区画整理事業を推進し、幹線道路の整備や狭あい道路の

解消等を進め、緊急時の避難路等を確保する。 

（密集市街地の解消） 

● 土地区画整理事業及び市街地再開発事業を促進し、道路・公

園等の空地の確保、街区の再編による老朽建築物の建替・除却

等により、延焼等の危険がある密集市街地の解消を図る。 

（延焼防止等に資する緑地の確保） 

○ 大規模自然災害時に発生しうる火災から住宅密集地での延

焼拡大防止のために緑地の確保や都市公園の整備を促進する

ことで、防災活動拠点や避難地等への活用を推進する。 

  また、災害発生時の避難・火災の延焼遮断空間となる緑地や

公園用地の確保について面的に行う土地区画整理事業を促進

する。 

  （中略） （中略） 

64 国の取組の反映 （救助活動能力の強化） 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更

なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤・施設の堅牢化・

高度化等を推進する。また、消防団、自主防災組織の充実強化、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（Ｄ

ＰＡＴ）の養成等、ハード・ソフト対策を組み合わせて横断的

に進める。 

（救助活動能力の強化） 

● 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更

なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤・施設の堅牢化・

高度化等を推進する。また、消防団、自主防災組織の充実強化、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成等、ハード・ソフト対

策を組み合わせて横断的に進める。 

64 再掲 （病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

● 地震等の発生時における患者や周辺住民への被害を防ぐた

め、病院が敷地内に保有する倒壊の危険性があるブロック塀の

改修等に必要な経費を補助する。 

（新設） 

64 時点修正 （火災予防対策等の推進） 

● 感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等について、設

（火災予防対策等の推進） 

● 震災による火災の発生の防止及び火災の早期発見並びに延
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置を促進する。 焼を防止するため、感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火

器等の設置を促進する。 

  （中略） （中略） 

64 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る。 

64 時点修正 （ＬＰガスの放出による延焼防止） 

● ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する。 

（ＬＰガスの放出防止） 

● 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するた

め、ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する。 

64 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

64 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

64 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

（新設） 

    

  7-2）海上・臨海部の広域複合災害の発生 7-2）海上・臨海部の広域複合災害の発生 

65 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

● 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

（石油コンビナート合同訓練・情報共有の実施） 

● コンビナート災害の発生・拡大の防止を図るため、関係機関

による合同訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や

大規模・特殊災害対応体制、装備資機材等の機能向上を図る。 
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おける事業所の地震・津波対策を促進する。 

（エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む。 

65 時点修正 （危険物取扱施設の耐震化） 

○ 危険な物質を取り扱う施設の耐震化を着実に推進する。 

（危険物取扱施設の耐震化） 

● 危険な物質を取り扱う施設の耐震化を着実に推進する。 

65 時点修正 （コンビナート周辺対策） 

 

● 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る。 

（周辺住民等の確実かつ円滑な避難等のため、情報伝達手段の多

重化・多様化を推進） 

● 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る。 

  （中略） （中略） 

65 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を促進する。 

  （中略） （中略） 

65 再掲 （港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等を着実に推進する。 

 

（新設） 
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66 再掲 （ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する。 

（新設） 

66 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

    

66 基本計画の反映 7-3）沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊等に

伴う陥没による交通麻痺 

7-3）沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

  （中略） （中略） 

66 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎を建替え等により整備する際は耐災害性の強化を図

っていく。 

（災害対策用装備資機材の整備充実） 

● 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を推進する。 

● 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を推進する。 

● 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について推進する。 

（緊急消防援助隊の車両整備等） 

● 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する。 

（消防救急無線のデジタル化） 

● 消防救急デジタル無線など情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する。 

 

（関係機関の耐災害性の向上） 

● 被害により人材、資機材、通信基盤を含む行政機能が低下し、

災害時における救助、救急活動等が十分になされないおそれが

あることから、それらの設備等の耐災害性の向上を図る。 
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（消防庁舎の耐震化） 

● 市町村等の消防庁舎の耐震化など地域における活動拠点と

なる施設の耐災害性を強化する。 

（常備消防力の強化） 

● 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する。 

    

66 基本計画の反映 7-4）ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆

積した土砂の流出による多数の死傷者の発生 

7-4）ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全に

よる二次災害の発生 

  （中略） （中略） 

67 移項（1-5から7-4

へ） 

（ため池の耐震化） 

○ 被災した場合に経済活動及び住民生活等への影響が大きい

農業用ため池の地震被害を防止するため、耐震対策を推進す

る。 

（ため池の耐震化） 

● 被災した場合に経済活動及び住民生活等への影響が大きい

農業用ため池の地震被害を防止するため、耐震対策を推進す

る。 

67 時点修正 （激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

● 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進する。 

 

  また、土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、土砂災害

のおそれのある区域の周知に努めるとともに、土砂災害警戒区

域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅等の新規

立地の抑制等のソフト対策を推進する。 

（土砂災害防止対策等の推進） 

● 大雨等による土砂災害の発生、被害を最小限に押さえるた

め、地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長

寿命化計画を推進する。 

67 再掲 （土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施・緊急情報の通知） 

● 大規模な地すべりが発生した場合は、地すべり防止区域を所

管する部署や市町村と連携して、速やかに緊急調査を実施し、

土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにし、土砂

災害緊急情報として市町村長に通知するとともに、関係住民へ

周知する。 

（新設） 

67 地域特性の反映 （河川管理施設における停電対策の推進） 

○ 治水ダムについて、大規模停電時も業務を継続できるよう、

予備発電機の燃料調達を確実にするための体制を構築すると

ともに、予備発電設備機能を強化し、運転可能時間を７２時間

へ延伸する。 

○ 予備電源が確保されていない排水機場について、停電時に施

（新設） 
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設機能が確保できるように予備発電設備を設置する。 

    

67 基本計画の反映 7-5）有害物質の大規模拡散・流出による県土の荒廃 7-5）有害物質の大規模拡散・流出及び風評被害等による影響 

67 語句修正 （有害・危険物質対応資機材の整備） 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する。 

（有害・危険物質対応資器材の整備） 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する。 

67 基本計画の反映 （有害物質の流出等への対応） 

○ 大規模地震等により河川等で異常水質の発生が確認された

際、有害物質等の大規模拡散・流出を防止するため、又は大気

中に有害物質が排出される事故が発生した際、周辺の区域にお

ける人の健康の保護及び生活環境の保全に資するため、迅速に

情報収集を行い、各関係機関との連絡調整を行う体制の維持に

努める。 

（新設） 

67 時点修正 （既存高圧ガス設備の耐震性向上） 

● 新規設置する高圧ガス設備に加え、既存の重要度の高い高圧

ガス設備にも高圧ガス保安法に基づく最新の耐震設計基準に

適合するよう事業者に対策を求めていく。 

（高圧ガス設備の耐震対策） 

● 東日本大震災を踏まえ耐震基準を見直した高圧ガス設備に

ついて対策を促進する。 

67 移項（7-5から8-6

へ） 

（削除） （国内外への情報発信） 

○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信するとともに、複数の情報伝達経路の確保に努める。 

  （中略） （中略） 

67 移項（1-5から7-5

へ） 

（富士山噴火による降灰対策） 

○ 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

    

68 基本計画の反映 7-6)農地・森林等の被害による県土の荒廃 7-6)農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

  （中略） （中略） 

68 地域特性の反映 （災害に強い森づくりの促進） 

○ 風倒木等による災害の未然防止につながる、災害に強い森づ

くり事業により、市町村が行うインフラ周辺の事前伐採等の森

（新設） 
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林整備を支援する。 

68 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

    

68 基本計画の反映 （８）社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件

を整備する 

（８）大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速

に再建・回復できる条件を整備する 

    

68 基本計画の反映 8-1)大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅

に遅れる事態 

8-1)大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

68 時点修正 （災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計

画の作成促進） 

○ 東日本大震災等を教訓に、国が策定した「災害廃棄物対策指

針（平成３０年３月）」を踏まえ、県及び市町村が一体となっ

て災害廃棄物処理計画の策定及び見直しを検討する。（後略） 

（災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計

画の作成促進） 

○ 東日本大震災等を教訓に、国が策定した「災害廃棄物対策指

針（平成２６年３月）」を踏まえ、県及び市町村が一体となっ

て災害廃棄物処理計画の策定及び見直しを検討する。（後略） 

68 時点修正 （一般廃棄物処理施設の防災機能の向上） 

○ 国が策定した「廃棄物処理施設整備計画（平成３０年６月）」

を踏まえて、市町村及び一部事務組合は、地域の核となる廃棄

物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならないよう、施

設の耐震化、浸水対策等を着実に推進する。（後略） 

（一般廃棄物処理施設の防災機能の向上） 

○ 国が策定した「廃棄物処理施設整備計画（平成２５年３月）」

を踏まえて、市町村及び一部事務組合は、地域の核となる廃棄

物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならないよう、施

設の耐震化、浸水対策等を着実に推進する。（後略） 

68 時点修正 （災害廃棄物仮置場整備の支援） 

○ 市町村は、国が策定した「災害廃棄物対策指針（平成３０年

３月）」を踏まえ、災害廃棄物の処理が停滞することのないよ

う、仮置場の候補地の選定を推進する。また、県は、市町村に

対し、必要に応じて技術的な支援を行う。 

（災害廃棄物を仮置きするストックヤード整備の支援） 

○ 市町村は、国が策定した「災害廃棄物対策指針」を踏まえ、

災害廃棄物の処理が停滞することのないよう、災害廃棄物を仮

置きするためのストックヤードの候補地の選定を推進する。ま

た、県は、市町村に対し、必要に応じて技術的な支援を行う。 

  （中略） （中略） 

    

69 基本計画の反映 8-2）復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、

地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョ

ンの欠如等により復興できなくなる事態 

8-2）道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディ

ネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・

復興が大幅に遅れる事態 

  （中略） （中略） 
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69 時点修正 （防災・減災の担い手（建設業）の確保等の推進） 

○ 建設産業における担い手の確保・育成を図るため、「千葉県

魅力ある建設事業推進協議会」（ＣＣＩちば)等を活用し、行政

と建設業団体が連携して技術者の確保・育成等を支援する。 

 また、発災時に各種団体との応急業務協定が有効に機能する

よう、あらゆる災害を想定した防災訓練等を実施することによ

り、災害応急業務協定による対応強化を図る。 

  さらに、応急復旧の迅速化を図るため、情報化施工等、有用

な技術の普及を図る。 

（防災・減災の担い手（建設業）の確保等の推進） 

○ 建設産業における担い手の確保・育成を図るため、「千葉県

魅力ある建設事業推進協議会」（ＣＣＩちば)等を活用し、行政

と建設業団体が連携して技術者の確保・育成等を支援する。 

 また、発災時に各種団体との応急業務協定が有効に機能する

よう、あらゆる災害を想定した防災訓練等を実施することによ

り、災害応急業務協定による対応強化を図る。 

  さらに、応急復旧の迅速化を図るため、情報化施工（※）等、

有用な技術の普及を図る。 

  （中略） （中略） 

69 国の取組の反映 （インフラDXの推進） 

○ ICTの全面的な活用（ICT土工、ICT舗装工等）の普及・促進

に取り組み、施工の効率化及び建設工事の生産性向上を図る。 

○ 新技術活用（路面状況の診断にAI技術の導入等）の普及・促

進に取り組み、点検業務の効率化や業務の省力化を図る。 

（新設） 

69 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 

    

70 基本計画の反映 8-3）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生

により復興が大幅に遅れる事態 

（新設） 

70 基本計画の反映 （県内の地盤沈下状況の把握） 

○ 水準測量による地盤変動調査や観測井による地下水位・地層

収縮量の監視体制を維持し、収集したデータの速やかな公表に

努める。 

（新設） 

70 再掲 （海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

● 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める。また、水門、樋門等の自動

化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構

築や操作員の安全の確保を図る。特に津波に対する防護水準を

満たさない施設については、速やかに整備を進める。 

 

（新設） 
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70 再掲 （水害に強い地域づくり（河川）） 

● 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める。 

 また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する。 

（新設） 

70 再掲 （河川管理施設の維持管理・更新） 

● 河川では、河川維持管理計画に基づき、巡視・点検を行い、

破損が生じた場合は修繕等に努める。堆積土砂・竹木伐採につ

いては、河川の流下を阻害する土砂の堆積状況や竹木の繁茂状

況を確認し、適切に河川機能の維持に努める。 

また、排水機場等の施設は長寿命化計画に基づき、計画的な

施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策を進める。 

（新設） 

    

70 基本計画の反映 8-4）貴重な文化財や環境資産の喪失、地域コミュニティの崩壊

等による有形・無形の文化の衰退・損失 

8-3）地域コミュニティや基幹インフラの崩壊、治安の悪化等に

より復旧・復興が大幅に遅れる事態 

  （中略） （中略） 

70 移項（8-3から3-2

へ） 

（削除） （被災者台帳の整備・推進） 

○ 「被災者情報システム」を活用した市町村の被災者台帳の作

成を支援し、被災者の被害から生活再建までを一元的に管理し

迅速な復旧・復興を図る。 

70 移項（8-3から8-5

へ） 

（削除） （応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備の推進） 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供について協力体制の整備を推進する。 

 

70 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る。 
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併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

71 移項（8-3から3-1

へ） 

（削除） （行政機関等の機能低下回避） 

● 行政機関等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、

防災上重要な公共施設の耐震化を「千葉県公共施設等総合管理

計画」等に基づく長寿命化対策の中で、計画的に進める。 

71 移項（8-3から8-5

へ） 

（削除） （地籍調査（※）の促進） 

○ 迅速な復旧・復興を図るため、地籍調査を促進し、土地境界

等を明確にする。 

71 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

● （前略）警察署をはじめとした警察庁舎を建替え等により整

備する際は耐災害性の強化を図っていく。 

（警察施設の耐災害性の強化） 

● （前略）警察署をはじめとした警察庁舎の耐震化を継続的に

進める等警察施設の耐災害性を強化していく。 

71 時点修正 （災害対策用装備資機材の整備充実） 

● 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を推進する。 

● 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を推進する。 

● 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について推進する。 

（災害対策用装備資器材の整備充実） 

● 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資器材の整備を検討する。 

● 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資器材の整備を検討する。 

● 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資器

材の整備について検討する。 

71 移項（1-2から8-4

へ） 

（文化財に係る各種防災対策の支援） 

○ 市町村及び文化財所有者等に対し、耐震診断等を奨励し、的

確な防災活動が進むよう、普及・啓発活動を通じて、文化財の

滅失・棄損等を防止する。 

（新設） 

71 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

（新設） 
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71 基本計画の反映 8-5）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が

進まず復興が大幅に遅れる事態 

（新設） 

71 移項（8-3から8-5

へ） 

（応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備の推進） 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供について協力体制の整備を推進する。 

（新設） 

71 移項（8-3から8-5

へ） 

（地籍調査の促進） 

○ 迅速な復旧・復興を図るため、地籍調査を促進し、土地境界

等を明確にする。 

（新設） 

71 再掲 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

● 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進するため、セミナーを通

じた啓発を行うとともに、相談、専門家派遣により取組を支援

する。 

（新設） 

71 再掲 （中小企業に対する資金調達支援） 

● 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

支援を行う。 

（新設） 

71 再掲 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

● 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める。 

（新設） 

    

72 基本計画の反映 8-6）風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒

産等による経済等への甚大な影響 

（新設） 

72 移項（7-5から8-6

へ） 

（国内外への情報発信） 

○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信するとともに、複数の情報伝達経路の確保に努める。 

（新設） 

72 再掲 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

● 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進するため、セミナーを通

じた啓発を行うとともに、相談、専門家派遣により取組を支援

する。 

（新設） 
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72 再掲 （中小企業に対する資金調達支援） 

● 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

支援を行う。 

（新設） 

72 再掲 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

● 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関に   

よって進捗状況が異なるため、状況の把握に努める。 

（新設） 

72 再掲 （インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（新設） 

    

  ２ 施策分野ごとの推進方針 ２ 施策分野ごとの推進方針 

73 基本計画の反映   脆弱性評価結果に基づき、各々の「起きてはならない最悪の

事態」及び脆弱性評価を行うにあたって設定した１５の施策分

野について、今後必要となる施策を検討し、推進方針（施策の

策定に係る基本的な指針）として整理した。 

 脆弱性評価結果に基づき、各々の「起きてはならない最悪の事

態」及び脆弱性評価を行うにあたって設定した１３の施策分野

について、今後必要となる施策を検討し、推進方針（施策の策

定に係る基本的な指針）として整理した。 

  （中略） （中略） 

    

  （個別施策分野の推進方針） （個別施策分野の推進方針） 

    

73 基本計画の反映 （１）行政機能/警察・消防等/防災教育等 （１）行政機能/警察・消防等 

  （行政機能） （行政機能） 

73 時点修正 （地方公共団体における業務継続計画（地方ＢＣＰ）の充実・強

化） 

○ 県の業務継続計画の実効性を高めるため、必要に応じて見直

しを図り、業務継続体制の充実・強化を図るとともに、市町村

計画においても、内容の充実・強化を図るため、情報提供や助

言等の支援を行う。 

 

 

○ 大規模地震等が発生した場合においても、県民の生命・財産

を守り・生活の早期復旧を図るとともに行政機能を維持する必

要があることから、業務継続計画の実効性を高めるため必要に

応じて見直しを図り充実強化を図る。 

73 時点修正 （備蓄品の確保） 

○ 家庭・事業所等における生活必要物資等の備蓄を促し、県と

市町村が協調して計画的な備蓄に取り組むとともに、地方公共

団体・国・民間事業者等が連携した供給体制を構築する。 

 

 

○ 首都直下地震をはじめとした大規模自然災害による影響が

長期にわたり継続する場合でも、非常時優先業務の継続に支障

をきたすことのないように、業務継続計画等を踏まえ、庁舎の 

耐震化等、電力の確保、情報・通信システムの確保、物資の備
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（自立・分散型エネルギーの整備） 

○ 防災拠点や災害時に機能を保持すべき施設への自立・分散型

エネルギー整備を進める。 

（避難所等の電源確保） 

○ 災害時における電力供給遮断に備え、避難住民の受入れを行

う避難所や防災拠点等（公共施設等）において、非常用発電機

の整備等、避難住民の生活等に必要不可欠な電力の確保を図

る。 

（基幹業務システム等の耐災害性の確保） 

○ 県庁の財務情報システム等の基幹業務システムの耐災害性

を確保する。 

（防災情報の収集機能強化） 

○ 民間通信事業者の回線が停止した場合にも県と市町村、防災

関係機関との通信ができるよう、自営の通信手段（防災行政無

線）や情報システム等を整備し、維持・管理し、適切な運用を   

図る。 

（地方公共団体の組織体制の強化・危機対応能力の向上） 

○ 県・市町村職員の危機対応力向上を図るため、情報収集・提

供手段の一層の充実と情報の効果的な利活用に向けた研修・訓

練等を実施する。 

蓄、代替庁舎の確保等を推進するとともに、迅速な災害応急対

応、復旧・復興に向けた体制整備を図る。 

73 時点修正 （総合防災訓練等の実施） 

○ 応急対処能力の向上等を図るため、自衛隊、警察、消防等防

災関係機関と連携した地震等の災害に即した実践的な総合防

災訓練や災害対策本部設置等の図上訓練などを引き続き実施

する。 

 

○ 情報収集・提供手段の整備により得られた情報の効果的な利

活用をより一層充実させるため、研修・訓練等の実施により、

県・市町村職員の危機対応能力の向上を図る。 

73 時点修正 （受援体制の整備） 

○ 県外からの応援を円滑に受け入れ柔軟かつ迅速に被災地を

支援するため、応援受援計画を活用するとともに、訓練等で検

証を行い計画の実効性を確保することにより、体制を強化して

いく。また、医療救護支援については、県災害医療救護計画の

運用体制を強化していく。 

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等との連携強化） 

○ 国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥと県、市町村における

連携強化を推進することにより、復旧を迅速に行える応急態勢

 

○ 九都県市等、他都道府県との相互応援協定締結に基づく救援

部隊や救援物資等の受援体制の整備を推進する。 
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を充実させる。 

73 移項（ 1から 13

へ） 

（削除） ○ 災害時における石油類燃料の確保を図り、広域連携・支援体

制を確立するため、民間事業者等との協力協定の締結・拡充を

進める。 

74 時点修正 （被災者台帳の整備・推進） 

○ 被災者の被災の状況や各種支援の状況、配慮を要する事項等

を一元的に集約した被災者台帳について、市町村が迅速に作成

できる体制づくりを支援し、被災者への公平で効率的な支援の

実施及び迅速な復旧・復興を図る。 

（新設） 

74 時点修正 （生活再建支援） 

○ 被災者再建支援制度の充実を図るとともに、生活再建関連施

策に関する情報提供や生活の復興に向けた相談体制の整備を

図る。 

（新設） 

74 国の取組の反映 （インフラDXの推進） 

○ インフラDXを推進するため、ICTの全面的な活用（ICT土工、

ICT舗装工等）の普及・促進に取り組み、施工の効率化及び建

設工事の生産性向上を図る。 

○ 新技術活用（路面状況の診断にAI技術の導入等）の普及・促

進に取り組み、点検業務の効率化や業務の省力化を図る。 

（新設） 

    

  （警察・消防等） （警察・消防等） 

74 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

○ 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎を建替え等により整備する際は耐災害性の強化を図

っていく。 

（消防庁舎の耐震化） 

○ 市町村等の消防庁舎の耐震化など地域における活動拠点と

なる施設の耐災害性を強化する。 

 

○ 災害時の救助活動拠点や防災拠点となる警察施設、消防防災

施設、公共・公用施設等の整備や耐震化等を進めるとともに、

救援に活用できる施設の調査、救援経路の啓開体制の事前整備

等を推進する。 

74 時点修正 

国の取組の反映 

（災害対策用装備資機材の整備充実） 

○ 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を推進する。 

 

○ 災害対応のための装備資機材の整備・高度化を適切に推進す

るとともに、情報通信施設や通信機材の整備強化、情報収集・

提供手段の多様化・多重化、交通管制システムの高度化を図る。 
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○ 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を推進する。 

○ 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について推進する。 

（緊急消防援助隊の車両整備等） 

○ 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する。 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急デジタル無線など情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する。 

（常備消防力の強化） 

○ 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する。 

（治安確保体制等の整備） 

○ 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図る。 

（県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資機材の整備

及び習熟） 

○ 代替施設の立ち上げに必要となる通信機器の整備（機器の保

管場所を含む）を図る。 

○ 立ち上げ要領について習熟するための定期的な訓練を実施

する。 

（信号機の停電対策） 

○ 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避するための対策を進める。 

（信号機電源付加装置の整備推進等） 

○ 電力の供給が停止若しくは制限された場合でも、信号機能を

確保するため、県内の主要交差点に対して信号機電源付加装置

（自動起動式、リチウムイオン電池式及び可搬式）整備を進め

ているところ、今後も中長期的な視点から着実に整備を進め

る。 

  また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく。 
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74 移項（「警察・消

防等」から「行政

機能」へ） 

（削除） ○ 災害対応力を向上させるため、警察災害派遣隊、緊急消防援

助隊、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等の応援部

隊の受入に必要な事前調整や連携強化の推進等、受援体制の整

備を図る。 

74 移項（「警察・消

防等」から「防災

教育等」へ） 

（削除） ○ 消防団の体制・装備、訓練の充実強化や自主防災組織やボラ

ンティア等の活動の活性化を図り、多様な主体が参画する災害

対応体制の構築を促進し、地域防災力の充実強化を図る。 

74 移項（ 1から 12

へ） 

（削除） ○ 訓練や訓練施設の充実を図るなど、災害対応能力の向上に効

果的な訓練環境の整備に向けた各種取組を推進する。 

74 移項（「警察・消

防等」から「防災

教育等」へ） 

（削除） ○ 地域社会を守る消防職団員の教育訓練及び自主防災組織等

の防災教育の充実強化を図るための施設整備を推進する。 

    

75 基本計画の反映 （防災教育等） （新設） 

75 時点修正 （消防団員の確保対策、自主防災組織等の充実強化） 

○ 消防団員の確保促進や自主防災組織の充実・強化を図るとと

もに、さらに災害対応力強化のための人材育成、装備資機材等

の充実・強化を推進する。 

（新設） 

75 国の取組の反映 （救助活動能力の強化） 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更

なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤・施設の堅牢化・

高度化等を推進する。また、消防団、自主防災組織の充実強化、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（Ｄ

ＰＡＴ）の養成等、ハード・ソフト対策を組み合わせて横断的

に進める。 

（高層建築物等における災害対策） 

○ 高層建築物等での消防活動の拠点として、ヘリコプターの屋

上緊急離着陸場等の有効性を啓発し、設置を促進する。 

（新設） 

    

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

75 新設 ・警察施設の耐震化率 96.6％（R元） → 100％（R6） （新設） 

75 時点修正 ・自主防災組織の活動カバー率 68.9％（R2） → 84.3％（R6） ・自主防災組織のカバー率 59.5％（H27） → 80％（H31） 

75 時点修正 ・災害対策コーディネーターの在住市町村数 50 市町村（R2） ・災害対策コーディネーターの在住市町村数 47市町村（H27） 
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→ 全市町村（R6） → 全市町村（H30） 

75 新設 ・消防団の充足率 87.4％（R2） → 100％（R7） （新設） 

75 新設 ・信号機電源付加装置の整備（ストック）数 自動起動式発動発

電機 252 基、リチウム電池式 24 基、可搬式 375 台（R2） → 

必要な箇所への整備を進める（R7） 

（新設） 

    

  （２）住宅・都市 （２）住宅・都市 

  （住宅） （住宅） 

76 時点修正 （学校施設の耐震化） 

○ 県立学校については、平成 28 年度に耐震化率 100％を達成

した。 

○ 市町村立学校については、令和3年度に耐震化率100％を達

成した。引き続き市町村が行う耐震関連事業に対して適切な助

言を行う。 

○ 私立学校の耐震化については、学校法人等に対し、あらゆる

機会を捉えて、できるだけ早期に完了するよう働きかける。 

（県立体育施設の耐震化） 

○ 県立体育施設の耐震性の向上を図る。 

（県立社会教育施設の耐震化） 

○ 県立社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震性の向上を

図る。 

（住宅・建築物の耐震化の促進） 

○ 市町村と連携しながら、県民への耐震改修などの必要性に関

する啓発活動や、耐震対策に係る支援を行うほか、建築士を対

象とした耐震診断・耐震改修技術の普及などの施策を推進す

る。 

○ 庁舎、病院、学校等の多くの公共建築物のうち、災害時に応

急活動の拠点となる建築物は、計画的かつ重点的に耐震化に取

り組む。 

○ つり天井など非構造部材の脱落防止対策などの安全対策に

ついては、建築基準法による定期報告の機会を捉えてその対策

を促す。 

（被災宅地危険度判定の充実） 

○ 関係市町村と連携し、被災宅地危険度判定士の養成講習会及

 

○ 住宅・建築物の耐震化を促進するため、耐震相談会や耐震講

習会等を開催するとともに、市町村が行う民間建築物に対する

耐震関連事業を支援する。また、庁舎、病院、学校等の多くの

公共建築物のうち、特定建築物及び災害時に応急活動の拠点と

なる建築物は、計画的かつ重点的に耐震化に取り組む。この他、

宅地・建物の被災後の体制整備として、被災宅地危険度判定士

や被災建築物応急危険度判定士の養成に努める。 



93 

 

び実務研修を開催するなど、判定体制の充実を図る。 

（被災建築物応急危険度判定の充実） 

○ 大規模地震による二次被害防止のため、被災建築物応急危険

度判定士を養成するための講習会を行うなど判定技術の向上

に努めるほか、市町村と連携し、判定実施体制・広域支援体制

の更なる整備・充実を図る。 

76 時点修正 （応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備の推進） 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供について協力体制の整備を推進する。 

 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供について協力体制の整備を推進する。 

    

  （都市） （都市） 

76 時点修正 （緊急時の避難路等の整備） 

○ 土地区画整理事業を推進し、幹線道路の整備や狭あい道路の

解消等を進め、緊急時の避難路等を確保する。 

（密集市街地の解消） 

○ 土地区画整理事業及び市街地再開発事業を促進し、道路・公

園等の空地の確保、街区の再編による老朽建築物の建替・除却

等により、延焼等の危険がある密集市街地の解消を図る。 

（都市型水害対策のための緑地の確保） 

○ 都市型水害軽減のため、雨水の流出抑制機能を持った緑地や

都市公園の整備等を促進する。 

（延焼防止等に資する緑地の確保） 

○ 住宅密集地での延焼拡大防止のため、緑地の確保や都市公園

の整備を促進する。 

 

○ 火災発生時に延焼により被害が拡大する可能性の高い密集

市街地の改善について都市基盤の整備と併せて街区の再編を

行う土地区画整理事業及び市街地再開発事業を促進するとと

もに、避難・救助活動等に不可欠な避難路等の整備のため土地

区画整理事業の面的整備に取り組む。 

77 時点修正 （宅地の耐震化の推進） 

○ 大規模盛土造成地の滑動崩落の防止を目的として、どの盛土

から調査を行うか決める計画（二次スクリーニング計画）の作

成及び安全性の把握をするための地盤調査・安定計算（二次ス

クリーニング）を実施できるように、関係市町村に対し技術的

支援をしていく。 

 

○ 大規模地震・水害時に被害を受けやすい大規模盛土造成地に

ついて、関係市町村に対し大規模盛土造成地の有無の調査に着

手し、その結果をマップの形でホームページで公表するなど、

県民への情報提供を図るよう働きかける。 

77 外部意見の反映 （空家等対策の促進） 

○ 空家等対策関連事業を推進し、市町村が行う空家等対策を促

進する。 

 

（新設） 
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77 時点修正 （上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

○ 水道事業者に上水道施設の耐震化に対する国の助成制度の

有効な活用などを助言・指導し、上水道施設の耐震化を推進す

るとともに、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動を実施でき

るよう対応の充実を図る。 

○ 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、停電対策として非常用発電設備等

の整備の促進を図る。また、水害に伴う施設の損壊や水道管の

破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅速な復旧が

行えるよう対応の充実を図る。 

○ 水道災害相互応援協定による応急給水等の対応の充実を図

る。 

 

○ 将来の震災に備えた上水道施設の計画的な更新・耐震化を推

進・促進するとともに、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動

が行えるよう、給水区域内の各市との連携を強化していく。 

77 地域特性の反映 ○ 飲料水兼用型耐震性貯水槽、耐震性井戸付貯水装置、または

防災用井戸の整備促進を図る。 

○ 県営水道においては、東日本大震災等を踏まえて将来の震災

に備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するととも

に、令和元年房総半島台風等による停電・浸水被害などの状況

を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水対策を進める。

また、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が

行えるよう、給水区域内の各市や関係団体等との連携を強化し

ていく。 

 

 

○ 県営水道においては、東日本大震災を踏まえて将来の震災に

備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進・促進するとと

もに、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動が行えるよう、給

水区域内の各市との連携を強化していく。 

77 地域特性の反映 （水害に強い地域づくり（下水道）） 

○ 市町村による下水道（雨水）施設の整備を促進する。 

（水資源開発施設の整備促進と水資源の有効利用の取組の推進） 

○ 水資源の安定確保に資する水資源開発施設の整備や、既存施

設の徹底活用といったハード対策を促進するとともに、雨水、

下水再生水等の利用や、水資源の大切さ等についての啓発等の

ソフト対策を通じて、水資源の有効利用の取組を進める。 

（下水道ＢＣＰの改定） 

○ 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、浸水対策も

含めたＢＣＰ改定を促進するとともに、訓練等によりＢＣＰの

実行性の確保と改善を図る。 

（下水道施設の耐震対策） 

○ 災害時に汚水処理機能が確保できるように施設の耐震化等

 

○ 市町村の下水道ＢＣＰ策定を促進するとともに、下水道施設

の耐震化を促進する。また、大規模災害時に下水道を速やかに

復旧するために、広域的な応援体制を整備するとともに、雨

水・下水道再生水等の多様な水資源の有効利用の取組を進めて

いく。 
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を図る。また、終末処理場施設における過去の被災事例を踏ま

えた対策を実施する。 

（公共下水道施設の停電対策） 

◯ 市町村の下水道施設における、自家発電施設の整備を促進す

る。 

（下水道施設の耐水化） 

○ 洪水による下水道施設の浸水被害を最小限にするため、耐水

化を推進する。 

（下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

○ 流域下水道のストックマネジメント計画に基づき予防保全

型の維持管理や更新を実施するとともに、市町村のストックマ

ネジメント計画策定及び計画に基づいた維持管理や更新を促

進する。 

78 時点修正 （広域的避難の枠組整備） 

○ 大規模災害から住民を広域的に避難させる枠組の整備に向

け、他都県市等の関係機関と連携協力しながら検討を進める。 

（総合的な帰宅困難者対策の検討・実施） 

○ 九都県市や鉄道事業者等と連携し、一斉帰宅の抑制啓発や、

一時滞在施設の確保、安否確認体制の確立の呼びかけ、情報提

供を行うための体制整備、帰宅支援の拡充など、総合的な帰宅

困難者対策を推進する。 

○ 公共施設の他、民間施設の一時滞在施設の拡充を図るととも

に、一時滞在施設における備蓄を促進し、帰宅困難者の受入体

制を向上させる。 

○ 九都県市や事業者と連携して、災害時帰宅支援ステーション

の拡充を図る。 

（帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用） 

○ 都市公園の整備を促進することで、休憩・情報提供等の場所

となる帰宅支援スポットを提供する。 

 

○ 膨大な数の発生が予想される帰宅困難者や避難者の受入に

必要な一時滞在施設や緊急避難場所、避難所の確保や、帰宅・

避難支援の取組、避難環境の整備を促進する。 

78 時点修正 （ＬＰガスの放出による延焼防止） 

○ ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する。 

 

○ ガス施設等については、耐食性・耐震性に優れた管への取替

を促進するとともに、関係機関と連携しつつ、老朽化対策等を

推進するとともに、ＬＰガスについては放出防止装置等の設置

を促進する。 
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78 時点修正 （火災予防対策等の推進） 

○ 感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等について、設

置を促進する。 

 

○ 震災による火災の発生の防止及び火災の早期発見並びに延

焼を防止するため、感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火

器等の設置を促進する。 

78 時点修正 （印旛沼防災拠点の整備） 

○ 水辺の利活用などまちの魅力向上と併せて地域防災力の高

いまちづくりが求められることから、緊急時における水防活

動、日常時における維持管理、アクティビティの拠点機能を有

する水辺拠点の基盤整備、並びに「防災」「景観」「利用」「交

通結節点」「情報発信」機能を有する一里塚（ミニ拠点）の基

盤整備を河川管理者が実施し、関係市町と共同で推進する。 

（新設） 

78 基本計画の反映 （県内の地盤沈下状況の把握） 

○ 水準測量による地盤変動調査や観測井による地下水位・地層

収縮量の監視体制を維持し、収集したデータの速やかな公表に

努める。 

（新設） 

78 時点修正 （文化財に係る各種防災対策の支援） 

○ 市町村及び文化財所有者等に対し、耐震診断等を奨励し、的

確な防災活動が進むよう、普及・啓発活動を通じて、文化財の

滅失・棄損等を防止する。 

（新設） 

    

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

78 時点修正 ・学校施設の耐震化率 公立小中学校 100％、公立高等学校

100％、公立特別支援学校 100％（令和 3年 4月 1日時点） → 

耐震化率 100％を維持（～R7） 

・学校施設の耐震化率 公立小中学校99.3％、公立高等学校

98.8％、公立特別支援学校100％（平成28年4月1日時点） → 

公立学校100％（できるだけ早期に）※統合等やむを得ない事

情によるものを除く。 

79 時点修正 ・住宅の耐震化率 約 92％（R2） → 95％（R7） ・住宅の耐震化率 約 84％（H25） → 95％（H32） 

79 時点修正 ・耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率 約 90％（R2） → 

概ね解消（R7） 

・特定建築物の耐震化率 約91％（H26） → 95％（H32） 

79 時点修正 ・被災宅地危険度判定士の登録者数 1,859 人（R 元） → 計

画策定時の水準を維持（R6） 

・被災宅地危険度判定士の登録者数 1,649 人（H27） → 計

画策定時の水準を維持（H32） 

79 時点修正 ・被災宅地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数 313

人（R元） → 400人（R6) 

・被災宅地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数 64

人（H27） → 150人（H32) 

79 時点修正 ・判定実施本部における被災建築物応急危険度判定士の確保 

 

・目標年度における被災建築物応急危険度判定士の 70 歳未満の

登録者数 
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42/54（R2） → 54/54（R7） 3,272人（H27） → 4,000人（H32） 

79 新設 ・住宅用火災報知器の設置率 75.9％（R2） → 100％（R7） （新設） 

79 時点修正 ・土地区画整理事業の整備面積率 78.2％（R2） → 92.7％（R7） （新設） 

79 時点修正 ・密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整

備面積率 

60.6％ (R2） → 85.5％（R7） 

・密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整

備面積率 

55.4％ (H27） → 74.9％（H32） 

79 時点修正 （削除） ・土地区画整理事業の整備面積率 58.1％（H27） → 94.8％

（H32） 

79 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・大規模盛土造成地の有無等の公表率 7.4%（H27） → 70.0%

（H32） 

79 時点修正 ・整備中の都市公園の供用開始率 19.8％（R 元) → 87.7％

（R6） 

・整備中の都市公園の供用開始率 13.5％（H27) → 28.6％

（H32） 

79 新設 ・水道施設の基幹管路耐震適合率 59.3％（R 元) → 60.6％

（R6） 

（新設） 

79 時点修正 ・下水道ＢＣＰ改定率 66％（R2） → 100％（R6） ・下水道ＢＣＰ策定率 54％（H26） → 100％（H32） 

79 時点修正 ・総合地震対策計画に基づく下水道施設の地震対策実施率 49％

（R2） → 77％（R7） 

・下水道施設の地震対策実施率 34％（H27） → 100％（H32） 

79 新設 ・下水道施設の耐水化実施率 0％（R2) → 50％（R7） （新設） 

79 時点修正 ・ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の更新・長寿命

化対策実施率 13％（R2） → 100％（R6） 

・下水道施設の更新・長寿命化対策実施率 5％（H27） → 100％

（H32） 

79 新設 ・県立体育施設の耐震化率 84.6％（令和 3年 4月 1日時点） → 

100％（できるだけ早期に） 

（新設） 

79 新設 ・県立社会教育施設(県立体育施設を除く)の耐震化率 

92.6％（令和 3 年 4 月 1 日時点） → 100％（できるだけ早

期に） 

（新設） 

79 新設 ・水辺拠点の整備（西印旛沼および新川） 1 箇所実施中（R2) 

→ 2箇所完成（R4） 

（新設） 

    

  （３）保健医療・福祉 （３）保健医療・福祉 

79 地域特性の反映 （医療施設の耐震化） 

○ 災害時に医療機能を提供できない事態を避けるため、各種補

助制度を有効に活用するなどし、病院等の医療施設の耐震化を

促進する。特に、災害時に県内の医療救護活動の拠点となる災

害拠点病院の耐震化を着実に推進する。 

 

○ 災害時に医療機能や避難行動要支援者の支援機能の中核と

なる病院や社会福祉施設の耐震化や自家用井戸設置等による

水の確保、自家発電設備等の整備を促進し、安全性の確保を図

るとともに、ＢＣＰの策定を促進する。 
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（社会福祉施設の耐震化） 

○ 社会福祉施設（救護施設等）の耐震化を促進し、安全性を確

保する。 

（病院における電力供給体制の確保） 

○ 災害時における県内の医療救護活動の拠点となる災害拠点

病院では、災害時においても病院の基本的な機能を維持するた

め、平時から自家用発電機等の整備状況や、非常時に使用可能

かどうか検証を行うとともに、自立・分散型エネルギー（コー

ジェネレーション等）導入の検討を行うなど、病院における電

力供給体制の確保を図る。 

○ 病院における非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保

を促進するとともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る

協定に基づく連携体制の充実を図る。 

（病院における給水体制の確保） 

○ 災害により長期の断水が発生しても病院の診療機能を維持

するため、給水設備の整備強化等を図ることにより、必要な水

を確保する。 

（病院における浸水対策） 

○ 洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を

確保するため、医療施設における浸水対策の充実・強化を図る。 

（病院における非常用通信設備の確保） 

○ 災害時に傷病者等の受入れの中心となる医療施設が、災害時

における通信手段を確保するため、非常用通信設備の整備に必

要な経費を補助する。 

（病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

○ 地震等の発生時における患者や周辺住民への被害を防ぐた

め、病院が敷地内に保有する倒壊の危険性があるブロック塀の

改修等に必要な経費を補助する。 
（社会福祉施設における電力供給体制の確保） 

○ 災害時においても社会福祉施設の入所者等の安全を確保す

るため、自家発電設備の導入や燃料の備蓄を促進する。 

（社会福祉施設の孤立対策） 

○ 社会福祉施設に対して、被災時に孤立した場合に備えた支援

体制の充実を図る。 
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（病院におけるＢＣＰの作成及び防災訓練の実施） 

○ 災害時にも継続的に業務を行えるよう、ＢＣＰの作成や防災

訓練の実施などを促進する。 

80 時点修正 （災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成） 

○ 医療救護の中心的役割を担う災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）について訓練を充実し、災害拠点病院の保有率（１００％）

を維持する。 

 

○ 医療救護の中心的役割を担う災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）の訓練の充実、災害拠点病院への配置を推進する。 

80 時点修正 （災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 大規模災害時に、避難所等で要配慮者に対し福祉的な支援を

行う災害福祉支援チームの派遣体制の構築を進める。 

 

○ 広域的な福祉支援ネットワークの構築に向けた検討を進め

る。 

80 国の取組の反映 （災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 大規模災害時に、避難所等での精神保健活動を行う災害派遣

精神医療チームの派遣体制の構築を進める。 

（新設） 

80 時点修正 （予防接種や消毒、害虫駆除等の実施） 

○ 平時から、感染症の発生や蔓延を防止するための予防接種を

促進する。また、消毒や衛生害虫に係る相談等の生活衛生環境

を確保するための体制を構築する。 

 

○ 平時から、感染症の発生及び蔓延を防止するため、予防接種

を促進する。また、消毒や衛生害虫に係る相談等の生活衛生環

境を確保するための体制を構築する。 

80 移項（ 3から 13

へ） 

（削除） ○ 広域的かつ大規模な災害の場合、医療機関等において、大量

に発生する負傷者が応急処置・搬送・治療能力等を上回るおそ

れがあることから、医師会等との訓練等を通じて、医療救護体

制の強化を図る。 

80 時点修正 （避難所における衛生管理） 

○ 避難所など平時と異なる生活環境下での衛生状況の悪化を

防ぐため、避難所における飲料水の安全確保、室内環境の調

査・助言・指導、トイレやごみ保管場所の適正管理などを推進

する。 

 

○ 市町村における、福祉避難所の指定を一層促進するととも

に、避難行動要支援者のための施設整備や備品の備蓄など、避

難環境の整備を図る。 

80 時点修正 （広域火葬体制の構築） 

○ 大規模災害により、被災市町村が平時に使用している火葬場

の火葬能力だけでは当該市町村の遺体の火葬を行うことが不

可能になるおそれがあるため、近隣都県の火葬場を活用した広

域火葬を実施する体制を構築する。 

（毒物・劇物による危害防止） 

○ 毒物・劇物製造業等への立入検査等により事故防止を指導

し、危害防止を図る。 

（新設） 
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  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

81 時点修正 ・災害拠点病院の耐震化率 92.3％（R2） → 100％（R6） ・災害拠点病院の耐震化率 85.7％（H27） → 100％（H32） 

81 新設 ・病院の耐震化率 77.2％（R2） → 78.5％（R6） （新設） 

81 新設 ・社会福祉施設の耐震化率 94.0％（H30） → 100％（R6） （新設） 

81 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・福祉避難所の指定又は協定施設がある市町村数 47市町村

（H27） → 全市町村（H30） 

    

  （４）エネルギー （４）エネルギー 

81 時点修正 （燃料の仮貯蔵等） 

○ 震災時等において、製造所、貯蔵所又は取扱所が被災する等

により、平常時と同様の危険物の貯蔵・取扱いが困難な場合に

おいて、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑かつ適切に行

われるように、燃料等の仮貯蔵・取扱いに関するガイドライン

の関係機関への十分な周知・情報提供を図る。 

 

○ 製油所の緊急入出荷能力の強化など、大規模被災時にあって

も必要なエネルギーの供給量を確保できるよう努める。 

81 時点修正 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

○ 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む。 

（コンビナート周辺対策） 

○ 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る。 

（危険物取扱施設の耐震化） 

○ 危険な物質を取り扱う施設の耐震化を着実に推進する。 

 

○ 災害発生により京葉臨海コンビナートが被害を受けた場合、

生活・経済活動にエネルギーなどを供給できない状況が生じる

ことから、京葉臨海コンビナート地域の耐災害性の強化、危機

管理能力を備えた人材育成など、産学官が連携して取組を促進

する。 

81 時点修正 （燃料供給ルートの確保） 

○ 燃料供給ルートを確保するため、輸送基盤の地震、津波、洪
 

○ 発災後の燃料供給ルートを確実に確保するため、迅速な輸送
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水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める。 経路啓開に向けて関係機関の連携等により装備資機材の充実、

情報共有など必要な体制整備を図る。 

81 時点修正 （自家発電設備の整備） 

○ 災害時等に備えて需要家側の燃料タンクや自家発電設備の

整備等の推進を図る。 

 

○ 各家庭や避難所、医療施設等において自家発電設備の導入や

燃料の備蓄量の確保等を促進する。 

81 時点修正 （災害時において事業所内に電力を供給するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

○ 災害発生により発電所等が被害を受けた場合、生活・経済活

動に必要最低限のエネルギーを供給できない状況が生じるこ

とから、生活・経済活動の重要施設への非常用発電機や自家発

電設備の導入を促進するとともに、エネルギー供給源の多様化

を図るため、コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネ

ルギー等の地域における自立・分散型エネルギーの導入を促進

する。 

  また、非常用電源が必要な事業者については、ＢＣＰの策定

を支援する中でリスク管理の観点から、設備の導入などについ

て促していく。 

 

 

○ 災害発生により発電所等が被害を受けた場合、生活・経済活

動に必要最低限のエネルギーを供給できない状況が生じるこ

とから、生活・経済活動の重要施設への非常用発電機や自家発

電設備の導入を促進するとともに、エネルギー供給源の多様化

を図るため、コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネ

ルギー等の地域における自立・分散型エネルギーの導入を促進

する。 

82 地域特性の反映 （洋上風力発電の導入促進） 

○ 太平洋岸の沖合は、洋上風力発電の導入可能性が高いことか

ら、導入を促進するとともに、地域に対し、導入後の発電電力

の災害時での活用について検討を促していく。また、洋上風力

発電の安定的な運用のために、メンテナンス等での利用が見込

まれる港の施設整備及び維持管理を推進する。特に、銚子市沖

の海域が再エネ海域利用法に基づく「促進区域」に指定されて

いることから、名洗港の整備を早急に進める。 

（新設） 

82 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

○ 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を促進する。 

 

○ 石油コンビナート等防災計画の見直しを図るとともに、特定

事業所の自衛防災組織の活動について、関係機関の一層の連

携、防災体制の充実強化を図る。 

82 移項（ 4から 13

へ） 

（削除） 

 

○ 災害時における石油類燃料の確保を図り、広域連携・支援体

制を確立するため、民間事業者等との協力協定の締結・拡充を

進める。 
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82 時点修正 （既存高圧ガス設備の耐震性向上） 

○ 新規設置する高圧ガス設備に加え、既存の重要度の高い高圧

ガス設備にも高圧ガス保安法に基づく最新の耐震設計基準に

適合するよう事業者に対策を求めていく。 

（新設） 

82 地域特性の反映 （大規模停電対策） 

○ 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、協定に基づき、電力会社等と連携して災害時

の早期電力復旧に取り組む。 

○ 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に取り組み、今後電力会社と連携して電力供給網の予防

保全を図っていく。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

    

82 時点修正（事業完

了） 

（削除） 【重要業績指標】 

82 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・石油タンクの耐震基準への適合率 97％（H28） → 平成29

年3月末までに100% 

82 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・石油コンビナートに係る設備の耐震化率 83.6％（H28） → 

平成29年3月末までに100% 

    

  （５）情報通信 （５）情報通信 

82 国の取組の反映 （メディアに対する情報提供） 

○ 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する。 

（災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

○ 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る。 

 

 

 

○ 防災行政無線のデジタル化の推進等による、市町村や一般へ

の情報の確実かつ迅速な提供手段の多様化の施策を着実に推

進する。また、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の通信手段が

中断した際にも、情報提供・通信ができるよう、防災行政無線

やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メール、コミュニテ

ィＦＭ等を通じた、県民が容易に必要な情報を入手できる環境

の構築を図る。 
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（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

○ 県内の観光・宿泊施設へ、国が作成した「自然災害発生時の

訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」

や国内における緊急地震速報及び津波警報及び気象特別警報

を英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語で通知する情報発

信アプリ等の周知を図る。 

〇 外国人県民に対する防災知識の普及を推進するほか、災害時

の外国人支援活動の担い手を養成するとともに、災害時多言語

支援センターによる多言語情報発信や通訳ボランティア派遣

体制の充実を図る。 

（国内外への情報発信） 

○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信するとともに、複数の情報伝達経路の確保に努める。 

（避難情報の確実な伝達） 

○ 関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共

有したうえで、防災行動とその実施主体を時系列で整理したタ

イムラインを市町村と協働して策定し、試行的に運用を開始す

る。 

83 時点修正 （防災関係機関の情報通信手段の多様化等） 

○ 防災関係機関の拠点となる施設において、情報通信手段の多

様化や非常用電源の確保等を進める。 

 

○ 防災関係機関の拠点となる施設において、情報通信手段の多

様化や非常用電源の確保等を進める。 

83 時点修正 （孤立集落対策の支援） 

○ 孤立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町

村の孤立集落対策を支援する。 

 

○ 孤立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町

村の孤立集落対策を支援する。 

    

  （６）産業構造 （６）産業構造 

83 時点修正 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

○ 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進するため、セミナーを通

じた啓発を行うとともに、相談、専門家派遣により取組を支援

する。 

 

 

○ 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進するため、セミナーを通

じた啓発を行うとともに、相談、専門家派遣により取組を支援

する。 



104 

 

83 時点修正 （中小企業に対する資金調達支援） 

○ 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

支援を行う。 

 

○ 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

支援を行う。 

83 時点修正 （削除） ○ 大規模災害時に速やかに復旧するため、近隣の工業用水道事

業者と広域的な応援体制や復旧資材のバックアップ体制の整

備を図る。 

83 地域特性の反映 （広域的災害発生時の工業用水道施設の復旧における応援体制

の確保） 

○ 関東１都５県２政令市の工業用水道事業者において締結し

ている「関東地域における工業用水道災害相互応援に関する協

定書」に基づき、応急復旧資材の備蓄情報などを共有するとと

もに、被災時に早期復旧が図られるよう人員や資機材の応援活

動を実施する体制を整備する。 

（工業用水道施設の強靱化の推進） 

○ 施設更新・耐震化長期計画に基づき、工業用水道施設の管路

及び浄水場等の施設について、耐震化を進めていくとともに、

計画的な施設更新により老朽化対策も促進する。 

○ 大規模な風水害の発生に備えるため、長期停電や浸水への対

策を進める。 

 

 

○ 関東１都５県２政令市の工業用水道事業者の相互応援協定

に基づき、応急復旧資材の備蓄情報などを共有するとともに、

人員や資機材の応援活動を実施する。また、工業用水道施設の

管路及び浄水場等の施設について、耐震化を進めるとともに、

計画的な施設更新により老朽化対策を促進する。 

83 移項（ 6から 12

へ） 

（削除） ○ 建設産業における担い手の確保・育成を図るため、行政と建

設業団体が連携して建設業の魅力を発信するなど、技術者の確

保・育成等の支援を続ける。また、あらゆる災害を想定した防

災訓練等を実施することにより、災害応急業務協定による対応

強化を図る。 

83 移項（6から5へ） （削除） ○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信する。 

83 時点修正 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

○ 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める。 

 

○ 県内の金融機関で進められている建物等の耐災害性の向上

やシステムのバックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の

確保やＢＣＰ策定・実効性向上等の状況の把握に努める。 

83 移項（ 6から 13

へ） 

（削除） ○ 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練
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等を定期的に実施する。 

    

  （７）交通・物流 （７）交通・物流 

84 時点修正 （無電柱化の推進） 

○ 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める。 

（道の駅の防災機能強化） 

○ 災害時に避難場所や救助部隊の活動拠点等にもなりえる、

「道の駅」の防災機能の強化を促進する。 

（道路の法面対策） 

○ 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する。また、法面の適切な維持管理に

ついては維持管理計画を策定し、それに基づいた計画的な法面

の補修、施設の更新を行う。 

（道路橋梁の耐震化） 

○ 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、緊急輸送道路を含む国道・県道の橋梁の耐震化を

着実に推進する。 

（道路の防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策を着実に推進する。 

（インフラの防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する。 

（緊急輸送道路を含む国道、県道等の整備と適切な維持管理） 

○ 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する。また、災害時においても

これらの機能を維持するため、適切な維持管理に取り組む。 

 

○ 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道・

農林道等の整備や連続立体交差事業を推進する。また、災害時

においてもこれらの機能を維持するため、適切な維持管理を行

う。 

84 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

○ 地震による建築物の倒壊等により緊急時の通行障害が生じ

ないよう緊急輸送道路の沿道の建築物の実態を把握し、所有者

等への啓発に努め、耐震化を促進する。 

 

○ 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を

促進する。 

84 時点修正 （道路啓開計画策定） 

○ 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救
 

○ 発災後の迅速な救命・救急ルート確保のための道路啓開に向
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助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する。 

けて、関係機関の連携等により装備資機材の充実、情報共有な

ど必要な体制整備を図る。 

84 移項（ 7から 12

へ） 

（削除） ○ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネ

ーター、労働者、地域に精通した技術者等）の育成の視点に基

づく横断的な取組により、迅速な道路啓開、復旧の体制整備を

図る。 

84 時点修正 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を推進する。 

 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通、圏央道や富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する。 

○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る。 

 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道、外環道、北千葉道路など高規格幹線道路等の整備を促進す

るとともに、地域高規格道路、県境橋梁を含む国道・県道の整

備を推進する。 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道や館山道の暫定

２車線区間の早期４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５

７号などの改良を促進する。 

 

○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、第二東京湾岸

道路、国道１６号千葉柏道路などの計画の具体化を図る。 

84 時点修正 （都市防災機能を有する街路の整備推進） 

○ 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入

路・避難路として機能する街路の整備を推進する。 

 

○ 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入

路・避難路として機能する街路の整備を推進する。 

85 時点修正 （港湾における津波避難対策の検討） 

○ 港湾地域において浸水被害が想定されるエリアについては、

市が策定する津波避難計画に港湾の特殊性を考慮した対策を

反映できるよう支援する。 

（耐震強化岸壁の整備） 

○ 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、海からの救援

物資や救援救護要員の輸送を可能とする施設が不足しており、 

さらに近年、船舶の大型化が進んでいることから、大型船に対

応した耐震強化岸壁の整備を進めるとともに、救援・復旧支援

基礎用地としてのオープンスペースの整備を促進する。特に千

葉港の千葉中央地区において、貨物取扱ヤードが不足している

ことから、千葉港港湾計画に基づき港湾施設の機能強化を図る

ため埠頭再編を進める。 

 

○ 港湾における津波避難対策を検討し、津波避難行動の啓発や

実践的な避難訓練等を関係機関が連携して実施するとともに、

港湾ＢＣＰの実効性の確保を図り、港湾施設の耐震化を進め

る。 
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（港湾ＢＣＰの見直し・改善） 

○ 港湾施設の多発同時被災による海上輸送機能の停止に対応

するため、港湾のＢＣＰの見直し等に取り組み、実効性の向上

を図る。 

（港湾施設の防災対策） 

○ 港湾施設の耐震性能の強化等を着実に推進する。 

85 時点修正 （鉄道の耐震化） 

○ 災害時において、鉄道利用者等の安全確保及び輸送機能の維

持など安全性の向上を図るため、これまでも高架橋及び橋上駅

舎の耐震補強を進めてきたが、未実施箇所について引き続き耐

震補強を促進する。 

 

○ 災害時において、鉄道利用者等の安全確保及び輸送機能の維

持など安全性の向上を図るため、これまでも高架橋及び橋上駅

舎の耐震補強を進めてきたが、未実施箇所について引き続き耐

震補強を促進する。 

85 時点修正 （空港機能の早期復旧） 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する。 

 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を強化する。 

85 移項（ 7から 13

へ） 

（削除） ○ 民間物流施設の活用、協定の締結等により、県、市町村、民

間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実効性を

高めていく。 

85 時点修正 （代替輸送路等の確保） 

○ 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する。 

 

○ 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する。 

85 時点修正 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

○ 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、訓練等で検証を行い計画の実効性を確保するとともに、主

要な輸送ルートとなる東関道や圏央道のほか、これにアクセス

する銚子連絡道路等の道路網の充実、重要港湾化の構想があっ

た名洗港の機能強化や漁港の利活用の検討、成田空港の活用

等、それぞれの管理者との連携を密に行い、陸・海・空の連携

によるネットワークの強化を図る。 

（漁港施設の耐震化等） 

○ 大規模地震時に物資輸送ルートを確実に確保するため、輸送

モード間の連携等により、複数輸送ルートの確保を図るととも

 

○ 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

水害、土砂災害等や老朽化対策を着実に進めるとともに、輸送

モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図る。 
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に、陸上輸送の寸断に備えた防災拠点漁港の耐震化を着実に進

める。また、震災時に耐震岸壁が所要の機能を発揮できるよう

岸壁前面の浚渫を計画的に実施する。 

（輸送ルートの確保） 

○ 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る。 

86 時点修正 （農林道・農道橋等の保全対策の推進） 

○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農林道の整備や適正な維持補修を推進する。 

また、日常点検や定期的な機能診断により、耐震化等の対策

工事を要する場合には、着実な推進を図る。 

（農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある農林道の保全を優先的に進めると

ともに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る。 

 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、幅員、通行可能

荷重等の情報を道路管理者間で共有を図る。 

86 移項（7から11へ） （削除） ○ 富士山噴火による降灰被害は広域範囲に及ぶため、国の検討

状況を踏まえ、火山灰による被害を軽減する対策を検討する。 

86 時点修正 （緊急輸送のための交通の確保） 

○ 直下地震が発生した際、必要な対応を行うために策定してい

る交通規制計画等について、実効性が図れるよう適宜見直しを

行う。 

（新設） 

    

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

86 時点修正 ・無電柱化整備延長 28.6km（R2） → 41.7km（R7） ・無電柱化整備延長 26km（H27） → 27km（H32） 

86 時点修正 ・道路法面等の要対策箇所の対策率  42.2％（R2） → 45.7％

（R7） 
・道路法面等の要対策箇所の対策率  66％（H27） → 68％

（H32） 

86 時点修正 ・橋梁の耐震補強率 65.0％（R2） → 78.7％（R7） ・橋りょうの耐震補強率 99％（H27） → 100％（H29） 

86 時点修正（事業の

完了） 

（削除） ・港湾における津波避難対策の検討 未検討（H28） → 検討

済（H32） 

86 移項（7から2へ） （削除） ・水辺拠点の整備（西および北印旛沼） 1箇所実施中（H28) → 

2箇所完成（H31） 

86 時点修正 ・耐震強化岸壁の整備（全 13バース） 7バース（R2） → 8 ・耐震強化岸壁の整備（全10バース） 7バース（H28） → 8
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バース目完成（R6） バース目の事業着手（H32） 

86 時点修正 ・高規格幹線道路等の整備率 93％（R2） → 整備率の向上を

図る（R7） 
・高規格幹線道路の整備率 89％（H28） → 整備率の向上を

図る（H32） 

86 時点修正 ・千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練 実施（R2） 

→ 毎年度実施（R3～） 
・千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練 実施（H28） 

→ 毎年度実施（H29～） 

86 移項（ 7から 14

へ） 

（削除） ・「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 実施中（H28） 

→ 毎年度実施（H29～） 

86 新設 ・農道の保全対策工事実施地区 0施設(R3) → 3施設(R7)  （新設） 

    

  （８）農林水産 （８）農林水産 

86 時点修正 （海岸防災林の整備） 

○ 千葉東沿岸海岸保全基本計画に基づき、津波の高さを考慮し

て整備している砂丘について、適切な維持管理を行い、所要の

機能を確保していく。また、砂丘背後の県有保安林については、

津波に対する被害軽減効果も考慮してクロマツ等の植栽を進

める。 

（土地改良施設に係る施設管理者の業務体制の確立（継続計画策

定）の推進及び体制強化） 

○ 施設管理者の自主的な防災対策の整備を促すため、土地改良

区等の関係団体の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を推進し、体

制の強化を図る。 

（水産物の一連の生産・流通過程におけるＢＣＰ策定等の推進） 

○ 大規模自然災害時においても円滑な水産物の供給を維持す

るため、国の取組と連携しながら、漁業協同組合等に対し、Ｂ

ＣＰ策定にかかる情報提供等を行い、災害時の業務継続に対す

る意識の向上を図り、ＢＣＰ策定を促進する。 

（ため池の耐震化） 

○ 被災した場合に経済活動及び住民生活等への影響が大きい

農業用ため池の地震被害を防止するため、耐震対策を推進す

る。 

 

○ 近年、地球温暖化等による災害の発生リスクの高まりが懸念

されることを踏まえ、農山漁村における人命・財産の保護、二

次被害の防止・軽減を図るため、農業施設や森林の整備、漁港・

漁村の防災機能の強化、施設管理者のＢＣＰ作成など、ハード

対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策を関係機関が

連携して強化する。 

87 時点修正 （農地等の適切な保全管理） 

○ 農地等の有する多面的機能を維持していくため、地域が共同

で行う保全活動や中山間地域等における農業生産活動の継続

的な実施への支援を行う。 

 

○ 地域コミュニティ等との連携を図りつつ、地域に根ざした植

生の活用など、自然との共生の視点も含めた、農山漁村におけ

る農業・林業等の生産活動を持続し、６次産業化等により地域
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（荒廃地等における治山施設の整備） 

○ 危険箇所の重要性や緊急性等を考慮し、効率的、効果的に治

山施設の整備を進める。 

資源の活用を図り、農地・森林等を適切に保全管理することを

通じて、農地・森林等の荒廃を防ぎ、県土保全機能を適切に発

揮させる。その際、人口の減少や高齢化等が進行していること

から地域コミュニティ等による地域資源の保全管理や自立的

な防災・復旧活動の機能を最大限活用できるようにする。 

87 時点修正 （農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

利施設等の整備・補強を推進する。 

  また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設について、土砂

災害の被害を最小限に抑えるため、整備を推進する。 

 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

利施設等の整備・補強を推進する。 

87 時点修正 （農地・農業水利施設等の適切な保全管理） 

○ 安定した農業用水を維持するとともに、農地の持つ雨水の貯

留や土壌流出の防止など国土保全機能を保持するため、地域資

源である農業水利施設の機能診断等の実施を通じ、計画的な整

備、補修及び更新を推進する。 

 

○ 安定した農業用水を維持するとともに、農地の持つ雨水の貯

留や土壌流出の防止など県土保全機能を保持するため、地域資

源である農業水利施設の機能診断等の実施を通じ、計画的な整

備、補修及び更新を推進する。 

87 時点修正 （食料安定供給のためのほ場整備の推進） 

○ 大規模自然災害による全国的な食料不足等に備え、首都圏の

食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田

の大区画化や畑利用等が可能となるほ場整備を推進する。 

 

○ 大規模自然災害による全国的な食料不足等に備え、首都圏の

食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田

の大区画化や畑利用等が可能となるほ場整備を推進する。 

87 時点修正 （卸売市場施設整備の推進） 

○ 大規模災害時においても円滑な食料供給を維持するため、市

場機能の維持等の観点から、物流インフラの災害対応力の強化

の一環として、県内卸売市場の耐震整備等を推進する。 

  各卸売市場のＢＣＰの策定等を推進するとともに、災害時に

おける市場間連携協定の締結等による災害時対応に係る複数

市場間における連携・ネットワーク構築を促進する。同時に、

災害時における集荷力の維持のため、卸売市場と産地との適正

な情報連絡網の構築等、平時から発生時を見据えた取組を行

う。 

 

○ 円滑な食糧供給を維持するため、県内卸売市場の耐震化や災

害時における市場間連携協定の締結、産地との適正な情報連絡

網の構築等により、物流インフラの災害対応力の強化を図る。 

87 移項（8から7へ） （削除） ○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農道の整備や適正な維持補修を推進する。 
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87 時点修正 （森林の国土保全機能の維持・発揮のための多様で健全な森林の

整備等） 

○ 県土の保全、水源の涵養、地球温暖化防止など森林の有する

多面的機能を発揮させるため、森林施業の集約化や低コスト化

を図りつつ、計画的で適切な森林整備を進める。 

（山村コミュニティによる森林整備・保全活動の推進） 

○ 野生鳥獣対策を推進するとともに、里山活動団体等の多様な

主体による森づくりを支援することにより、里山の整備を進

め、県土保全機能の維持を図る。 

 

 

○ 県土の保全、水源の涵養、地球温暖化防止など森林の有する

多面的機能を発揮させるため、森林施業の集約化や低コスト化

を図りつつ、計画的で適切な森林整備を進める。 

87 移項（8から5へ） （削除） ○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信する。 

87 地域特性の反映 （災害に強い森づくりの促進） 

○ 風倒木等による災害の未然防止につながる、災害に強い森づ

くり事業により、市町村が行うインフラ周辺の事前伐採等の森

林整備を支援する。 

（新設） 

 

 

    

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

88 時点修正 ・海岸県有保安林の整備面積 138ha（R元） → 245ha（R6） ・海岸県有保安林の整備面積 65ha（H27） → 165ha（H32） 

88 時点修正 ・湛水被害のリスクを軽減する面積 +4,414ha(R2) → ＋

5,564ha（R7） 

・湛水被害のリスクを軽減する面積  ＋4,186ha（H32） 

88 時点修正 ・ため池の耐震化により被害を軽減する面積 +198ha（R2） →

＋224ha（R7） 
・ため池の耐震化により被害を軽減する面積  ＋148ha（H32） 

88 時点修正 ・安定的な用水供給機能の確保を行う面積 +2,806ha（R2） →

＋6,438ha（R7） 

・安定的な用水供給機能の確保を行う面積  ＋2,806ha（H32） 

88 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・農道橋（延長 15m以上）及び農道トンネルを対象とした点検・

診断の実施割合 

9割（H27） → 10割（H32） 

88 時点修正 ・土砂災害のリスクを軽減する面積 +343ha（R2） → ＋911ha

（R7） 

・土砂災害のリスクを軽減する面積 ＋518ha（H32） 

88 時点修正 ・土地改良事業に係る事業継続計画（ＢＣＰ）の策定数 4（R2）

→ 6（R7） 
・土地改良事業に係る事業継続計画（ＢＣＰ）の策定数 1（H27） 

→ 5（H32） 

88 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・農業集落排水施設の機能診断実施地区 19（H27） → 58（H32） 

88 新設 ・農業集落排水施設の改築工事着手率 4地区/66地区（R2） → （新設） 
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9地区/66地区（R6） 

88 移項（ 8から 14

へ） 

（削除） ・「林道施設長寿命化計画」の策定 未策定（H27） → 策定（H32） 

88 時点修正 ・農地の整備率 58.1％（R2） → 58.4％（R7） ・農地の整備率 56.0％（H27） → 56.6％（H32） 

88 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・「海岸施設長寿命化計画」の策定（漁港海岸） 未策定（H27） 

→ 策定（H32） 

    

  （９）県土保全 （９）県土保全 

88 地域特性の反映 

外部意見の反映 

（津波対策の推進） 

○ 津波が発生した際に、市町村の津波対応や住民等避難行動が

迅速にできるよう、市町村に津波浸水予測図や津波高、浸水深

など津波シミュレーションを実施した結果のデータを提供す

るとともに、「千葉県津波避難計画策定指針」を必要に応じて

見直すなど、市町村の津波ハザードマップや津波避難計画の作

成、見直し及び市町村区域を越えた避難体制の構築を支援す

る。 

（海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

○ 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める。また、水門、樋門等の自動

化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構

築や操作員の安全の確保を図る。特に津波に対する防護水準を

満たさない施設については、速やかに整備を進める。 

（津波・高潮ハザードマップ作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の津波浸水想定図及び、東京湾沿岸に係

る想定し得る最大規模の高潮浸水想定区域図の公表を平成３

０年１１月に行った。引き続き、千葉東沿岸を含めた、想定し

得る最大規模の高潮浸水想定区域等の指定に向けた検討を進

める。 

（津波避難体制の強化） 

○ 速やかな避難行動に役立つ海抜表示の看板等の設置や畜光

式の看板の設置を支援する。 

（大規模水害対策の推進） 

○ 洪水ハザードマップや内水ハザードマップ等の各種ハザー

ドマップの作成支援をはじめとしたソフト対策をさらに推進

 

○ 大雨や地震等に起因して発生する河川・海岸・土砂等の自然

災害に対して、ハード施設の整備により対策を進める。これと

共に、ハザードマップの作成推進、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を進める。 
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する。 

（洪水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の指定が完

了した水位周知河川とその支川１２０河川及び小規模河川９

１河川について、市町村に対しハザードマップの作成支援を行

う。 

また、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難

訓練の実施について、関係市町村と連携し、施設管理者の計画

作成や訓練の実施を支援する。 

（内水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模降雨の内水氾濫に係る内水ハザードマ

ップを作成するよう市町村を支援する。 

（水害に強い地域づくり（河川）） 

○ 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める。 

 また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する。 

（激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

○ 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進する。 

  また、土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、土砂災害

のおそれのある区域の周知に努めるとともに、土砂災害警戒区

域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅等の新規

立地の抑制等のソフト対策を推進する。 

（土砂災害警戒区域の指定による警戒避難体制の整備等への支

援） 

○ 土砂災害ハザードマップ等の整備にあたり、市町村へ地図情

報（土砂災害警戒区域等及び基礎調査予定箇所）のＧＩＳデー

タを提供するとともに、作成方法についての助言を行う。また、

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難訓練の
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実施について、県担当部局や関係市町村と連携し、施設管理者

が作成する計画や訓練の実施を支援する。 

（土砂災害警戒情報の発表） 

○ 早期避難による人的被害の防止のため、銚子地方気象台と連

携し、土砂災害警戒情報の信頼性向上に向けて、精度検証を行

うとともに、土壌雨量指数や危険度メッシュ情報などの補足情

報を市町村や住民へ提供する。 

（土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施・緊急情報の通知） 

○ 大規模な地すべりが発生した場合は、地すべり防止区域を所

管する部署や市町村と連携して、速やかに緊急調査を実施し、

土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにし、土砂

災害緊急情報として市町村に通知するとともに、関係住民へ周

知する。 

（盛土の崩落を防ぐ安全対策） 

○ 都市計画法に基づく開発行為については、許可基準に基づ

き、適切に審査・検査等を行うとともに、同法に違反する不適

正な盛土による崩落等を防止するため、関係市町村と連携し、

事業者への指導を行うなど、適正な宅地開発の履行を促進す

る。 

○ 農地については、不適正な盛土による崩落・地すべりを防止

するため、市町村等の関係機関との連携により、監視の強化と

事業者への指導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る。 

○ 森林法に基づく開発行為については、審査基準に基づき、適

切に審査等を行うとともに、同法に違反する不適正な盛土によ

る崩落等を防止するため、市町村等の関係機関との情報共有を

図りながら、事業者への工事の進捗状況の確認や現地調査を適

時に実施し、施工状況に応じたきめ細やかな指導を行うなどの

現場の監視を強化し、また、計画どおり施工されていない場合

等の危険性を的確に把握し、事業者への適切な指導を行うな

ど、適正な林地開発行為の履行を図る。 

○ なお、残土及び再生土による埋立てについては、汚染物質の

混入等や、不適正な堆積構造による崩落を防止するため、市町

村等の関係機関との連携により、監視の強化と事業者への指

導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る。 
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（海岸保全施設の耐震・液状化対策） 

○ 防護機能の低下による浸水被害を防止するため、海岸保全施

設の耐震・液状化対策等を計画的かつ着実に進める。 

（雨量・河川水位の情報伝達） 

○ 雨量・河川水位観測局の更新・メンテナンスを実施するとと

もに、故障があった場合は、早急に機器修繕を実施する。 

（河川監視体制の強化） 

○ 住民の迅速な避難行動に繋げるため、きめ細かな水位監視に

努めるとともに、洪水時の水位観測に特化した危機管理型水位

計の設置を進める。 

また、住民の自発的な避難行動に結びつけるため、映像によ

り増水の切迫性を確認できるよう河川監視カメラの設置を進

める。 

（河川管理施設における停電対策の推進） 

○ 治水ダムについて、大規模停電時も業務を継続できるよう、

予備発電機の燃料調達を確実にするための体制を構築すると

ともに、予備発電設備機能を強化し、運転可能時間を７２時間

へ延伸する。 

○ 予備電源が確保されていない排水機場について、停電時に施

設機能が確保できるように予備発電設備を設置する。 

90 時点修正 （地籍調査の促進） 

○ 迅速な復旧・復興を図るため、地籍調査を促進し、土地境界

等を明確にする。 

（新設） 

90 移項（ 9から 14

へ） 

（削除） 

 

○ 海岸保全施設、砂防関係施設、下水道施設等の長寿命化計画

を策定し、計画に基づいた維持管理、施設の更新を推進する。 

90 移項（9から1へ） （削除） ○ 大規模災害による被害の軽減を図るためには、地域防災力の

向上が不可欠であることから、防災啓発の推進や消防団や自主

防災組織、ボランティア等の育成強化等に努めるとともに、県

民一人ひとり及び地域コミュニティの防災意識の高揚や自

助・共助による地域の防災力の強化を図る。 

    

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

90 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・「海岸施設長寿命化計画」の策定 

  建設海岸 未策定(H28) → 策定(H30) 
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  港湾海岸 未策定(H28) → 策定(H30) 

  漁港海岸 未策定(H28) → 策定(H32) 

90 移項（ 9から 14

へ） 

（削除） ・老朽化対策(水門・排水機場等)(港湾海岸全109施設) 4施設

(H28) → 7施設（H31） 

90 時点修正 ・海岸堤防整備 

  （建設海岸） （全 51.7km）9.0km（R元） → 11.4km（R6） 

  （港湾海岸） （全 66.9km）32.2km（R2） → 34.7km（R6） 

  （漁港海岸） （全 2.3km）1.2km（R2） → 2.3km（R6） 

・海岸堤防整備 

  （建設海岸） （全 51.7km）11.7km（H28） → 32.6km（H32） 

  （港湾海岸)  (全 66.9km) 31.8km（H28） → 32.4km（H31） 

  （漁港海岸） （全 3.2km）0.2km（H28） → 3.2km（H31） 

90 時点修正 ・海岸侵食対策 

  ＜ヘッドランド＞（全 11基） 0基（R元） → 2基（R6） 

 

  ＜離岸堤＞（全 7基） 0基（R元） → 2基（R6） 

  ＜養浜＞（全 2,700,000㎥） 450,000㎥（R元） → 870,000

㎥（R6） 

・海岸侵食対策 

  ＜ヘッドランド＞（全 9.4km） 6.0km（H28） → 6.4km

（H32） 

  （新設） 

  ＜養浜＞（全231,000㎥） 63,800㎥（H28） → 114,000

㎥（H32） 

90 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・水門・樋門の自動化（建設海岸） 検討（H28） → 対応（H31） 

90 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・水門・樋門の自動化（津波対策河川） 検討（H28） → 対

応（H30） 

90 時点修正 ・河川堤防の地震対策（1河川） 3.65km（R2） → 4.59km（R6） ・河川整備（津波対策）（全7河川） 14.3%（H28） → 100%

（H30） 

90 時点修正 ・耐震・液状化対策（建設海岸） 未実施（R元） → 対応（R6） ・耐震・液状化対策（建設海岸） 検討（H28） → 対応（H31） 

90 新設 ・高潮ハザードマップ作成のための浸水想定の実施 実施（R4） （新設） 

90 時点修正 ・河川整備目標に対する河川整備率 58.5％（R2） → 59.6％

（R6） 

・重点整備河川の整備 67.4%（H28） → 67.9%（H32） 

90 時点修正 ・ダムの堰堤改良（全 5施設） 1施設（R元） → 2施設（R6） ・ダムの堰堤改良（全2施設） 0（H28） → 1（H32） 

91 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・ダムの長寿命化計画策定（全5施設） 2（H28） → 5（H32） 

91 時点修正 ・砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全 575 戸） 

161戸（R元） → 414戸（R6） 

・砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全203戸） 31

（H28） → 203（H32） 

91 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・砂防関係施設の長寿命化計画の策定 未策定（H28） → 策

定（H30） 

91 時点修正（事業完

了） 

（削除） ・最大規模の津波浸水想定の設定 実施中（H28） → 完了（H29） 

91 時点修正 ・耐震・液状化対策（水門） 5施設（R2） → 6施設（R6） ・耐震・液状化対策（水門） 4施設（H28） → 5施設（H31） 
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91 時点修正 ・土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進 10,980箇所（R元） 

→ 21,750箇所（R7） 
・土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進 5,663箇所（H27） → 

11,000箇所（H31） 

91 時点修正 ・地籍調査進捗率 16.6％（R元） → 17.7％（R3） ・地籍調査進捗率 14.9％（H27） → 15.4％（H28） 

91 移項（ 9から 14

へ） 

（削除） ・排水機場等の長寿命化計画に基づく延命処置施設 実施中

（H28） → 毎年実施（H28～） 

91 移項（ 9から 14

へ） 

（削除） ・河川維持管理計画作成 68河川（H27） → 145河川（H32） 

91 移項（9から2へ） （削除） ・下水道施設の更新・長寿命化対策実施率 5%（H27） → 100%

（H32） 

91 移項（9から1へ） （削除） ・自主防災組織のカバー率 59.5％（H27） → 80％（H31） 

    

  （１０）環境 （１０）環境 

91 時点修正 （一般廃棄物処理施設の防災機能の向上） 

○ 国が策定した「廃棄物処理施設整備計画（平成３０年６月）」

を踏まえて、市町村及び一部事務組合は、地域の核となる廃棄

物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならないよう、施

設の耐震化、浸水対策等を着実に推進する。また、県はその実

施にあたり必要な技術的支援を行う。 

（災害廃棄物仮置場整備の支援） 

○ 市町村は、国が策定した「災害廃棄物対策指針（平成３０年

３月）」を踏まえ、災害廃棄物の処理が停滞することのないよ

う、仮置場の候補地の選定を推進する。また、県は、市町村に

対し、必要に応じて技術的な支援を行う。 

 

○ 計画的な廃棄物処理施設の更新、広域的な処理体制の確保、

災害廃棄物を運搬・仮置き・分別するためのストックヤードの

整備、災害時に有効な資機材等の確保等を行うことにより、地

域ごとに関係者が連携した災害廃棄物の迅速かつ適正な処理

を可能とする廃棄物処理システムの構築に向けた対策を推進

する。また、災害時においても汚水の適正処理を実施する体制

を構築する。 

91 時点修正 （災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計

画の作成促進） 

○ 東日本大震災等を教訓に、国が策定した「災害廃棄物対策指

針（平成３０年３月）」を踏まえ、県及び市町村が一体となっ

て災害廃棄物処理計画の策定及び見直しを検討する。また、県

は、市町村が災害廃棄物処理計画の策定や見直しを進める上で

必要な技術的な支援を行う。 

 

 

○ 東日本大震災等を教訓に、国が策定した「災害廃棄物対策指

針（平成２６年３月）」を踏まえ、県及び市町村が一体となっ

て災害廃棄物処理計画の策定及び見直しを検討する。また、県

は、市町村が災害廃棄物処理計画の策定や見直しを進める上で

必要な技術的な支援を行う。 

91 時点修正 （削除） ○ 被災の影響を受ける可能性の高い浄化槽等の設置・管理状況

の把握や、耐震性に関する評価手法の確立など、市町村による

対応強化を支援する。 
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91 時点修正 （有害・危険物質対応資機材の整備） 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する。 

 

（有害物質の流出等への対応） 

○ 大規模地震等により河川等で異常水質の発生が確認された

際、有害物質等の大規模拡散・流出を防止するため、又は大気

中に有害物質が排出される事故が発生した際、周辺の区域にお

ける人の健康の保護及び生活環境の保全に資するため、迅速に

情報収集を行い、各関係機関との連絡調整を行う体制の維持に

努める。 

 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保するなど、健康被害や環境への悪影響を

防止する。 

91 時点修正 （災害廃棄物処理の支援体制の構築） 

○ 大量に発生する災害廃棄物の運搬・分別・処分を円滑に進め

るため、自治体間や民間団体との協力体制を構築し連携強化を

図る。 

 

○ 災害の規模等によっては、県や市町村等の人的・物的資源の

不足や対応能力の限界が生じ、有害物質の漏洩等が発生し、

人々の健康被害が生じるおそれがあることから、これに対する

対応を推進する。 

91 時点修正 （浄化槽台帳システムの整備の促進等による浄化槽の災害対応

力の強化） 

○ 浄化槽台帳システムについて、全ての情報のオンライン化及

び台帳情報の適正化を行い、災害が発生した場合における被災

浄化槽の情報を迅速に収集できるようシステムの適正な運用

を図る。 

 

（浄化槽の整備促進） 

○ 市町村が行う単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

補助に助成することにより、災害に強い新しい浄化槽への転換

を促進する。 

 

 

 

○ 浄化槽台帳システムの全ての情報のオンライン化及び台帳

情報の適正化を行い、災害発生時の浄化槽の情報が把握できる

ようシステムの適正な運用を図る。また、市町村に助成し、老

朽化した単独処理浄化槽から、災害に強い新しい合併処理浄化

槽への転換を促進する。 

92 時点修正 （自然公園や自然環境保全地域等の適切な管理） 

○ 無秩序な開発行為等は災害リスクを増大させる懸念がある

ことから、国定・県立自然公園区域や自然環境保全地域などに

おける開発行為等に対し、法令に基づき適切に対応する。 

（新設） 
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  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

92 時点修正 ・災害廃棄物処理計画の策定市町村数 39 団体（R2） → 54

団体（R3） 

・災害廃棄物処理計画の策定市町村数 1 団体（H27） → 54

団体（H32） 

    

  （横断的分野の推進方針） （横断的分野の推進方針） 

    

  （１１）リスクコミュニケーション （１１）リスクコミュニケーション 

92 時点修正 （地震対策の推進） 

○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、地震被害想定

調査の結果を踏まえて策定した減災目標を達成するため、事業

の進捗管理を行うとともに、適時新たな事業を追加していく。 

また、県民の防災意識の向上を図るため、各地域における液

状化などの災害リスクや住宅の液状化対策工法などを「ちば地

震被害想定のホームページ」や「液状化しやすさマップ」など

を通じ、分かりやすく県民に伝える。 

（集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

○ ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知などに取り組む。 

 

○ 地震・津波による被害軽減対策を進めるため、新たな地震被

害想定調査の結果を踏まえ、県民に各地域における災害リスク

を分かりやすく伝え、県民の防災意識の一層の向上を図る。 

92 時点修正 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

○ 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める。 

 

○ 自助、共助、公助の理念に基づく国、県、市町村、県民や民

間事業者等全ての関係者が参加した自発的な取組を双方向の

コミュニケーションにより促進する。また、学校等における防

災教育の充実を含め、全ての世代が生涯にわたり国土強靱化に

関する教育、訓練、啓発を受けることにより、リスクに強靱な

経済社会を築き、被害を減少させる。 

92 時点修正 （地域防災力の向上） 

○ 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

 

○ リスクコミュニケーションを進める上で基本となる地域コ

ミュニティにおいては、住民の社会的な関わりの増進及び地域

力を強化することが、女性、高齢者、子ども、障害者、外国人

等への配慮を含めた住民同士の助け合い・連携による災害対応

力の向上や災害後の心のケアにつながることを重視し、必要な
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ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める。 

取組を推進する。また、消防団や自主防災組織、防災ボランテ

ィア等による地域を守る組織・団体等の主体的な活動を促進す

る。 

92 移項（11から12

へ） 

（削除） ○ 住民・民間事業者を対象として、災害から得られた教訓・知

識を正しく理解し実践的な行動力を習得した指導者・リーダー

等の人材の育成を支援する。 

92 移項（7から11へ） （富士山噴火による降灰対策） 

○ 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されることから、各分野、関係者間

の横断的な降灰対策の実施が必要となるため、各分野における

基本的な対策を示した対応方針を策定のうえ、対応方針に基づ

く具体的な降灰対策の実施に向けた体制づくりに取り組む。 

（新設） 

    

92 時点修正 （削除） 【重要業績指標】 

92 移項（9から1へ） （削除） ・自主防災組織のカバー率 59.5％（H27） → 80％（H31） 

    

93 基本計画の反映 （１２）人材育成 （新設） 

93 新設 （防災を担う人材の育成） 

○ 大規模災害時の救援・救助など地域の防災活動において、地

域と行政、ボランティア組織等との連絡調整を担う人材の育成

が重要であることから、市町村と連携して、防災ボランティア

のリーダーとなる「災害対策コーディネーター」の養成・活動

支援を行う。 

（新設） 

93 新設 （防災・減災の担い手（建設業）の確保等の推進） 

○ 建設産業における担い手の確保・育成を図るため、「千葉県

魅力ある建設事業推進協議会」（ＣＣＩちば）等を活用し、行

政と建設業団体が連携して技術者の確保・育成等を支援する。 

 また、発災時に各種団体との応急業務協定が有効に機能する

よう、あらゆる災害を想定した防災訓練等を実施することによ

り、災害応急業務協定による対応強化を図る。 

さらに、応急復旧の迅速化を図るため、情報化施工等、有用

な技術の普及を図る。 

（新設） 

93 新設 （建物被害認定体制の充実） 

○ 大規模災害時に迅速・公平に被災者を支援し、速やかな復旧

（新設） 
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を図るため、市町村における罹災証明書の交付にかかる建物被

害認定を行うための職員の養成を支援するとともに、他自治体

や民間団体等との連携を促進し、認定体制の充実を図る。 

93 移項（ 1から 12

へ） 

（訓練環境の整備充実） 

○ 救助部隊の災害対応能力の強化に向け、恒常的な訓練の他、

防災関係機関との合同訓練の充実を図ることでその機能強化

に努める。 

○ 訓練施設の充実を図るなど、災害対応能力の向上に効果的な

訓練環境の整備に向けた各種取組を推進する。 

（新設） 

93 新設 （消防職員等に対する教育訓練の充実強化） 

○ 消防職員や団員に対する高度で実戦的な教育訓練を充実強

化するとともに、自主防災組織等に対する実践的な研修・訓練

を進める。 

（新設） 

    

93 基本計画の反映 （１３）官民連携 （新設） 

93 移項（ 7から 13

へ） 

（支援物資の調達・供給体制の構築） 

○ 地方公共団体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給

体制の確立のため、民間物流施設の活用、関係者による協議会

の開催、関係者間の協定の締結、関係者のＢＣＰの策定、県応

援受援計画の活用等によるほか、官民の関係者が参画する支援

物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性

を高める。 

（新設） 

93 移項（ 1から 13

へ） 

（災害時の石油類燃料の確保） 

○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る。 

（新設） 

93 移項（ 3から 13

へ） 

（医師会等との連携強化） 

○ 広域的かつ大規模な災害の場合、医療機関等において、大量

に発生する負傷者が応急処置・搬送・治療能力等を上回るおそ

れがあることから、医師会との訓練等を通じて、医療救護体制

の強化を図る。 

（新設） 

94 新設 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

○ 災害時に被災住民を支援するため、野菜、日持ちカット野菜、

（新設） 
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焼きイモ、蒸しトウモロコシ、精米、無洗米、炊飯米について、

関係団体との協定を維持し、協力連携を図っていく。 

94 移項（4,6,7から

13へ） 

（災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

○ 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

○ 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

○ 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る。 

（輸送手段の確保） 

○ 災害時において臨時バスやタクシーなどの代替輸送手段を

確保するため、関係機関や事業者との協力体制の確保に努め

る。 

（新設） 

94 新設 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

○ 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る。 

（新設） 

    

94 基本計画の反映 （１４）老朽化対策 （１２）老朽化対策 

94 地域特性の反映 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

○ 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する。 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 施設ごとの長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更

新を行うとともに、施設の適切な維持管理を実施する。 

（集落排水施設の機能診断に基づく老朽化対策の推進） 

○ 農業集落排水施設について、汚水処理の機能確保のため、機

能診断に基づく老朽化対策を計画的に行う。 

（海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

 

○ 既存インフラの老朽化の割合が加速度的に増加するなど、高

度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老

朽化することを踏まえ、人命を守り、必要な行政・経済社会  

システムが機能不全に陥らないようにする観点から、中長期的

なトータルコストの縮減・平準化を図りつつ、インフラの長寿

命化を図るための維持管理・更新を確実に実施する。 
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○ 海岸保全施設が、今後大量に施設更新時期を迎えるため、維

持管理費用の縮減や各年の維持管理費の平準化を目的とした

長寿命化計画に基づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新

等を進める。特に都市機能や人口が集積するゼロメートル地帯

を背後地に有する施設は重要性が高く、施設更新の緊急性が求

められていることから国と連携して進める。 

（河川管理施設の維持管理・更新） 

○ 河川では、河川維持管理計画に基づき、巡視・点検を行い、

破損が生じた場合は修繕等に努める。堆積土砂・竹木伐採につ

いては、河川の流下を阻害する土砂の堆積状況や竹木の繁茂状

況を確認し、適切に河川機能の維持に努める。 

また、排水機場等の施設は長寿命化計画に基づき、計画的な

施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策を進める。 

（港湾施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 災害時においても社会経済活動の維持に必要な港湾施設が、

今後大量に施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化

や各年の維持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画に基

づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策

を進める。 

（一般廃棄物処理施設の老朽化対策） 

○ 市町村及び一部事務組合における廃棄物処理施設の総合的

な長寿命化を進めるための長寿命化計画の策定と、施設の老朽

化、耐震化対策に技術的支援を行い、その取組を促進する。 

95 時点修正 （行政機関等の機能低下回避） 

○ 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努め

る。 

 

○ 施設諸元や老朽化の進展状況など維持管理に必要な情報確

保に努めつつ、「千葉県公共施設等総合管理計画」に基づく個

別施設計画をロードマップに沿ってできるだけ早期に策定し、

真に必要な各インフラにおける点検・診断・修繕・更新に係る

メンテナンスサイクルを構築するとともに、メンテナンスサイ

クルが円滑に回るよう所要の取組を実施する。 

95 時点修正 （削除） ○ 災害時の拠点としての機能を有する施設については、その機

能を十分発揮できるよう日常から施設の適正な管理を行い災

害への備えを万全にし、災害時にも施設が機能不全に陥らない

ようにする。また、長寿命化に係る改修等の機会をとらえ、計
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画的な耐震化を図るとともに、災害に備えた施設整備に取り組

む。 

    

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

95 移項（ 7から 14

へ） 

・「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 実施（R2） → 

毎年度実施（R3～） 

（新設） 

95 新設 ・「海岸施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 

  建設海岸 未実施（R3） → 毎年度実施（R3～） 

  港湾海岸 未実施（R2） → 毎年度実施（R3～） 

  漁港海岸 未実施（R2） → 実施（R6） 

（新設） 

95 新設 ・砂防関係施設の長寿命化計画に基づく点検・補修 未実施（R2） 

→ 毎年度実施（R3～） 

（新設） 

95 新設 ・排水機場等の長寿命化計画に基づく延命処置 

  建設海岸 実施中（R2） → 毎年度実施（R3～） 

  港湾海岸 実施中（R2） → 毎年度実施（R3～） 

  漁港海岸 実施中（R2） → 毎年度実施（R3～） 

（新設） 

    

95 基本計画の反映 （１５）少子高齢化対策 （１３）少子高齢化対策 

95 移項（15から12

へ） 

（削除） ○ 少子高齢化の進展によって、都市や地域の機能が低下する中

で、地域における「共助」を支える担い手の確保が重要となる

ことから、消防団員の確保促進や自主防災組織の充実・強化と

防災ボランティアのリーダーとなる「災害対策コーディネータ

ー」の養成・活動支援を推進するとともに、県民一人ひとり及

び地域コミュニティの防災意識の高揚や防災力の強化を図る。 

95 時点修正 （災害時避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

いて、名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別

避難計画策定の取組を一層促進し、避難支援体制の充実を図

る。 

（福祉避難所の指定促進） 

○ 市町村における、福祉避難所の指定を一層促進するととも

に、避難行動要支援者のための施設整備や備品の備蓄など、避

難環境の整備を図る。 

 

○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

ける名簿の作成等の取組や、施設整備等の避難環境の整備を促

進し、避難支援体制の充実を図るとともに、市町村における福

祉避難所の指定を一層促進する。 

95 時点修正 (削除) ○ 道路や上下水道などのインフラの老朽化が進む中、災害時に
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防災拠点となる公共施設について、耐震対策など計画的な施設

整備や適切な維持管理に努める。また、高度経済成長期に整備

された住宅の老朽化が進むことから、住宅・建築物の耐震化を

促進する。 

95 時点修正 （ヘリコプターによる対策の充実） 

○ ヘリコプターによる空路からの孤立地域の救助・救援活動を

迅速・円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊、ドクターヘリ

等との実動訓練等を通じ、対策を充実させる。 

 

○ 孤立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町

村の孤立集落対策を支援するとともに、ヘリコプターによる空

路からの孤立地域の救助・救援活動における対策を充実させ

る。また、災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅

速かつ円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・

県道の整備を推進するとともに、適切な維持管理に取り組む。 
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ページ 主な修正理由 修正案 現行 

  第４章 計画の推進と進捗管理 

 
１ 施策の重点化 

第４章 計画の推進と進捗管理 

 
１ 施策の重点化 

97 基本計画の反映 ４２のプログラムについて、本県が直面する大規模自然災害

のリスクの影響の大きさや緊急度等を踏まえ、「人命の保護」

を最優先として、４つの基本目標に対する効果の大きさや緊急

度の観点から、２０の重点化すべきプログラムを選定した。 

３７のプログラムについて、本県が直面する大規模自然災害

のリスクの影響の大きさや緊急度等を踏まえ、「人命の保護」

を最優先として、４つの基本目標に対する効果の大きさや緊急

度の観点から、１６の重点化すべきプログラムを選定した。 

  【重点化すべきプログラムにかかる起きてはならない最悪の事

態】 

【重点化すべきプログラムにかかる起きてはならない最悪の事

態】 

97 基本計画の反映 基本目標

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の
倒壊による多数の死傷者の発生

1-2
密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷
者の発生

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

1-5 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

2-1
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供
給の停止

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪
化・死者の発生

3
必要不可欠な行政機能
は確保する

3-2 行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・長期停止

4-3
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、
避難行動や救助・支援が遅れる事態

5-1
サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下
（サプライチェーンの寸断等による地元企業の生産力低下）

5-2
エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への
甚大な影響

5-4
基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影
響（基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止）

5-7 食料等の安定供給の停滞

6-1
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・LP
ガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

6-4
基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間にわたる機
能停止

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

7-6 農地・森林等の被害による県土の荒廃

制御不能な複合災
害・二次災害を発
生させない

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

I．人命の
保護が最
大限図ら
れること

II．県及び
社会の重
要な機能
が致命的
な障害を
受けず維
持されるこ
と

III．県民の
財産及び
公共施設
に係る被
害の最小
化

IV．迅速な
復旧復興

1
直接死を最大限防
ぐ

2

救助・救急、医療活動
等が迅速に行われると
ともに、被災者等の健
康・避難生活環境を確
実に確保する

4

必要不可欠な情報
通信機能・情報
サービスは確保す
る

5
経済活動を機能不
全に陥らせない

6

ライフライン、燃料供
給関連施設、交通ネッ
トワーク等の被害を最
小限に留めるととも
に、早期に復旧させる

7

 

基本目標

1-1
建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死
傷者の発生

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生
1-4 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

1-5
大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり
県土の脆弱性が高まる事態

1-6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

3
大規模自然災害発生直後

から必要不可欠な行政機

能は確保する
3-2 行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下
5-2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止
5-4 基幹的陸上・海上交通ネットワーク及び空港の機能停止
5-6 食料等の安定供給の停滞

6-1
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライ
チェーンの機能の停止

6-4 地域交通ネットワークが分断する事態

7
制御不能な二次災
害を発生させない

7-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

I．人命の
保護が最
大限図ら
れること

II．県及び
社会の重
要な機能
が致命的
な障害を
受けず維
持されるこ
と

III．県民の
財産及び
公共施設
に係る被
害の最小
化

IV．迅速な
復旧復興

1

大規模自然災害が
発生したときでも
人命の保護が最大
限図られる

2

大規模自然災害発生直後

から救助・救急、医療活

動等が迅速に行われる

（それがなされない場合

の必要な対応を含む）

4
大規模自然災害発生直後

から必要不可欠な情報通

信機能は確保する

5

大規模自然災害発生後で
あっても、経済活動（サ
プライチェーンを含む）
を機能不全に陥らせない

6

大規模自然災害発生後で

あっても、生活・経済活

動に必要最低限の電気、

ガス、上下水道、燃料、

交通ネットワーク等を確

保するとともに、これら

の早期に復旧を図る

 

    

  ２ 進捗状況の把握 ２ 進捗状況の把握 

97 時点修正 地域計画策定後は、地域計画の実効性を向上し、地域の強靱

化を計画的に推進する観点から、毎年度、プログラムごとに設

定した重要業績指標の目標値を用いて進捗管理を行い、必要に

地域計画策定後は、地域計画による国土強靱化の取組を着実

に推進するため、毎年度、プログラムごとに設定した重要業績

指標の目標値を用いて進捗管理を行うとともに、必要に応じて
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応じてプログラムの見直しを行うとともに、個別の事業の実施

内容についても合わせて記載した一覧を作成する。 

プログラムの見直しを行う。 

  （中略） （中略） 
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ページ 主な修正理由 修正案 現行 

  （別記１）プログラムごとの脆弱性評価結果 （別記１）プログラムごとの脆弱性評価結果 

  ※「●」は再掲 ※「●」は再掲 

    

100 基本計画の反映 １．直接死を最大限防ぐ １．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図ら

れる 

    

100 基本計画の反映 1-1) 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多

数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

1-1) 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地にお

ける火災による死傷者の発生 

100 時点修正 （地震対策の推進） 

○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、被害想定調査

の結果を踏まえた減災目標を平成２９年７月に改訂したとこ

ろであり、目標を達成するための取組を進める必要がある。 

また、県民の防災意識の向上を図るため、各地域における災

害リスクを分かりやすく県民に伝える必要がある。 

（地震対策の推進） 

○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、被害想定調査

の結果を踏まえた減災目標の策定について早急に検討を進め

る必要がある。また、県民の防災意識の向上を図るため、各地

域における災害リスクを分かりやすく県民に伝える必要があ

る。 

100 移項（1-1から1-2

へ） 

（削除） （火災予防対策等の推進） 

○ 震災による火災の発生の防止及び火災の早期発見並びに延

焼を防止するため、感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火

器等について、設置を促進する必要がある。 

100 時点修正 （学校施設の耐震化） 

○ 公立学校施設の耐震化率は、小・中学校は１００％、高等学

校は１００％、特別支援学校は１００％である〔令和３年４月

１日時点〕。学校は、児童生徒の学習や生活の場であるととも

に、災害時の避難所等として活用される場合も多いことから、

引き続き市町村が行う耐震関連事業に対して適切な助言を行

う必要がある。 

（学校施設の耐震化） 

○ 公立学校施設の耐震化率は、小・中学校は９９．３％、高等

学校は９８．８％、特別支援学校は１００％である〔平成２８

年４月１日時点〕。学校は、児童生徒の学習や生活の場である

とともに、災害時の避難所等として活用される場合も多いこと

から、国の方針を踏まえて、耐震化の完了に向けて取り組む必

要がある。 

100 新設 ○ 私立学校施設の耐震化率は、８８．７％〔令和２年４月１日

時点〕。国の方針を踏まえて、耐震化の完了に向けて取り組む

必要がある。 

（新設） 

100 時点修正 （宅地の耐震化の推進） 

○ 大地震時における大規模盛土造成地の滑動崩落の防止を目

的として、当該造成地の安全性の把握をするための調査を実施

していく必要がある。 

 

（宅地の耐震化の推進） 

○ 大規模地震時に被害を受けやすい大規模盛土造成地の有無

を調査し、その結果を公表するよう市町村に働きかけ、住宅造

成地に伴う災害に対する県民の理解を深める必要がある。 
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100 移項（1-1から1-2

へ） 

（削除） （密集市街地の解消） 

○ 火災発生時に延焼により被害が拡大する可能性の高い密集

市街地の改善を図るため、都市基盤の整備と併せて街区の再編

を行う土地区画整理事業及び市街地再開発事業を促進する。 

100 語句修正 （緊急時の避難路等の整備） 

○ 狭あいの道路が多くある市街地等は住民の避難や救助活動、

必要物資の運搬等の災害時の活動を円滑に進めるために道路

等を面的に整備する必要がある。 

（緊急時の避難路等の整備） 

○ 狭あいの道路が多くある市街地等は住民の避難や救助活動、

必要物資の運搬等の災害時の活動を円滑に進めるために道路

等を面的に整備をする必要がある。 

100 時点修正 （無電柱化の推進） 

○ 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める必要

がある。 

（無電柱化の推進） 

○ 大規模災害時に液状化や建物損壊等による被害を受けやす

い電柱については、無電柱化を推進し、ライフラインの確保や

道路閉塞の防止等、防災性の向上を図る必要がある。 

100 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る必要がある。 

100 移項（1-2から1-1

へ） 

（県立体育施設の耐震化） 

○ 災害時に避難所や防災活動拠点となりうる県立体育施設の

耐震化率は８４．６％（令和３年４月１日時点）であり、発災

時の利用者保護も含め、災害時における機能を発揮する為に、

耐震化を促進する必要がある。 

（新設） 

101 移項（1-2から1-1

へ） 

（県立社会教育施設の耐震化） 

○ 社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震化率は９２．６％

（令和３年４月１日時点）である。避難所等に利用されること

もあるため、さらに耐震化を促進する必要がある。 

（新設） 

101 移項（1-2から1-1

へ） 

（住宅・建築物の耐震化の促進） 

○ 住宅の耐震化率は約 92％（R2）、耐震診断義務付け対象建築

物の耐震化率は約 90％（R2）であるが、耐震化の必要性に対

する認識不足、耐震診断及び耐震改修の経済的負担が大きいこ

（新設） 
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とから、目標達成に向けてきめ細かな対策が必要である。 

○ 庁舎、病院、学校等の公共建築物は、応急活動拠点として活

用されるため、重点的に耐震化を推進する必要がある。 

○ つり天井など非構造部材等について安全対策を推進する必

要がある。 

101 外部意見の反映 （空家等対策の促進） 

○ 適切な管理がなされていない空家は、災害時に倒壊や部材の

飛散等の恐れがあることから、市町村が行う空家等対策を促進

する必要がある。 

（新設） 

101 移項（1-2から1-1

へ） 

（被災宅地危険度判定の充実） 

○ 大規模地震や豪雨などによる災害後の宅地の二次災害防止

のため、被災宅地の危険度判定を適切に実施する判定士の養成

や判定体制の整備充実を図る必要がある。 

（新設） 

101 移項（1-2から1-1

へ） 

（被災建築物応急危険度判定の充実） 

○ 行政職員だけでは対応が困難となるような、大規模な地震発

生後の被災建築物応急危険度判定が、迅速かつ円滑に実施され

るよう、行政職員と併せて民間の建築士等を応急危険度判定士

として養成する必要がある。 

（新設） 

101 移項（ 1-2 から

1-1）へ 

（医療施設の耐震化） 

○ 災害時に医療機能を提供できない事態を避けるため、病院等

の医療施設の耐震化を促進する必要がある。特に、災害時に県

内の医療救護活動の拠点となる災害拠点病院の耐震化を着実

に推進する必要がある。 

（新設） 

101 新設 （病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

○ 敷地内で倒壊の危険性があるブロック塀について、地震発生

時等の倒壊による患者や周辺住民への被害を防ぐ必要がある。 

（新設） 

101 移項（1-2から1-1

へ） 

（社会福祉施設の耐震化） 

○ 社会福祉施設は、自ら避難することが困難な方が多く利用し

ている施設であり、施設の耐震化等により安全性を確保し、安

心して暮らせる環境づくりを推進する必要がある。 

（新設） 

101 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

101 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

（新設） 
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情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

102 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な  

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

（新設） 

102 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

102 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

102 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

102 時点修正 公立学校施設の耐震化率 小・中学校100%、高等学校100%、特 公立学校施設の耐震化率 小・中学校99.3%、高等学校98.8%、
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別支援学校100%（令和3年4月1日現在） 特別支援学校100%（平成28年4月1日時点） 

102 時点修正 大規模盛土造成地の有無等の公表率 100%（R元） 大規模盛土造成地の有無等の公表率 7.4%（H27 ） 

102 移項（1-1から1-2

へ） 

（削除） 密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整

備面積率 55.4%(H27） 

102 時点修正 土地区画整理事業の整備面積率 78.2%（R2） 土地区画整理事業の整備面積率 58.1%（H27） 

102 時点修正 無電柱化整備延長 28.6km（R2） 無電柱化整備延長 26km（H27） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

県立体育施設の耐震化率 84.6％（R3） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

県立社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震化率 92.6％

（R3） 

（新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

住宅の耐震化率 約92％（R2） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率 約90％（R2） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

災害拠点病院の耐震化率 92.3％（R2） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

病院の耐震化率 77.2％（R2） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

社会福祉施設の耐震化率 94.0%（H30） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

被災宅地危険度判定士の登録者数 1,859人（R元） （新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

被災宅地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数 313人

（R元） 

（新設） 

102 移項（1-2から1-1

へ） 

時点修正 

判定実施本部における被災建築物応急危険度判定士の確保 

42/54（R2） 
（新設） 

102 時点修正 自主防災組織の活動カバー率※再掲 68.9%（R2） 自主防災組織のカバー率 59.5%（H27） 

    

103 基本計画の反映 1-2)密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災

による多数の死傷者の発生 

1-2)不特定多数が集まる施設の倒壊 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （公立社会体育施設の耐震化） 

○ 災害時に避難所や防災活動拠点となりうる県立体育施設の
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耐震化率は６１．５％（Ｈ２８）であり、発災時の利用者保護

も含め，災害時における機能を発揮する為に、耐震化を促進す

る必要がある。 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （公立社会教育施設の耐震化） 

○ 県立社会教育施設の耐震化率は、８９．３％（Ｈ２８）であ

る。避難所等に利用されることもあるため、さらに耐震化を促

進する必要がある。 

103 移項（1-2から8-4

へ） 

（削除） （文化財に係る各種防災対策の支援） 

○ 文化財の保存管理状況の把握に努めるとともに、市町村及び

文化財所有者等に対して、大規模自然災害への予防措置等の指

導・助言を行う必要がある。 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （住宅・建築物の耐震化の促進） 

○ 住宅の耐震化率は約８４％（Ｈ２５）、特定建築物の耐震化

率は約９１％（Ｈ２６）であるが、耐震化の必要性に対する認

識不足、耐震診断及び耐震改修の経済的負担が大きいことか

ら、目標達成に向けてきめ細かな対策が必要である。 

○ 庁舎、病院、学校等の公共建築物は、応急活動拠点として活

用されるため、重点的に耐震化を推進する必要がある。 

○ つり天井など非構造部材等について安全対策を推進する必

要がある。 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （医療施設の耐震化） 

○ 病院の耐震化を促進する必要がある。特に、災害時、広域的

な災害医療の拠点となる災害拠点病院の耐震化を進める必要

がある。 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （社会福祉施設の耐震化） 

○ 社会福祉施設は、自ら避難することが困難な方が多く利用し

ている施設であり、施設の耐震化等により安全性を確保し、安

心して暮らせる環境づくりを推進する必要がある。 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （被災宅地危険度判定の充実） 

○ 大規模地震や豪雨などによる災害後の宅地の二次災害防止

のため、被災宅地の危険度判定を適切に実施する判定士の養成

や判定体制の整備充実を図る必要がある。 

103 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） （被災建築物応急危険度判定の充実） 

○ 行政職員だけでは対応が困難となるような、大規模な地震発

生後の被災建築物応急危険度判定が、迅速かつ円滑に実施され
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るよう、行政職員と併せて民間の建築士等を被災建築物応急危

険度判定士として養成する必要がある。 

103 移項（1-1から1-2

へ） 

（火災予防対策等の推進） 

○ 感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等について、設

置を促進する必要がある。 

（新設） 

 

103 移項（1-1から1-2

へ） 

（密集市街地の解消） 

○ 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市

街地の、火災予防・被害低減のための改善整備について取り組

む必要がある。 

（新設） 

103 時点修正 （ＬＰガスの放出による延焼防止） 

○ ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する必要がある。 

（ＬＰガスの放出防止） 

○ 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するた

め、ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する必要がある。 

103 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

103 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

103 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

（新設） 
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か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

103 再掲 （都市防災機能を有する街路の整備推進） 

● 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入

路・避難路として機能する街路の整備を推進する必要がある。 

（新設） 

103 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

103 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

104 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

104 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 県立体育施設の耐震化率 61.5％（H28） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 県立社会教育施設の耐震化率 89.3％（H28) 

104 時点修正 住宅用火災警報機設置率 75.9%（R2） 住宅用火災警報機設置率 74.2%（H27） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 住宅の耐震化率 約 84％（H25） 
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104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 特定建築物の耐震化率 約 91％（H26） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 被災宅地危険度判定士の登録者数 1,649 人（H26） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 被災宅地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数 64 人

（H27） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 目標年度における被災建築物応急危険度判定士の 70 歳未満の登

録者数 3,272 人（H27） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 災害拠点病院の耐震化率 85.7％（H27） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 社会福祉施設の耐震化率 90.3%（H26） 

104 移項（1-2から1-1

へ） 

（削除） 病院の耐震化率 69.7％（H27） 

104 移項（1-1から1-2

へ） 

密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整

備面積率 60.6%（R2） 

（新設） 

    

104 基本計画の反映 1-3)広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 1-3)広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生 

  （中略） （中略） 

104 時点修正 （港湾における津波避難対策の検討） 

○ 港湾地域において浸水被害が想定されるエリアについては、

市が策定する津波避難計画に港湾の特殊性を考慮した対策を

反映できるよう支援する必要がある。 

（港湾における津波避難対策の実施） 

○ 避難行動の遅れが人的被害に直結することから、津波からの

避難を確実に行うため、「港湾における津波避難対策」を検討

し、津波避難行動の啓発や実践的な避難訓練等を関係機関が連

携して進める必要がある。 

  （中略） （中略） 

104 時点修正 （海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 海岸保全施設が、今後大量に施設更新時期を迎えるため、維

持管理費用の縮減や各年の維持管理費の平準化を目的とした

長寿命化計画に基づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新

を進める必要がある。 

（海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 津波や高潮からの防護に必要な海岸保全施設が、今後大量に

施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化や各年の維

持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画を策定し、計画的

な施設維持管理や、施設の更新を進める必要がある。 

104 時点修正 （海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

○ 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める必要がある。また、水門、樋

（海岸保全施設整備による、津波・高潮・侵食対策） 

○ 海岸保全施設の整備により、津波・高潮・侵食に対して、計

画的かつ着実に対策を進める必要がある。水門、樋門の自動化
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門等の自動化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運

用体制の構築や操作員の安全の確保を図る必要がある。 

等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構築

や操作員の安全の確保を図る必要がある。 

104 時点修正（事業完

了） 

（削除） （河川管理施設の地震・津波対策） 

○ 平成２３年東日本大震災で被災を受けた太平洋沿いの河川

管理施設の耐震化・津波対策等を、計画的かつ着実に進める必

要がある。 

 また、水門、樋門の自動化を検討しつつ、確実な作業と操作

員の安全を確保する必要がある。 

104 再掲 （水害に強い地域づくり（河川）） 

● 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める必要が

ある。 

 また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく必要がある。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する必要がある。 

（新設） 

  （中略） （中略） 

105 時点修正 （削除） （市町村の津波避難体制確立への支援） 

○ 津波が発生した際に、市町村の津波対応や住民等の迅速な避

難行動ができるよう、市町村に津波浸水予測図や津波高、浸水

深など津波シミュレーションを実施した結果のデータを提供

するとともに、「千葉県津波避難計画策定指針」を必要に応じ

て見直すなど、市町村の津波ハザードマップや津波避難計画の

作成、見直し及び市町村区域を越えた避難体制の構築を支援す

る必要がある。 

105 時点修正 （海岸保全施設の耐震・液状化対策） 

○ 防護機能の低下による浸水被害を防止するため、海岸保全施

設の耐震・液状化対策等を計画的かつ着実に進める必要があ

る。 

（海岸保全施設の耐震・液状化対策） 

○ 海岸保全施設の耐震・液状化対策等を計画的かつ着実に進

め、これにより防護機能の低下による浸水被害を防止する必要

がある。 

  （中略） （中略） 

105 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

（新設） 
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を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

105 国の取組の反映 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用して Twitter 等の SNS からも情報収集を行うととも

に、情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災

ポータルサイト、防災メール、コミュニティ FM に加え、SNS

を活用することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多

様化及び強化充実を図る必要がある。 

（Ｌアラート等による災害情報の伝達） 

● 防災行政無線やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メー

ル、コミュニティＦＭ等を通じ、県民が容易に必要な情報を入

手できる環境を構築する必要がある。 

105 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

（新設） 

105 再掲 （避難情報の確実な伝達） 

● 関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共

有したうえで、防災行動とその実施主体を時系列で整理したタ

イムラインを市町村と協働して策定する必要がある。 

（新設） 

105 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

105 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

（新設） 
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における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

106 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

106 時点修正 海岸県有保安林の整備面積 138ha（R 元） 海岸県有保安林の整備面積 65ha（H27） 

106 時点修正 「海岸施設長寿命化計画」の策定 建設海岸 策定済（R3）、港

湾海岸 策定済（R2）、漁港海岸 策定済（R2） 

「海岸施設長寿命化計画」の策定 建設海岸 未策定（H28）、

港湾海岸 未策定（H28）、漁港海岸 未策定（H27） 

106 時点修正 「海岸施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 建設海岸 未実

施（R3）、港湾海岸 未実施（R2）、漁港海岸 未実施（R2） 

「海岸施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 未実施（H28） 

106 時点修正 排水機場等の長寿命化計画に基づく延命処置 

  建設海岸 実施中（R2） 

  港湾海岸 実施中（R2） 

  漁港海岸 実施中（R2） 

老朽化対策(水門・排水機場等) (港湾海岸 全 109 施設) 4 施設

（H28） 

106 時点修正 海岸堤防整備（建設海岸）（全 51.7km） 9.0km（R 元） 

海岸堤防整備（港湾海岸）（全 66.9km） 32.2km（R2） 

海岸堤防整備（漁港海岸）（全 2.3km） 1.2km（R2） 

海岸堤防整備（建設海岸）（全 51.7km） 19.8km（H28） 

（新設） 

（新設） 

106 時点修正 海岸侵食対策＜ヘッドランド＞（全 11 基） 0 基（R 元） 

海岸侵食対策＜離岸堤＞（全 7 基） 0 基（R 元） 

海岸侵食対策＜養浜＞（全 2,700,000 ㎥） 450,000 ㎥（R 元） 

海岸侵食対策＜ヘッドランド＞（全 9.4km） 6.0km（H28） 

（新設） 

海岸侵食対策＜養浜＞（全 231,000m3） 63,800m3（H28） 

106 時点修正（事業完

了） 

（削除） 水門・樋門の自動化（建設海岸） 検討（H28） 

106 時点修正（事業完

了） 

（削除） 水門・樋門の自動化（津波対策河川） 検討（H28） 

106 時点修正 河川整備目標に対する河川整備率※再掲 58.5%（R2） 河川整備（津波対策）（全 7 河川） 14.3%（H28） 

106 再掲 河川堤防の地震対策（1 河川）※再掲 3.65km（R2） （新設） 

106 再掲 ダムの堰堤改良（全 5 施設）※再掲 1 施設（R 元） （新設） 

106 時点修正 高潮ハザードマップ作成のための浸水想定の実施 実施中（R 高潮ハザードマップ作成のための浸水想定の実施 実施中



140 

 

元） （H28） 

106 時点修正 （削除） 海岸堤防整備（港湾海岸）（全 66.9km） 31.8km（H28） 

106 時点修正 （削除） 海岸堤防整備（漁港海岸）（全 3.2km） 0.2km（H28） 

106 時点修正 耐震・液状化対策（建設海岸） 未実施（R 元） 耐震・液状化対策（建設海岸） 検討（H28） 

106 時点修正 耐震・液状化対策（水門） 5 施設（R2） 耐震・液状化対策（水門） 4 施設（H28） 

106 時点修正 港湾における津波避難対策の検討（1 市） 実施済（R2） 港湾における津波避難対策の検討 未検討（H28） 

106 移項（1-3から1-5

へ） 

（削除） 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進 5,663 箇所(H27) 

    

106 基本計画の反映 1-4)突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の

死傷者の発生 

1-4)異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

  （中略） （中略） 

106 時点修正 （洪水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の指定が完

了した水位周知河川とその支川１２０河川及び小規模河川９

１河川について、市町村に対しハザードマップの作成支援を行

い、避難体制等の充実と強化が必要である。 

（洪水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 現行の洪水に係る浸水想定区域の公表や洪水ハザードマッ

プの作成を行っているところであるが、平成２７年７月に水防

法の改定があり、浸水想定の設定をすることとなったことにと

もない、想定し得る最大規模の洪水に対する避難体制等の充実

と強化が必要である。 

107 時点修正 （内水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ これまでも市町村による内水ハザードマップの作成が行わ

れていたところであるが、平成２７年７月に水防法の改定があ

り、浸水想定の見直しを図ることとなったことにともない、想

定し得る最大規模の降雨による内水氾濫に対する避難体制等

の充実と強化が必要である。 

（内水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ これまでも市町村による内水ハザードマップの作成が行わ

れていたところであるが、平成２７年７月に水防法の改定があ

り、浸水想定の見直しを図ることとなったことにともない、想

定し得る最大規模の内水に対する避難体制等の充実と強化が

必要である。 

107 地域特性の反映 （水害に強い地域づくり（河川）） 

○ 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める必要が

ある。 

 また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく必要がある。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する必要がある。 

（水害に強い地域づくり（河川）） 

○ 水害による被害を最小限にするため、河道掘削や築堤等によ

る河道改修を進める必要がある。また、ダムの改築及び長寿命

化計画を進める必要がある。 
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107 時点修正 （河川管理施設の維持管理・更新） 

○ 特に、低平地に人口や財産が集中する県北部では、排水機場

等は既に耐用年数を超過しており、長寿命化計画に基づき、計

画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策を進める

必要がある。また、それ以外の河川管理施設は、河川維持管理

計画を作成し、巡視・点検を行い、管理に資する必要がある。 

（河川管理施設の維持管理・更新） 

○ 特に、低平地に人口や財産が集中する県北部では、排水機場

等は既に耐用年数を超過しており、長寿命化計画を策定し、延

命化を図る必要がある。また、それ以外の河川管理施設は、河

川維持管理計画を作成し、巡視・点検を行い、管理に資する必

要がある。 

  （中略） （中略） 

107 地域特性の反映 （河川監視体制の強化） 

○ 住民の迅速な避難行動に繋げるため、きめ細かな水位監視に

努めるとともに、洪水時の水位観測に特化した危機管理型水位

計の設置を進める必要がある。 

また、住民の自発的な避難行動に結びつけるため、映像によ

り増水の切迫性を確認できるよう河川監視カメラの設置を進

める必要がある。 

（新設） 

107 地域特性の反映 （避難情報の確実な伝達） 

○ 関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共

有したうえで、防災行動とその実施主体を時系列で整理したタ

イムラインを市町村と協働して策定する必要がある。 

（新設） 

107 時点修正 （海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

● 海岸保全施設が、今後大量に施設更新時期を迎えるため、維

持管理費用の縮減や各年の維持管理費の平準化を目的とした

長寿命化計画に基づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新

を進める必要がある。 

（海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

● 津波や高潮からの防護に必要な海岸保全施設が、今後大量に

施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化や各年の維

持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画を策定し、計画的

な施設維持管理や、施設の更新を進める必要がある。 

107 時点修正 （海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

● 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める必要がある。また、水門、樋

門等の自動化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運

用体制の構築や操作員の安全の確保を図る必要がある。 

（海岸保全施設整備による、津波・高潮・侵食対策） 

● 海岸保全施設の整備により、津波・高潮・侵食に対して、計

画的かつ着実に対策を進める必要がある。水門、樋門の自動化

等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運用体制の構築

や操作員の安全の確保を図る必要がある。 

108 時点修正 （水害に強い地域づくり（下水道）） 

○ 水害による被害を最小限にするため、下水道（雨水）施設の

整備を促進する必要がある。 

（水害に強い地域づくり（下水道）） 

○ 大規模水害による被害を最小限にするため、下水道（雨水）

施設の整備を促進する必要がある。 

108 時点修正 （印旛沼防災拠点の整備） 

○ 台風の大型化や局地的豪雨の増加など地球温暖化による災

害リスクの増大が課題となっていることから、印旛沼周辺６市

（印旛沼防災拠点の整備） 

○ 印旛沼周辺５市町（成田市・佐倉市・八千代市・印西市・酒々

井町・栄町）で平成２６年度末に登録した「印旛沼かわまちづ
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町（成田市・佐倉市・八千代市・印西市・酒々井町・栄町）で

登録した「印旛沼かわまちづくり計画」により、水辺の賑わい

機能を兼ね備えた防災拠点を整備し、地域防災力の向上を図る

必要がある。 

くり計画」の推進の課題として、台風の大型化や局地的豪雨の 

増加など地球温暖化による災害リスクの増大、水質悪化、水辺

の利活用などまちの魅力向上と併せて地域防災力の高いまち

づくりを促進する必要がある。 

108 地域特性の反映 （都市型水害対策のための緑地の確保） 

○ 都市型水害軽減のため、雨水の流出抑制機能を持った緑地や

都市公園の整備等を促進する必要がある。 

（新設） 

108 地域特性の反映 （農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

利施設等の整備・補強を推進する必要がある。 

  また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設については、土

砂災害の被害を最小限に抑えるため、整備を推進する必要があ

る。 

（集中豪雨等に対応した排水施設の保全・整備） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消

や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業用排

水施設等の整備・補強を進める必要がある。 

108 時点修正 （広域的避難の枠組整備） 

○ 大規模災害から住民を広域的に避難させる枠組みの整備に

向け、他都県市等の関係機関と連携協力しながら検討を進める

必要がある。 

（広域的避難の枠組み整備） 

○ 想定外の大規模災害から住民を広域的に避難させる枠組み

の整備に向け、他都県市等の関係機関と連携協力しながら検討

を進める必要がある。 

108 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

108 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

108 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

（新設） 
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本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な  

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

108 再掲 （集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

● ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知などを行う必要がある。 

（新設） 

109 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

109 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

109 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

 

（新設） 
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  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

109 時点修正 水辺拠点の整備（西印旛沼および新川） 1 箇所実施中（R2） 水辺拠点の整備（西および北印旛沼）1 箇所実施中（H28) 

109 時点修正 河川整備目標に対する河川整備率 58.5%（R2） 重点整備河川の整備 67.4%（H28） 

109 新設 河川堤防の地震対策（1 河川） 3.65km（R2） （新設） 

109 時点修正 ダムの堰堤改良（全 5 施設） 1 施設（R 元） ダムの堰堤改良（全 2 施設） 0 施設（H28） 

109 時点修正（事業完

了） 

（削除） ダムの長寿命化計画策定（全 5 施設） 2 施設（H28） 

109 時点修正 排水機場等の長寿命化計画に基づく延命処置 

  建設海岸※再掲 実施中（R2） 

  港湾海岸※再掲 実施中（R2） 

  漁港海岸※再掲 実施中（R2） 

排水機場等の長寿命化計画に基づく延命処置施設 実施中

（H28） 

109 時点修正 河川維持管理計画作成 217 河川作成済（R2） 河川維持管理計画作成 68 河川（H27） 

109 再掲 「海岸施設長寿命化計画」に基づく点検・補修※再掲 建設海岸 

未実施（R3）、港湾海岸 実施（R2）、漁港海岸 未実施（R2） 

（新設） 

109 再掲 海岸堤防整備（建設海岸）（全 51.7km）※再掲 9.0km（R 元） 

海岸堤防整備（港湾海岸）（全 66.9km）※再掲 32.2km（R2） 

海岸堤防整備（漁港海岸）（全 2.3km）※再掲 1.2km（R2） 

（新設） 

109 再掲 海岸侵食対策＜ヘッドランド＞（全 11 基）※再掲 0 基（R 元） 

海岸侵食対策＜離岸堤＞（全 7 基）※再掲 0 基（R 元） 

海岸侵食対策＜養浜＞（全 2,700,000 ㎥）※再掲 450,000 ㎥（R

元） 

（新設） 

109 時点修正 （削除） 海岸堤防整備（港湾海岸 全 66.9km）※再掲 31.8km（H28） 

    

110 基本計画の反映 1-5)大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 1-5)大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、

後年度にわたり県土の脆弱性が高まる事態 

110 移項（1-5から7-4

へ） 

（削除） （ため池の耐震化） 

○ 大規模地震等により被災した場合に経済活動及び住民生活

等への影響が大きい農業用ため池の地震被害を防止するため、

耐震対策を推進する必要がある。 

110 時点修正 （激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

○ 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進し、大雨等による土砂災害の発生、被害を最小

限に抑える必要がある。また、土砂災害防止法に基づき、基礎

調査結果を関係住民及び市町村に周知するとともに、土砂災害

（激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

○ 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進し、大雨等による土砂災害の発生、被害を最小

限に押さえる必要がある。また、併せて土砂災害防止法に基づ

く基礎調査結果の公表や土砂災害警戒区域等の指定の推進な
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警戒区域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅の

新規立地の抑制等のソフト対策を推進する必要がある。 

どソフト対策による警戒避難体制の充実を図る必要がある。 

110 時点修正 （土砂災害警戒区域の指定による警戒避難体制の整備等への支

援） 

○ 令和元年度末までに基礎調査が完了した箇所の土砂災害警

戒区域等の指定が、令和３年５月末までに全て完了し、また、

最新の高精度な地形情報や市町村からの情報提供により、新た

に選定・公表した「基礎調査予定箇所」について、市町村と連

携して基礎調査及び区域指定を進め、市町村が行う警戒避難体

制の整備等について、引き続き支援する必要がある。 

（土砂災害警戒区域の指定による警戒避難体制の整備等への支

援） 

○ 土砂災害防止法が改正され、おおむね５年程度で基礎調査を

完了させることから、今後、急速な区域指定の進捗が見込まれ

るため、市町村が行う警戒避難体制の整備等について、支援す

る必要がある。 

 

110 国の取組の反映 （土砂災害警戒情報の発表） 

○ 大雨による土砂災害の恐れがある場合に、市町村における避

難指示の発令判断や住民の自主的な避難行動に繋がる防災気

象情報として、銚子地方気象台と共同で、土砂災害警戒情報（警

戒レベル４相当）を迅速かつ的確に発表する必要がある。 

（新設） 

 

  

110 時点修正 （土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施・緊急情報の通知） 

○ 大規模な地すべりが発生した場合（地割れや建築物等に亀裂

が発生又は広がりつつある場合や、おおむね１０戸以上の人家

に被害が想定される場合）は、土砂災害防止法第２８条により、

緊急調査を実施し市町村への情報提供を迅速に行う必要があ

る。 

（土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施及び緊急情報の通知） 

○ 巨大地震や集中豪雨等により、大規模な地すべりが発生した

場合（地割れや建築物等に亀裂が発生又は広がりつつある場合

や、おおむね１０戸以上の人家に被害が想定される場合）は、

土砂災害防止法第２８条により、緊急調査を実施し市町村への

情報提供を迅速に行うため、実施体制を構築する必要がある。 

110 移項（1-5から7-5

へ） 

（削除） （富士山噴火による降灰対策） 

○ 富士山噴火による降灰被害は広域範囲に及ぶため、国の検討

状況を踏まえ、火山灰による被害を軽減する対策を検討する必

要がある。 

110 外部意見の反映 （盛土の崩落を防ぐ安全対策） 

○ 都市計画法に基づく開発行為については、許可基準に基づ

き、適切に審査・検査等を行うとともに、同法に違反する不適

正な盛土による崩落等を防止するため、関係市町村と連携し、

事業者への指導を行うなど、適正な宅地開発の履行を促進する

必要がある。 

○ 農地については、不適正な盛土による崩落・地すべりを防止

するため、市町村等の関係機関との連携により、監視の強化と

事業者への指導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る必

要がある。 

（新設） 
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○ 森林法に基づく開発行為については、審査基準に基づき、適

切に審査等を行うとともに、同法に違反する不適正な盛土によ

る崩落等を防止するため、市町村等の関係機関との情報共有を

図りながら、事業者への工事の進捗状況の確認や現地調査を適

時に実施し、施工状況に応じたきめ細やかな指導を行うなどの

現場の監視を強化し、また、計画どおり施工されていない場合

等の危険性を的確に把握し、事業者への適切な指導を行うな

ど、適正な林地開発行為の履行を図る必要がある。 

○ なお、残土及び再生土による埋立てについては、汚染物質の

混入等や、不適正な堆積構造による崩落を防止するため、市町

村等の関係機関との連携により、監視の強化と事業者への指

導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る必要がある。 

110 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

111 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

111 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

（新設） 
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か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

111 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

111 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

111 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

111 時点修正 砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全575戸） 161

戸（R 元） 

砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全 203 戸） 31

戸（H28） 

111 時点修正（事業完

了） 

（削除） 砂防関係施設の長寿命化計画の策定 未策定（H28） 

111 新設 砂防関係施設の長寿命化計画に基づく点検・補修 未実施（R2） （新設） 

111 移項（1-3から1-5

へ） 

土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進 10,980 箇所（R 元） （新設） 

    

111 基本計画の反映 （削除） 1-6)情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者

の発生 

111 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （Ｌアラート等による災害情報の伝達） 

○ 防災行政無線やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メー

ル、コミュニティＦＭ等を通じ、県民が容易に必要な情報を入



148 

 

手できる環境を構築する必要がある。 

111 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （地方公共団体の組織体制の強化・危機対応能力の向上） 

○ 情報収集・提供手段の整備が進む一方で、それらにより得ら

れた情報の効果的な利活用をより一層充実させることが課題

であり、特に情報収集・提供の主要な主体である県・市町村の

危機対応能力の向上を図る必要がある。 

111 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （災害時避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

いて避難行動要支援者名簿の作成が進められており、今後、さ

らに名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別

計画策定の取組を一層促進し、避難支援体制の充実を図る必要

がある。 

111 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （福祉避難所の指定促進） 

○ 各市町村において、福祉避難所の指定は進んできているが、

取組を一層促進するとともに、要配慮者が避難生活を送るため

に必要となる備品や設備などの配備・充実、各種訓練等による

災害対応能力を向上させる必要がある。 

111 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （外国人旅行者に対する災害情報の迅速かつ着実な伝達） 

○ 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

111 移項（1-6から4-3

へ） 

（削除） （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

○ 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、防災教育の推進と自主防災組織の育成強

化等に努めるとともに、県民一人ひとり及び地域コミュニティ

の防災意識の高揚や防災力の強化を図る必要がある。 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

111 移項（1-6から2-3

へ） 

（削除） 自主防災組織のカバー率 59.5%（H27） 

111 時点修正（事業完

了） 

（削除） 福祉避難所の指定又は協定施設がある市町村数 47 市町村

（H27） 
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112 基本計画の反映 ２.救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者

等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

２.大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速

に行われる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

    

112 基本計画の反映 2-1)被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・

エネルギー供給の停止 

2-1)被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停

止 

  （中略） （中略） 

112 時点修正 （上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

○ 上水道の基幹管路の耐震適合率は約６割（Ｒ元）であり、老

朽化対策と合わせ耐震化を着実に推進するとともに、災害時に

迅速かつ的確に応急給水活動を実施できるよう対応の充実を

図る必要がある。 

（上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

○ 上水道の基幹管路の耐震適合率は約５割（Ｈ２６）であり、

老朽化対策と合わせ耐震化を着実に推進するとともに、災害時

に迅速かつ的確に応急給水活動を実施できる体制を整備する

必要がある。 

112 地域特性の反映 ○ 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、停電対策として非常用発電設備等

の整備の促進を図る必要がある。また、水害に伴う施設の損壊

や水道管の破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅

速な復旧が行えるよう対応の充実を図る必要がある。 

○ 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進する必要がある。 

112 時点修正 ○ 水道災害相互応援協定による応急給水等の対応の充実を図

る必要がある。 

（新設） 

112 移項（2-1から5-8

へ） 

（削除） ○ 本県は、地形的及び地理的に水資源に恵まれないことから、

水源の約２／３を利根川水系に依存しており、安定した水資源

に加え、雨水や再生水等を有効利用する必要がある。 

112 時点修正 ○ 飲料水兼用型耐震性貯水槽、耐震性井戸付貯水装置、または

防災用井戸の整備促進を図る必要がある。 

（新設） 

112 地域特性の反映 ○ 県営水道においては、東日本大震災等を踏まえて将来の震災

に備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するととも

に、令和元年房総半島台風等による停電・浸水被害などの状況

を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水対策に取り組む

必要がある。また、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応

急復旧活動が行えるよう、給水区域内の各市や関係団体等との

連携を強化していく必要がある。 

○ 県営水道においては、東日本大震災を踏まえて将来の震災に

備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するとともに、

災害時に迅速かつ的確に応急給水活動が行えるよう、給水区域

内の各市（新設）との連携を強化していく必要がある。 

112 時点修正 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

○ 民間物流施設の活用、協定の締結等により、地方公共団体、

国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実

効性を高めていく必要がある。 

（支援物資の調達・供給体制の構築） 

○ 民間物流施設の活用、協定の締結等により、県、市町村、民

間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実効性を

高めていく必要がある。 
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  （中略） （中略） 

112 時点修正 （道路施設の老朽化対策） 

○ 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、今後大

量に更新時期を迎える道路施設の老朽化対策について、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

  （中略） （中略） 

113 時点修正 （道路橋梁の耐震化） 

○ 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む

国道・県道の橋梁の耐震化を着実に推進する必要がある。 

（道路橋梁の耐震化） 

○ 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、緊急輸送道路を含む国道・県道の橋梁の耐震化を

着実に推進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

113 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

○ 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

○ 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進める必要があ

る。 

  （中略） （中略） 

113 時点修正 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

（ガス施設の老朽化対策等の推進） 

○ ガス施設等について、耐食性・耐震性に優れた管への取替を

促進するとともに、関係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推

進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

113 移項（2-4から2-1

へ） 

（病院における電力供給体制の確保） 

○ 災害時における県内の医療救護活動の拠点となる災害拠点

病院では、災害時において病院の基本的な機能を維持するた

め、平時から自家発電機等の整備状況や、非常時に使用可能か

どうか検証を行うとともに、自立・分散型エネルギー（コージ

ェネレーション等）導入の検討を行うなど、病院における電力

供給体制の確保を図る必要がある。 

○ 病院における非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保

を促進するとともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る

（新設） 
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協定に基づく連携体制の充実を図る必要がある。 

113 地域特性の反映 （社会福祉施設における電力供給体制の確保） 

○ 社会福祉施設については、社会福祉施設の入所者等の安全を

確保するため、災害時においても基本的な機能を維持する必要

があることから、平時から自家発電機等の整備状況や、非常時

に使用可能かどうか検証を行うとともに、施設における電力供

給体制の確保を図る必要がある。 

（新設） 

113 移項（2-4から2-1

へ） 

（災害時の石油類燃料の確保） 

○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る必要がある。 

（新設） 

114 移項（2-4から2-1

へ） 

（道路の防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

（新設） 

 

114 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める必要

がある。 

（新設） 

114 再掲 （大規模停電対策） 

● 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、電力会社等と連携して災害時の早期電力復旧

に取り組む必要がある。 

● 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に電力会社と連携して取り組み、電力供給網の予防保全

を図る必要がある。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

114 再掲 （災害に強い森づくりの促進） 

● 風倒木等による災害を未然に防止するため、市町村が行うイ

ンフラ周辺の事前伐採等の森林整備を支援する必要がある。 

（新設） 

 

 

114 再掲 （食料安定供給のためのほ場整備の推進） 

● 大規模自然災害による全国的な食料不足等に備え、首都圏の

食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田

の大区画化や畑利用等が可能となるほ場整備を推進する必要

がある。 

 

（新設） 
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114 再掲 （卸売市場施設整備の推進） 

● 県内卸売市場は、県民生活に必要不可欠な生鮮食料品等の基

幹的な流通ルートであるが、耐震整備が遅れている状況にあ

り、今後災害が発生した場合、産地から消費者へ生鮮食料品等

の供給が困難になることが懸念される。ＢＣＰの策定及び災害

時における市場間連携協定の締結は一部にとどまっており、災

害時も食品流通に係る事業を維持若しくは早期に再開させる

ことを目的として、連携・協力体制を拡大・定着させる必要が

ある。 

（新設） 

114 再掲 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

● 千葉県は、地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住

民を救助するための食料の調達及び供給に関し全国農業協同

組合連合会千葉県本部等農林水産関係団体を通じ協定を結ん

でいるところであるが、引き続きサプライチェーンの機能維持

対策を図る必要がある。 

（新設） 

114 再掲 （災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

● 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る必要がある。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する必要がある。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

115 時点修正 道路法面等の要対策箇所の対策率 42.2%（R2） 道路法面等の要対策箇所の対策率 66%（H27） 

115 時点修正 橋梁の耐震補強率 65.0%（R2） 橋りょうの耐震補強率 99%（H27） 

115 時点修正 耐震強化岸壁の整備（全 13 バース） 7 バース（R2） 耐震強化岸壁の整備（全 10 バース） 7 バース（H28） 

115 時点修正 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修※再掲 実施（R2） 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 実施中（H28） 

115 再掲 無電柱化整備延長※再掲 28.6km（R2） （新設） 
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115 新設 水道施設の基幹管路耐震適合率 59.3％（R 元） （新設） 

    

115 基本計画の反映 2-2) 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 2-2)多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

115 時点修正 （インフラの防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

（インフラの防災対策） 

● 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生を避けるため、

道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策を着

実に推進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

115 時点修正 （代替輸送路等の確保） 

○ 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する必要がある。 

（代替輸送路等の確保） 

● 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する必要がある。 

115 時点修正 （削除） （行政機関等の機能低下回避） 

● 行政機関等（警察等含む）の職員・施設等の被災による機能

の大幅な低下を回避する必要がある。 

  （中略） （中略） 

115 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitter など防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（地域の防災力の向上） 

○ 防災行政無線、防災ラジオ、Ｌアラートなど防災情報を確実

に提供するとともに、住民自身による自助・共助による避難行

動が取れるよう、地域の防災力を向上させる必要がある。 

115 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

115 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

（新設） 
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することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

115 再掲 （農林道・農道橋等の保全対策の推進） 

● 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農林道の整備や適正な維持補修を推進する必要があ

る。 

（新設） 

116 再掲 （農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

● 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある農林道の保全を優先的に進めると

ともに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る必要がある。 

（新設） 

116 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

116 時点修正 道路法面等の要対策箇所の対策率※再掲 42.2%（R2） 道路法面等の要対策箇所の対策率※再掲 66%（H27） 

116 時点修正 橋梁の耐震補強率※再掲 65.0%（R2） 橋りょうの耐震補強率 99%（H27） 

    

  2-3)自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動

等の絶対的不足 

2-3)自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動

等の絶対的不足 

  （中略） （中略） 

116 時点修正 （災害対策用装備資機材の整備充実） 

○ 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を検討する必要がある。 

○ 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を検討する必要がある。 

○ 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について検討する必要がある。 

（災害対策用装備資器材の整備充実） 

○ 東日本大震災以後、機動隊や警察署に各種災害対策用の装備

品を整備しているが、従前装備品の老朽化や救出救助に必要な

装備品の絶対数が不足しており、迅速な人命救助活動に支障を

及ぼすことが懸念されることから、災害対策用装備資器材の整

備充実を図る必要がある。 

  （中略） （中略） 

116 時点修正 （消防庁舎の耐震化） 

○ 市町村等の消防庁舎の耐震化率は約９５．５％（Ｈ３０）で

あることなどから、地域における活動拠点となる施設の耐災害

（消防庁舎の耐震化） 

○ 市町村等の消防庁舎の耐震化率は約８５％（Ｈ２７）である

ことなどから、地域における活動拠点となる施設の耐災害性を
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性を強化する必要がある。 強化する必要がある。 

  （中略） （中略） 

116 時点修正 （受援体制の整備） 

○ 県外からの応援を円滑に受け入れ柔軟かつ迅速に被災地を

支援するため、応援受援計画を活用するとともに、訓練等で検

証を行い計画の実効性を確保することにより、体制を強化して

いく。医療救護支援については、県災害医療救護計画の運用体

制を強化していく。 

（受援体制の整備） 

○ 県外からの警察・消防・自衛隊等の救援部隊を円滑に受け入

れ柔軟かつ迅速に被災地を支援するため応援受入計画を活用

し、訓練等を踏まえ体制を強化していく必要がある。 

  （中略） （中略） 

117 時点修正 （消防職員等に対する教育訓練の充実強化） 

○ 消防職員や団員に対する高度で実戦的な教育訓練を充実強

化するとともに、自主防災組織等に対する実践的な研修・訓練

を行う必要がある。 

（消防学校・防災研修センターの整備） 

○ 消防職員や団員に対する高度で実戦的な教育訓練を充実強

化するとともに、自主防災組織等に対する実践的な研修・訓練

を行えるよう、消防学校・防災研修センターの整備を進める必

要がある。 

117 時点修正 （地域防災力の向上） 

○ 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（地域防災力の向上） 

● 大規模災害時には、公的防災機関が十分に対応できない場

合、被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助

の取組が大変重要であることから、地域一丸となった災害対応

体制を構築するため、消防団や自主防災組織等の充実強化や防

災教育の推進、家庭内備蓄や家具の固定化等の防災啓発など、

自助、共助を促す取組を促進し地域防災力の向上を図る必要が

ある。 

117 再掲 （防災を担う人材の育成） 

● 大規模災害時の救援・救助など地域の防災活動において、地

域と行政、ボランティア組織等との連絡調整を担う人材の育成

が重要であることから、防災ボランティアのリーダーとなる

「災害対策コーディネーター」の養成・活動支援を行う必要が

ある。 

（新設） 

117 再掲 （医師会等との連携強化） 

● 広域的かつ大規模な災害の場合、大量に発生する負傷者が応

急処置・搬送・治療能力等を上回るおそれがあることから、医

師会の災害時協定など連携の強化を推進する必要がある。 

 

（新設） 
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117 再掲 （行政機関等の機能低下回避） 

● 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努める

必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

117 時点修正 警察施設の耐震化率 96.6%（R 元） 警察施設の耐震化率 86%（H28） 

117 時点修正 消防庁舎の耐震化率 95.5%（H30） 消防庁舎の耐震化率 約 85%（H27） 

117 時点修正 消防団の充足率 87.4%（R2） 消防団の充足率 90.8%（H28） 

117 時点修正 自主防災組織の活動カバー率 68.9%（R2） 自主防災組織のカバー率 59.5%（H27） 

    

118 基本計画の反映 （削除） 2-4）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

118 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（病院における電力供給体制の確保） 

○ 災害時における県内の医療救護活動の拠点となる災害拠点

病院では、災害時においても病院の基本的な機能を維持するた

め、平時から自家用発電機等の整備状況や、非常時に使用可能

かどうか検証を行うとともに、自立・分散型エネルギー（コー

ジェネレーション等）導入の検討を行うなど、病院における電

力供給体制の確保を図る必要がある。 

118 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（災害時の石油類燃料の確保） 

○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る必要がある。 

118 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（道路の防災対策） 

● エネルギー供給のためのインフラ被災によるエネルギー供

給停止の事態を避けるため、道路の防災、震災対策を着実に推

進する必要がある。 

118 移項（2-4から2-1

へ） 

（削除） 

 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 病院における非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保

を促進するとともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る

協定に基づく連携体制の充実を図る必要がある。 
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118 基本計画の反映 2-4）想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 2-5）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生 

118 時点修正 （総合的な帰宅困難者対策の検討・実施） 

○ 九都県市や鉄道事業者等と連携し、一斉帰宅の抑制啓発や、

一時滞在施設の確保、安否確認体制の確立の呼びかけ、情報提

供を行うための体制整備、帰宅支援の拡充など、総合的な帰宅

困難者対策を推進する必要がある。 

○ 公共施設の他、民間施設の一時滞在施設の拡充を図るととも

に、一時滞在施設における備蓄を促進し、帰宅困難者の受入体

制を向上させる必要がある。 

（総合的な帰宅困難者対策の検討・実施） 

○ 帰宅困難者対策については、九都県市や鉄道事業者等と連携

し、一斉帰宅の抑制啓発や、一時滞在施設の確保、安否確認や

情報提供を行うための体制整備、帰宅支援の拡充など、総合的

な帰宅困難者対策を推進する必要がある。 

○ 公共施設の他、民間施設の一時滞在施設の拡充を図るととも

に、一時滞在施設への備蓄を促進し、帰宅困難者の受入体制を

向上させる必要がある。 

  （中略） （中略） 

118 時点修正 （帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用） 

○ 都市公園の整備を促進することで、休憩・情報提供等の場所

となる帰宅支援スポットを提供する必要がある。 

（帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用） 

○ 大規模自然災害時に生じる多数の帰宅困難者のために、休

憩・情報提供等の場所となる帰宅支援スポットを提供するた

め、都市公園の整備を促進する必要がある。 

118 時点修正 （道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

（道路の防災対策） 

● 道路の交通機能の早期回復を可能にするため、道路の防災、

震災対策を着実に推進する必要がある。 

118 基本計画の反映 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 千葉県内の３９警察署及び関係施設は地域における災害対

応活動の拠点となることから、警察施設の耐災害性を強化する

必要がある。 

（信号機の停電対策） 

● 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避する必要がある。 

（信号機電源付加装置の整備推進等） 

● 電力会社からの電力供給が停止若しくは制限された場合、信

号機が滅灯するため、交通の安全と円滑が著しく悪化する。ま

た、警察官による交通整理も、カバーできる範囲が限られる上、

限られた人員で災害応急対策を効果的に進めるためには、早急

に、かつ継続的に信号機能を回復することができる信号機電源

付加装置の整備を推進する必要がある。 

また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

（安全対策の確保） 

● 多数の帰宅困難者が発生した場合の交通安全・治安の確保を

図るため、警察等行政機関の職員・施設等の被災による機能の

大幅な低下を回避するための対策を図るとともに、信号等の安

全施設の耐災害性を強化する必要がある。 
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らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく必

要がある。 

118 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

118 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

118 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

（新設） 

119 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 民間物流施設の活用、協定の締結等により、地方公共団体、

国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実

効性を高めていく必要がある。 

（新設） 

119 再掲 （輸送手段の確保） 

● 災害時において臨時バスやタクシーなどの代替輸送手段を

確保するため、関係機関や事業者との協力体制の確保に努める

必要がある。 

（新設） 
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119 基本計画の反映 2-5）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-6）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶による医療機能の麻痺 

  （中略） （中略） 

119 時点修正 （医療施設の耐震化） 

● 災害時に医療機能を提供できない事態を避けるため、病院等

の医療施設の耐震化を促進する必要がある。特に、災害時に県

内の医療救護活動の拠点となる災害拠点病院の耐震化を着実

に推進する必要がある。 

（災害拠点病院の耐震化） 

● 耐震化が未了の災害拠点病院では、大規模地震により災害時

医療の中核としての医療機能を提供できないおそれがあるこ

とから、耐震化を着実に推進する必要がある。 

119 地域特性の反映 （病院における給水体制の確保） 

○ 災害により長期の断水が発生しても病院の診療機能を維持

するため、給水設備の整備強化等を図る必要がある。 

（病院における浸水対策） 

○ 洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を

確保するため、医療施設における浸水対策の充実・強化を図る

必要がある。 

（病院における非常用通信設備の確保） 

○ 災害時に傷病者等の受入れの中心となる医療施設が、災害時

における通信手段を確保するため、非常用通信設備を整備する

必要がある。 

（病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

● 敷地内で倒壊の危険性があるブロック塀について、地震発生

時等の倒壊による患者や周辺住民への被害を防ぐ必要がある。 

（新設） 

119 時点修正 （社会福祉施設の孤立対策） 

○ 社会福祉施設は被災時に孤立した場合の支援が不十分であ

り、適切な支援体制の充実が必要である。 

（社会福祉施設の孤立対策） 

● 社会福祉施設は被災時に孤立した場合の支援が不十分であ

り、適切な支援体制の充実が必要である。 

120 時点修正 （道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

（道路の防災対策） 

● インフラ被災時には災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が到達

できなくなるため、緊急輸送道路の無電柱化、橋梁の耐震化等

を推進し支援ルートを確保する必要がある。 

  （中略） （中略） 

120 時点修正 （受援体制の整備） 

● 県外からの応援を円滑に受け入れ柔軟かつ迅速に被災地を

支援するため、応援受援計画を活用するとともに、訓練等で検

（受援体制の整備） 

● 県外からの医療救護支援を円滑な受け入れや被災地を迅速

に支援するため、応援受入計画を活用するとともに、県災害医
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証を行い計画の実効性を確保することにより、体制を強化して

いく必要がある。また、医療救護支援については、県災害医療

救護計画の運用体制を強化していく必要がある。 

療救護計画の運用体制を強化していく必要がある。 

120 時点修正 （病院におけるＢＣＰの作成及び防災訓練の実施） 

○ 災害時にも継続的に業務を行えるよう、ＢＣＰの作成や防災

訓練の実施などを行っていく必要がある。 

（ＢＣＰの作成及び防災訓練の実施） 

○ 病院は災害時にも継続的に業務を行えるよう、ＢＣＰの作成

や防災訓練の実施などを行っていく必要がある。 

  （中略） （中略） 

120 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

120 時点修正 災害拠点病院におけるＤＭＡＴ保有率 88.5％（R3） 災害拠点病院におけるＤＭＡＴ保有率 100％（H27） 

120 時点修正 災害拠点病院の耐震化率※再掲 92.3％（R2） 病院の耐震化率※再掲 69.7％（H27） 

120 時点修正 橋梁の耐震補強率※再掲 65.0%（R2） 橋りょうの耐震補強率※再掲 99%（H27） 

    

120 基本計画の反映 2-6）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 2-7）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

  （中略） （中略） 

120 時点修正 （下水道ＢＣＰの改定） 

● 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、浸水対策も

含めたＢＣＰ改定を促進するとともに、訓練等によりＢＣＰの

実行性の確保と改善を図る必要がある。 

（下水道ＢＣＰの策定） 

● 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、関係市町村

のＢＣＰ策定を促進するとともに、策定したＢＣＰの維持改善

を図る必要がある。 

120 時点修正 （下水道施設の耐震対策） 

● 大規模地震等による下水道施設の被害を最小限にするため、

耐震化を推進する必要がある。 

（下水道施設の耐震、耐津波対策） 

● 大規模地震による汚水処理施設の被害を最小限にするため、

耐震化を着実に推進する必要がある。 

120 再掲 （公共下水道施設の停電対策） 

● 市町村の下水道施設における、自家発電施設の整備を促進す

る必要がある。 

（新設） 

120 再掲 （下水道施設の耐水化） 

● 洪水による下水道施設の浸水被害を最小限にするため、耐水

化を推進する必要がある。 

（新設） 

121 再掲 （下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

● 下水道施設の老朽化による機能停止を未然に防止するため、

ストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づいた予防

（新設） 
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保全型の維持管理や更新を推進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

121 再掲 （メディアに対する情報提供） 

● 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（新設） 

121 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

121 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

（新設） 

121 再掲 （有害・危険物質対応資機材の整備） 

● 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する必要がある。 

（新設） 

121 再掲 （有害物質の流出等への対応） 

● 大規模地震等により河川等で異常水質の発生が確認された

際、有害物質等の大規模拡散・流出を防止するため、又は大気

中に有害物質が排出される事故が発生した際、周辺の区域にお

（新設） 
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ける人の健康の保護及び生活環境の保全に資するため、迅速に

情報収集を行い、各関係機関との連絡調整を行う体制を維持す

る必要がある。 

121 再掲 （災害廃棄物処理の支援体制の構築） 

● 大量に発生する災害廃棄物の運搬・分別・処分を円滑に進め

るため、自治体間や民間団体との協力体制を構築し連携強化を

図る必要がある。 

（新設） 

122 再掲 （浄化槽台帳システムの整備の促進等による浄化槽の災害対応

力の強化） 

● 浄化槽台帳システムは、浄化槽の設置場所、浄化槽管理者の

住所・氏名、維持管理情報、法定検査情報、浄化槽メーカー、

処理対象人員等を記録するものであり、災害が発生した場合に

おける被災浄化槽の迅速な情報収集のためにも、その適正な運

用が必要である。 

（浄化槽の整備促進） 

● 老朽化した単独処理浄化槽から、災害に強い新しい合併処理

浄化槽への転換を促進する必要がある。千葉県においては、令

和２年３月末時点で、単独処理浄化槽は約３２万基、合併処理

浄化槽は約２６万基と、単独処理浄化槽がいまだ、全体の６割

を占めている。 

（新設） 

122 再掲 （医師会等との連携強化） 

● 広域的かつ大規模な災害の場合、大量に発生する負傷者が応

急処置・搬送・治療能力等を上回るおそれがあることから、医

師会の災害時協定など連携の強化を推進する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

122 時点修正 下水道ＢＣＰ改定率※再掲 66％（R2) 下水道ＢＣＰ策定率※再掲 54％（H26) 

122 再掲 総合地震対策計画に基づく下水道施設の地震対策実施率※再掲 

49％（R2） 

（新設） 

122 再掲 下水道施設の耐水化実施率※再掲 0％（R2） （新設） 

122 再掲 ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の更新・長寿命化

対策実施率※再掲 13%（R2） 

（新設） 
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122 基本計画の反映 2-7）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災

者の健康状態の悪化・死者の発生 

（新設） 

122 再掲 （避難所における衛生管理） 

● 避難所など平時と異なる生活環境下での衛生状況の悪化を

防ぐため、避難所における飲料水の安全確保、室内環境の調

査・助言・指導、トイレやごみ保管場所の適正管理などを推進

する必要がある。 

（新設） 

122 国の取組の反映 （災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 避難所では高齢者や障害者などの地域における災害時要配

慮者が、長期間の避難生活を余儀なくされるケースが生じてお

り、このような災害時要配慮者の方々の福祉ニーズに的確に対

応し、避難生活中における生活機能の低下等の防止を図りつ

つ、安定的な日常生活に移行できるよう必要な支援を行うチー

ムの派遣体制を構築する必要がある。 

（新設） 

122 国の取組の反映 （災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 避難所では災害による様々なストレスによって心身の不調

をきたした住民に対する支援を行うチームの派遣体制の構築

を進めていく必要がある。 

（新設） 

122 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

122 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

（新設） 
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い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

123 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

123 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

123 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

123 再掲 （医師会等との連携強化） 

● 広域的かつ大規模な災害の場合、大量に発生する負傷者が応

急処置・搬送・治療能力等を上回るおそれがあることから、医

師会の災害時協定など連携の強化を推進する必要がある。 

（新設） 
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123 基本計画の反映 ３．必要不可欠な行政機能は確保する ３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保す

る 

    

123 基本計画の反映 3-1）被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会

の混乱 

3-1）被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化

及び信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

123 再掲 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 千葉県内の３９警察署及び関係施設は地域における災害対

応活動の拠点となることから、警察施設の耐災害性を強化する

必要がある。 

（新設） 

123 時点修正 （治安確保体制等の整備） 

○ 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図る必要

がある。 

（治安確保体制等の整備） 

● 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図る必要

がある。 

123 再掲 （県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資機材の整備

及び習熟） 

● 大規模災害発生時において、既存の警察施設が被災によりそ

の機能を失った場合、速やかに代替施設を立ち上げる必要性が

あるが、施設の立ち上げに必要な通信機器の不足や職員が機器

の取扱いに不慣れであるため、施設の立ち上げに時間を要し、

その間の警察活動に影響を及ぼすことが懸念されることから、

必要な資機材の整備及び習熟を図る必要がある。 

（新設） 

123 移項（3-1から6-4

へ） 

（削除） 

 

（信号機の停電対策） 

● 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞、交通事

故を回避する必要がある。 

123 移項（3-1から6-4

へ） 

（削除） （信号機電源付加装置の整備推進） 

○ 電力会社からの電力供給が停止若しくは制限された場合、信

号機が滅灯するため、主要交差点等での重大事故の発生が懸念

される。また、警察官の手信号による交通整理も、カバーでき

る範囲が限られる上、人員が割かれることにより、他業務の人

員不足、他職員の負担増が懸念されることから、信号機電源付

加装置の整備を推進する必要がある。 

124 再掲 （行政機関等の機能低下回避） 

● 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

（新設） 
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葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努める

必要がある。 

124 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

124 移項（3-1から6-4

へ） 

（削除） 【重要業績指標】 

124 移項（3-1から6-4

へ） 

（削除） 信号機電源付加装置の整備台数 207 台（H27） 

    

  3-2)行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 3-2)行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

124 時点修正 （地方公共団体における業務継続計画（地方ＢＣＰ）の充実・強

化） 

○ 大規模地震等が発生した場合においても、県民の生命・財産

を守り・生活の早期復旧を図るとともに、応急対策業務等の行

政機能を維持するため、県・市町村において業務継続計画を策

定している。県では、令和元年房総半島台風等の課題を踏まえ

た業務継続計画の見直しを行ったところであり、今後も必要に

応じ見直しを行い、充実・強化に努める必要がある。 

市町村では、全市町村で業務継続計画を策定済み（平成３０

年１１月）であり、必要に応じ情報提供や助言等の支援を行い、

充実・強化を図る必要がある。 

（地方公共団体における業務継続計画（地方ＢＣＰ）の作成） 

 

○ 大規模地震等が発生した場合においても、県民の生命・財産

を守り・生活の早期復旧を図るとともに行政機能を維持する必

要があり、業務継続計画を策定し東日本大震災の経験を踏まえ

た見直しを行ったところである。 

しかし、県内で業務継続計画を策定済の市町村は、１２市で

平成２７年７月１日現在２２％に留まっていることから、更に

実効性を高めるため必要に応じて見直しを図り充実強化を図

る必要がある。 

124 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る必要がある。 
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供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

124 時点修正 （被災者台帳の整備・推進） 

○ 被災者の被災の状況や各種支援の状況、配慮を要する事項等

を一元的に集約した被災者台帳について、市町村が迅速に作成

できる体制づくりを支援し、被災者への公平で効率的な支援の

実施及び迅速な復旧・復興を図る必要がある。 

（被災者台帳の整備・推進） 

○ 被災者への公平で効率的な支援の実施のため、市町村による

被災の状況や各種支援の状況、配慮を要する事項等を一元的に

集約した被災者台帳の作成を支援する必要がある。 

  （中略） （中略） 

124 時点修正 （総合防災訓練等の実施） 

○ 応急対処能力の向上等を図るため、自衛隊、警察、消防等防

災関係機関と連携した地震等の災害に即した実践的な総合防

災訓練や災害対策本部設置等の図上訓練などを引き続き実施

する必要がある。 

（総合防災訓練の実施） 

○ 総合防災訓練・図上訓練（災害対策本部設置）の実施につい

ては、自衛隊、警察、消防等防災関係機関と連携し、地震等の

災害に即した実践的な実動訓練及び図上訓練など、応急対処能

力の向上等を図るため、引き続き訓練を実施する必要がある。 

125 時点修正 （行政機関等の機能低下回避） 

○ 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努める

必要がある。 

（公共施設の耐震化） 

○ 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、「千葉県公共施設等総合

管理計画」等に基づく長寿命化対策の中で、耐震対策など計画

的な施設整備や適切な維持管理に努める必要がある。 

125 語句修正 （県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資機材の整備

及び習熟） 

○ 大規模災害発生時において、既存の警察施設が被災によりそ

の機能を失った場合、速やかに代替施設を立ち上げる必要性が

あるが、施設の立ち上げに必要な通信機器の不足や職員が機器

の取扱いに不慣れであるため、施設の立ち上げに時間を要し、

その間の警察活動に影響を及ぼすことが懸念されることから、

必要な資機材の整備及び習熟を図る必要がある。 

（県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資器材の整備

及び習熟） 

○ 大規模災害発生時において、既存の警察施設が被災によりそ

の機能を失った場合、速やかに代替え施設を立ち上げる必要性

があるが、施設の立ち上げに必要な通信機器の不足や職員が機

器の取扱いに不慣れであるため、施設の立ち上げに時間を要

し、その間の警察活動に影響を及ぼすことが懸念されることか

ら、必要な資器材の整備及び習熟を図る必要がある。 

  （中略） （中略） 

125 時点修正 

 

（避難所等の電源確保） 

○ 災害時における電力供給遮断に備え、避難住民の受入れを行

う避難所や防災拠点等（公共施設等）において、非常用発電機

（避難所等の電源確保） 

● 電力供給遮断などの非常時に、避難住民の受入れを行う避難

所や防災拠点等（公共施設等）において、移動用発電機の整備
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の整備等、避難住民の生活等に必要不可欠な電力を確保する必

要がある。 

等、避難住民の生活等に必要不可欠な電力を確保する必要があ

る。 

125 時点修正 （インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

（インフラの防災対策） 

● 行政機関の職員・施設そのものの被災だけでなく、周辺イン

フラの被災によっても機能不全が発生する可能性があるため、

道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策を着

実に推進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

125 再掲 自主防災組織の活動カバー率※再掲 68.9%（R2） （新設） 

125 時点修正 災害対策コーディネーターの在住市町村数 50 市町村（R2） 災害対策コーディネーターの在住市町村数 47 市町村（H27） 

    

125 基本計画の反映 ４．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する ４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確

保する 

    

125 基本計画の反映 4-1）防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・長期停止 4-1）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

  （中略） （中略） 

125 移項（4-1から6-1

へ） 

（削除） 

 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

○ 無線・有線電話等の情報通信システムに必要不可欠な電源が

遮断され、使用不能となった場合、災害対応に多大な影響を及

ぼすことが懸念されることから、電源途絶に対する予備電源の

確保を図る必要がある。 

  （中略） （中略） 

125 再掲 （消防救急無線のデジタル化） 

● 消防救急デジタル無線は、情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する必要がある。 

（新設） 

125 再掲 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 
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126 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

126 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

126 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

    

126  4-2）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に

伝達できない事態 

4-2）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に

伝達できない事態 

126 国の取組の反映 （災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

● 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティ FM に加え、SNS を活

用することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及

び強化充実を図る必要がある。 

（災害情報の伝達手段の多様化） 

● 防災行政無線やＬアラート、防災ポータルサイト、防災メー

ル等多様な手段を通じ、県民が容易に必要な情報を入手できる

環境の構築を図る必要がある。 

  （中略） （中略） 

126 再掲 

 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

● 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な  

（新設） 
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情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

● 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

126 再掲 （孤立集落対策の支援） 

● 孤立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町

村の孤立集落対策を支援する必要がある。 

（新設） 

127 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

    

127 基本計画の反映 4-3）災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・

伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

（新設） 

127 移項（1-6から4-3

へ） 

（災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

○ 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（新設） 

127 移項（1-6から4-3

へ） 

（地方公共団体の組織体制の強化・危機対応能力の向上） 

○ 情報収集・提供手段の整備が進む一方で、それらにより得ら

れた情報の効果的な利活用をより一層充実させることが課題

（新設） 
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であり、特に情報収集・提供の主要な主体である県・市町村の

危機対応能力の向上を図る必要がある。 

127 移項（1-6から4-3

へ） 

（災害時避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

いて避難行動要支援者名簿の作成が進められており、今後、さ

らに名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別

避難計画策定の取組を一層促進し、避難支援体制の充実を図る

必要がある。 

（新設） 

127 移項（1-6から4-3

へ） 

（福祉避難所の指定促進） 

○ 各市町村において、福祉避難所の指定は進んでいるが、取組

を一層促進するとともに、要配慮者が避難生活を送るために必

要となる備品や設備などの配備・充実、各種訓練等による災害

対応能力を向上させる必要がある。 

（新設） 

127 移項（1-6から4-3

へ） 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

○ 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な  

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

○ 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

（新設） 

127 移項（1-6から4-3

へ） 

（大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

○ 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 （新設） 

128 再掲 自主防災組織の活動カバー率※再掲 68.9%（R2） （新設） 
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128 基本計画の反映 ５．経済活動を機能不全に陥らせない ５．大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェ

ーンを含む）を機能不全に陥らせない 

    

128 基本計画の反映 5-1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による

国際競争力の低下（サプライチェーンの寸断等による地元企業の

生産力低下） 

5-1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による

国際競争力の低下 

  （中略） （中略） 

128 時点修正 （インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

（インフラの防災対策） 

● サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による

国際競争力の低下を避けるため、道路の防災、震災対策や洪

水・土砂災害・津波・高潮対策を着実に推進する必要がある。 

128 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路等の沿道の建築物が倒壊し、道路を閉塞するこ

とにより、災害時における避難、物資の供給及び救助活動等が

十分になされないおそれがあることから、沿道の建築物の耐震

化を図る必要がある。 

（沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を

促進する必要がある。 

128 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進める必要があ

る。 

  （中略） （中略） 

128 再掲 （信号機の停電対策） 

● 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避する必要がある。 

（新設） 

128 再掲 （信号機電源付加装置の整備推進等） 

● 電力会社からの電力供給が停止若しくは制限された場合、信

号機が滅灯するため、交通の安全と円滑が著しく悪化する。ま

た、警察官による交通整理も、カバーできる範囲が限られる上、

限られた人員で災害応急対策を効果的に進めるためには、早急

に、かつ継続的に信号機能を回復することができる信号機電源

付加装置の整備を推進する必要がある。 

（新設） 
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また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく必

要がある。 

129 再掲 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図り、

合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災害性を

強化する必要がある。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む必要がある。 

（新設） 

129 再掲 （燃料供給ルートの確保） 

● 燃料供給ルートを確保するため、輸送基盤の地震、津波、洪

水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める必要がある。 

（新設） 

129 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める必要

がある。 

（道路の法面対策） 

● 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する必要がある。また、法面の適切な

維持管理については維持管理計画を策定し、それに基づいた計

画的な法面の補修、施設の更新を行う必要がある。 

（道路橋梁の耐震化） 

● 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む

国道・県道の橋梁の耐震化を着実に推進する必要がある。 

（道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

 

（新設） 
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（緊急輸送道路を含む国道、県道等の整備と適切な維持管理） 

● 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する必要がある。また、災害時

においてもこれらの機能を維持するため、適切な維持管理を行

う必要がある。 

129 再掲 （道路啓開計画策定） 

● 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する必要がある。 

（新設） 

129 再掲 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

● 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を進める必要がある。 

● 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通や圏央道、富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する必要がある。 

● 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る必要がある。 

（新設） 

130 再掲 （港湾ＢＣＰの見直し・改善） 

● 港湾施設の多発同時被災による海上輸送機能の停止に対応

するため、港湾のＢＣＰの見直し等に取り組み、実効性の向上

を図る必要がある。 

（港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等をする必要がある。 

（新設） 

130 再掲 （鉄道の耐震化） 

● 災害時において、鉄道利用者等の安全確保及び輸送機能の維

持など安全性の向上を図るため、これまでも高架橋及び橋上駅

舎の耐震補強を進めてきたが、未実施箇所について引き続き耐

震補強を促進する必要がある。 

（新設） 

130 再掲 （空港機能の早期復旧） 

● 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する必要がある。 

（新設） 
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130 再掲 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

● 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、訓練等で検証を行い計画の実効性を確保するとともに、主

要な輸送ルートとなる東関道や圏央道のほか、これにアクセス

する銚子連絡道路等の道路網の充実、重要港湾化の構想があっ

た名洗港の機能強化や漁港の利活用の検討、成田空港の活用

等、それぞれの管理者との連携を密に行い、陸・海・空の連携

によるネットワークの強化を図る必要がある。 

（漁港施設の耐震化等） 

● 東日本大震災での被害や検証結果を踏まえ、震災時に緊急輸

送ネットワークを確保するために、地域防災計画において設定

した防災拠点漁港や、その他水産物流通の拠点となる漁港の耐

震化を進める必要がある。 

（輸送ルートの確保） 

● 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る必要がある。 

（新設） 

130 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

130 再掲 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

● 千葉県は、地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住

民を救助するための食料の調達及び供給に関し全国農業協同

組合連合会千葉県本部等農林水産関係団体を通じ協定を結ん

でいるところであるが、引き続きサプライチェーンの機能維持

対策を図る必要がある。 

（新設） 

131 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

（新設） 
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とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

  【重要業績指標】 （新設） 

131 再掲 耐震強化岸壁の整備（全 13 バース）※再掲 7 バース（R2） （新設） 

131 新設 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修 実施（R2） （新設） 

    

131 基本計画の反映 5-2）エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチ

ェーンの維持への甚大な影響 

5-2）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギ

ー供給の停止 

131 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

● 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を着実に推進する必要がある。 

（エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図り、

合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災害性を

強化する必要がある。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む必要がある。 

（石油コンビナート地域の耐災害性の強化） 

○ コンビナート地域において、エネルギーサプライチェーンの

確保を念頭に置いた関係機関による合同訓練を実施するなど、

石油コンビナート地域の耐災害性を強化する必要がある。 

● 石油コンビナート等防災計画を見直し、石油製品の安定供給

体制の強化を促進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

131 時点修正 （燃料供給ルートの確保） 

○ 燃料供給ルートを確保するため、輸送基盤の地震、津波、洪

水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める必要がある。 

（燃料供給ルートの確保） 

● 燃料供給ルートを確実に確保するため、輸送基盤の地震、津

波、水害、土砂災害対策等を着実に進める必要がある。 

131 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進める必要があ

る。 



177 

 

  （中略） （中略） 

132 再掲 （災害時において事業所内に電力を供給するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

● 災害発生により発電所等が被害を受けた場合、生活・経済活

動に必要最低限のエネルギーを供給できない状況が生じるこ

とから、生活・経済活動の重要施設への非常用発電機や自家発

電設備の導入を促進するとともに、エネルギー供給源の多様化

を図るため、コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネ

ルギー等の地域における自立・分散型エネルギーの導入を促進

する必要がある。 

（新設） 

132 再掲 （洋上風力発電の導入促進） 

● 太平洋岸の沖合は、洋上風力発電の導入可能性が高いことか

ら、導入を促進するとともに、地域に対し、導入後の発電電力

の災害時での活用について検討を促していく必要がある。ま

た、洋上風力発電の安定的な運用のためにはメンテナンス港が

必要である。 

（新設） 

132 再掲 （大規模停電対策） 

● 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、電力会社等と連携して災害時の早期電力復旧

に取り組む必要がある。 

● 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に電力会社と連携して取り組み、電力供給網の予防保全

を図る必要がある。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

132 再掲 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

● 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める必要がある。 

（新設） 

132 再掲 （港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等をする必要がある。 

（新設） 

132 再掲 （災害に強い森づくりの促進） 

● 風倒木等による災害を未然に防止するため、市町村が行うイ

ンフラ周辺の事前伐採等の森林整備を支援する必要がある。 

（新設） 
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132 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

132 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 民間物流施設の活用、協定の締結等により、地方公共団体、

国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実

効性を高めていく必要がある。 

（新設） 

132 再掲 （災害時の石油類燃料の確保） 

● 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る必要がある。 

（新設） 

133 再掲 （災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

● 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る必要がある。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する必要がある。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る必要がある。 

（新設） 

133 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 （新設） 

133 再掲 耐震強化岸壁の整備（全 13 バース）※再掲 7 バース（R2） （新設） 

133 再掲 千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練※再掲 実施

（R2） 

（新設） 

133 再掲 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修※再掲 実施（R2） （新設） 
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  5-3）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 5-3）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

133 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

○ 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を着実に推進する必要がある。 

（石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

○ 石油コンビナート等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防

災組織の活動について、関係機関の一層の連携、防災体制の充

実強化を図るとともに、石油コンビナートに係る設備の耐震化

や護岸の強化等における事業所の地震・津波対策を着実に推進

する必要がある。 

133 時点修正 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図り、

合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災害性を

強化する必要がある。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む必要がある。 

（石油コンビナート合同訓練・情報共有の実施） 

● 石油コンビナートには、基幹産業が集積し、エネルギーサプ

ライチェーンの観点からも重要であるから、関係機関による防

災訓練を実施し減災を図る必要がある。 

133 時点修正 （コンビナート周辺対策） 

○ 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る必要

がある。 

（コンビナート周辺対策） 

○ 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

134 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 民間物流施設の活用、協定の締結等により、地方公共団体、

国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実

効性を高めていく必要がある。 

（新設） 

134 再掲 （災害時の石油類燃料の確保） 

● 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る必要がある。 

（新設） 

134 再掲 （災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

● 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

（新設） 
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確保を図る必要がある。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する必要がある。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る必要がある。 

134 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

134 時点修正 石油タンクの耐震基準への適合率 100%（R2） 石油タンクの耐震基準への適合率 97%（H28） 

134 時点修正 石油コンビナートに係る設備の耐震化率 100%（R2） 石油コンビナートに係る設備の耐震化率 83.6%（H28） 

    

134 基本計画の反映 5-4）基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・

人流への甚大な影響（基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停

止） 

5-4）基幹的陸上・海上交通ネットワーク及び空港の機能停止 

134 時点修正 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を進める必要がある。 

 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通、圏央道や富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する必要がある。 

○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る必要がある。 

（代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道、外環道、北千葉道路など高規格幹線道路等の整備を促進す

るとともに、地域高規格道路や県境橋梁を含む国道・県道の整

備を進める必要がある。 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道や館山道の暫定

２車線区間の早期４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５

７号などの改良を促進する必要がある。 

 

○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、第二東京湾岸

道路、国道１６号千葉柏道路などの計画の具体化を図る必要が

ある。 
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134 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路等の沿道の建築物が倒壊し、道路を閉塞するこ

とにより、災害時における避難、物資の供給及び救助活動等が

十分になされないおそれがあることから、沿道の建築物の耐震

化を図る必要がある。 

（緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化） 

● 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を

促進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

135 時点修正 （道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

（港湾施設の防災対策） 

○ 港湾施設の耐震性能の強化等をする必要がある。 

（道路・港湾施設の防災対策） 

● 基幹的陸上・海上交通ネットワークの機能停止を避けるた

め、道路の防災、震災対策や港湾施設の耐震性能の強化等をす

る必要がある。 

135 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進める必要があ

る。 

  （中略） （中略） 

135 時点修正 （空港機能の早期復旧） 

● 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する必要がある。 

 

（空港機能の早期復旧） 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を強化する必要がある。 

135 語句修正 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

○ 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、（後略） 

（陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

○ 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受入計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、（後略） 

135 再掲 （信号機の停電対策） 

● 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避する必要がある。 

（新設） 

135 再掲 （信号機電源付加装置の整備推進等） 

● 電力会社からの電力供給が停止若しくは制限された場合、信

号機が滅灯するため、交通の安全と円滑が著しく悪化する。ま

た、警察官による交通整理も、カバーできる範囲が限られる上、

（新設） 



182 

 

限られた人員で災害応急対策を効果的に進めるためには、早急

に、かつ継続的に信号機能を回復することができる信号機電源

付加装置の整備を推進する必要がある。 

また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく必

要がある。 

136 再掲 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める必要

がある。 

（道路の法面対策） 

● 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する必要がある。また、法面の適切な

維持管理については維持管理計画を策定し、それに基づいた計

画的な法面の補修、施設の更新を行う必要がある。 

（道路橋梁の耐震化） 

● 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む

国道・県道の橋梁の耐震化を着実に推進する必要がある。 

（インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

（緊急輸送道路を含む国道、県道等の整備と適切な維持管理） 

● 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する必要がある。また、災害時

においてもこれらの機能を維持するため、適切な維持管理を行

う必要がある。 

（新設） 

136 再掲 （道路啓開計画策定） 

● 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する必要がある。 

（新設） 
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136 再掲 （漁港施設の耐震化等） 

● 東日本大震災での被害や検証結果を踏まえ、震災時に緊急輸

送ネットワークを確保するために、地域防災計画において設定

した防災拠点漁港や、その他水産物流通の拠点となる漁港の耐

震化を進める必要がある。 

（輸送ルートの確保） 

● 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る必要がある。 

（新設） 

136 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

136 再掲 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

● 千葉県は、地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住

民を救助するための食料の調達及び供給に関し全国農業協同

組合連合会千葉県本部等農林水産関係団体を通じ協定を結ん

でいるところであるが、引き続きサプライチェーンの機能維持

対策を図る必要がある。 

（新設） 

137 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

137 時点修正 高規格幹線道路等の整備率 93%（R2） 高規格幹線道路の整備率 89%（H28） 

137 時点修正 千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練 実施（R2） 千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練 実施（H28） 

137 再掲 耐震強化岸壁の整備（全 13 バース）※再掲 7 バース（R2） （新設） 

137 再掲 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修※再掲 実施（R2） （新設） 
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137 基本計画の反映 5-5）空港の被災による航空輸送への甚大な影響（空路の機能停

止） 

（新設） 

137 移項（5-4から5-5

へ） 

（空港機能の早期復旧） 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する必要がある。 

（新設） 

137 再掲 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

● 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、訓練等で検証を行い計画の実効性を確保するとともに、主

要な輸送ルートとなる東関道や圏央道のほか、これにアクセス

する銚子連絡道路等の道路網の充実、重要港湾化の構想があっ

た名洗港の機能強化や漁港の利活用の検討、成田空港の活用

等、それぞれの管理者との連携を密に行い、陸・海・空の連携

によるネットワークの強化を図る必要がある。 

（新設） 

    

137 基本計画の反映 5-6）金融サービス等の機能停止による県民生活・商取引等への

甚大な影響 

5-5）金融サービス等の機能停止により商取引等に甚大な影響が

発生する事態 

  （中略） （中略） 

137 再掲 （中小企業に対する資金調達支援） 

● 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

を支援する必要がある。 

（新設） 

    

137 基本計画の反映 5-7)食料等の安定供給の停滞 5-6)食料等の安定供給の停滞 

  （中略） （中略） 

138 語句修正 （農林道・農道橋等の保全対策の推進） 

○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農林道の整備や適正な維持補修を推進する必要があ

る。 

（農道・農道橋等の保全対策の推進） 

○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農道の整備や適正な維持補修を推進する必要がある。

また、橋梁の耐震診断を速やかに実施し、これに基づく耐震化

等を着実に推進する必要がある。 

138 語句修正 （農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

● 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

（農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消

や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業用排
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利施設等の整備・補強を推進する必要がある。 

  また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設については、土

砂災害の被害を最小限に抑えるため、整備を推進する必要があ

る。 

水施設等の整備・補強を進める必要がある。 

また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設については、土

砂災害の被害を最小限に抑えるため、ハード対策を推進する必

要がある。 

  （中略） （中略） 

138 時点修正 （漁港施設の耐震化等） 

○ 東日本大震災での被害や検証結果を踏まえ、震災時に緊急輸

送ネットワークを確保するために、地域防災計画において設定

した防災拠点漁港や、その他水産物流通の拠点となる漁港の耐

震化を進める必要がある。 

（漁港施設の耐震化等） 

○ 東日本大震災での被害や検証結果を踏まえ、震災時に緊急輸

送ネットワークを確保するために、平成２４年度に修正した地

域防災計画において設定した防災拠点漁港の耐震化を進める

必要がある。 

  （中略） （中略） 

138 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

139 新設 安定的な用水供給機能の確保を行う面積 2,806ha（R2） （新設） 

139 時点修正 農道橋（延長 15m 以上）及び農道トンネルを対象とした点検・

診断の実施割合 100％（R2） 

農道橋（延長 15m 以上）及び農道トンネルを対象とした点検・

診断の実施割合 9 割（H27） 

139 新設 農道の保全対策工事実施地区 0 施設（R3） （新設） 

139 新設 土砂災害のリスクを軽減する面積 343ha（R2） （新設） 

139 新設 湛水被害のリスクを軽減する面積 4,414ha（R2） （新設） 

139 時点修正 土地改良事業に係る事業継続計画（ＢＣＰ）の策定数 4（R2） 土地改良事業に係る事業継続計画（ＢＣＰ）の策定数 1（H27） 

139 時点修正 農地の整備率 58.1％（R2） 農地の整備率 56.0%（H27） 
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139 基本計画の反映 5-8)異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な

影響 

（新設） 

139 移項（6-5から5-8

へ） 

（水資源開発施設の整備促進と水資源の有効利用の取組の推進） 

○ 本県は、地形的及び地理的に水資源に恵まれないことから、

水源の約２/３を利根川水系に依存しており、安定した水資源

の確保や既存施設の活用に加え、雨水、下水再生水等を有効利

用する必要がある。 

（新設） 

    

139 基本計画の反映 ６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被

害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

６．大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最

低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を

確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

    

139 基本計画の反映 6-1）電力供給ネットワーク （発変電所、送配電設備）や都市ガ

ス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長期間にわたる機

能の停止 

6-1）電力供給ネットワーク （発変電所、送配電設備）や石油・

ＬＰガスサプライチェーンの機能の停止 

139 時点修正 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

○ 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する必要がある。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む必要がある。 

（エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

○ 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、石油コンビナート等防

災計画の見直しを図るとともに、特定事業所の自衛防災組織の

活動について、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を

図り、コンビナートに係る設備の耐震化や護岸等の強化等の地

震・津波対策を着実に推進する必要がある。 

 また、コンビナートの危機管理の能力を備えた人材育成に、

産学官が連携して取り組む必要がある。 

139 再掲 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

● 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を着実に推進する必要がある。 

（新設） 

139 語句修正 （災害時において事業所内に電力を供給するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

（災害時において事業所内に電力を共有するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

  （中略） （中略） 
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140 地域特性の反映 （洋上風力発電の導入促進） 

○ 太平洋岸の沖合は、洋上風力発電の導入可能性が高いことか

ら、導入を促進するとともに、地域に対し、導入後の発電電力

の災害時での活用について検討を促していく必要がある。ま

た、洋上風力発電の安定的な運用のためにはメンテナンス港が

必要である。 

（新設） 

140 移項（4-1から6-1

へ） 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

○ 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る必要がある。 

（新設） 

140 移項（2-1から6-1

へ） 

（ガス施設等の老朽化対策の推進） 

○ 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

（新設） 

140 地域特性の反映 （大規模停電対策） 

○ 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、電力会社等と連携して災害時の早期電力復旧

に取り組む必要がある。 

○ 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に電力会社と連携して取り組み、電力供給網の予防保全

を図る必要がある。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

140 再掲 （災害に強い森づくりの促進） 

● 風倒木等による災害を未然に防止するため、市町村が行うイ

ンフラ周辺の事前伐採等の森林整備を支援する必要がある。 

（新設） 

 

 

140 再掲 （コンビナート周辺対策） 

● 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る必要

がある。 

（新設） 

140 再掲 （燃料供給ルートの確保） 

● 燃料供給ルートを確実に確保するため、輸送基盤の地震、津

波、洪水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める必要がある。 

 

（新設） 
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140 再掲 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（新設） 

141 再掲 （港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等をする必要がある。 

（新設） 

141 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

141 再掲 （支援物資の調達・供給体制の構築） 

● 民間物流施設の活用、協定の締結等により、地方公共団体、

国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実

効性を高めていく必要がある。 

（新設） 

141 再掲 （災害時の石油類燃料の確保） 

● 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る必要がある。 

（新設） 

141 再掲 （港湾施設の戦略的な維持管理の推進） 

● 災害時においても社会経済活動の維持に必要な港湾施設が、

今後大量に施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化

や各年の維持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画に基

づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策

を進める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 （新設） 

141 再掲 千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練※再掲 実施

（R2） 

（新設） 

    

  6-2）上水道等の長期間にわたる供給停止 6-2）上水道等の長期間にわたる供給停止 

141 地域特性の反映 （上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

● 上水道の基幹管路の耐震適合率は約６割（Ｒ元）であり、老

（水道施設の耐震化の推進と応急体制の確保） 

● 上水道の基幹管路の耐震適合率は約５割（Ｈ２６）であり、
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朽化対策と合わせ耐震化を着実に推進するとともに、災害時に

迅速かつ的確に応急給水活動を実施できるよう対応の充実を

図る必要がある。 

● 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、停電対策として非常用発電設備等

の整備の促進を図る必要がある。また、水害に伴う施設の損壊

や水道管の破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅

速な復旧が行えるよう対応の充実を図る必要がある。 

● 水道災害相互応援協定による応急給水等の対応の充実を図

る必要がある。 

● 飲料水兼用型耐震性貯水槽、耐震性井戸付貯水装置、または

防災用井戸の整備促進を図る必要がある。 

● 県営水道においては、東日本大震災等を踏まえて将来の震災

に備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するととも

に、令和元年房総半島台風等による停電・浸水被害などの状況

を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水対策に取り組む

必要がある。また、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応

急復旧活動が行えるよう、給水区域内の各市や関係団体等との

連携を強化していく必要がある。 

老朽化対策と合わせ耐震化を着実に推進するとともに、災害時

に迅速かつ的確に応急給水活動を実施できる体制を整備する

必要がある。 

● 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、水害に伴う施設の損壊や水道管の

破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅速な復旧が

行えるよう体制を整備する必要がある。 

 

 

 

 

 

○ 県営水道においては、東日本大震災を踏まえて将来の震災に

備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するとともに、

災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が行え

るよう、給水区域内の各市や関係団体等との連携を強化してい

く必要がある。 

  （中略） （中略） 

142 地域特性の反映 （工業用水道施設の強靱化の推進） 

 

○ 県営工業用水道については、管路等の耐震化を進めている

が、令和２年度末では耐震適合率は管路延長の５５．８％であ

り、水管橋においては１５％にとどまっている。大災害時にお

いても安定した工業用水の供給を継続するため、管路等の耐震

化に努める必要がある。 

○ 長期停電や施設の浸水による工業用水の長期間にわたる供

給停止を避けるための施設整備を促進する必要がある。 

（指針に基づく更新・耐震化計画による工業用水道強靱化の推

進） 

○ 県営工業用水道については、管路等の耐震化を進めている

が、平成２６年度末では耐震適合率は管路延長の５５％であ

り、水管橋においては１５％にとどまっている。大災害時にお

いても安定した工業用水の供給を継続するため、管路等の耐震

化に努める必要がある。 

 

142 時点修正 （削除） （下水道施設の耐震、耐津波対策） 

● 大規模地震等による下水道施設の被害を最小限にするため、

耐震化等を着実に推進する必要がある。 

142 時点修正 （削除） （下水道施設の戦略的維持管理・更新） 
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● 下水道施設の老朽化による機能低下を防止するため、長寿命

化計画等に基づいた維持管理・更新等を推進し、災害時におけ

る汚水処理機能を確保する必要がある。 

142 時点修正 （水資源開発施設の整備促進と水資源の有効利用の取組の推進） 

 

● 本県は、地形的及び地理的に水資源に恵まれないことから、

水源の約２/３を利根川水系に依存しており、安定した水資源

の確保や既存施設の活用に加え、雨水、下水再生水等を有効利

用する必要がある。 

（水資源関連施設の機能強化と水資源の有効利用等の取組の推

進） 

● 本県は、地形的及び地理的に水資源に恵まれないことから、

水源の約３分の２を利根川水系に依存しており、安定した水資

源に加え、雨水や再生水等を有効利用する必要がある。 

142 再掲 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（新設） 

142 削除 （削除） 【重要業績指標】 

142 移項（6-2から2-1

へ） 

（削除） 水道施設の基幹管路の耐震適合率 53.7%（H26） 

    

  6-3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 6-3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

142 地域特性の反映 （下水道ＢＣＰの改定） 

○ 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、浸水対策も

含めたＢＣＰ改定を促進するとともに、訓練等によりＢＣＰの

実行性の確保と改善を図る必要がある。 

（下水道ＢＣＰの策定） 

○ 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、市町村のＢ

ＣＰ策定を促進するとともに、ＢＣＰを適切に運用していくう

えで、適宜フォローアップ等を行う必要がある。 

142 時点修正 （下水道施設の耐震対策） 

○ 大規模地震等による下水道施設の被害を最小限にするため、

耐震化を推進する必要がある。 

（下水道施設の耐震、耐津波対策） 

○ 大規模地震による下水道施設の被害を最小限にするため、耐

震化等を着実に推進する必要がある。 

142 地域特性の反映 （公共下水道施設の停電対策） 

○ 市町村の下水道施設における、自家発電施設の整備を促進す

る必要がある。 

 

（新設） 
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142 地域特性の反映 （下水道施設の耐水化） 

○ 洪水による下水道施設の浸水被害を最小限にするため、耐水

化を推進する必要がある。 

（新設） 

142 時点修正 （下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

○ 下水道施設の老朽化による機能停止を未然に防止するため、

ストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づいた予防

保全型の維持管理や更新を推進する必要がある。 

（下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

○ 下水道施設の老朽化による被害拡大を防止するため、長寿命

化計画を策定し、その計画に基づいた維持管理を推進する必要

がある。 

  （中略） （中略） 

143 時点修正 （浄化槽の整備促進） 

○ 老朽化した単独処理浄化槽から、災害に強い新しい合併処理

浄化槽への転換を促進する必要がある。千葉県においては、令

和２年３月末時点で、単独処理浄化槽は約３２万基、合併処理

浄化槽は約２６万基と、単独処理浄化槽がいまだ、全体の６割

を占めている。 

（浄化槽の整備促進） 

○ 老朽化した単独処理浄化槽から、災害に強い新しい合併処理

浄化槽への転換を促進する必要がある。千葉県においては、平

成２６年３月末時点で、単独処理浄化槽は約３４万基、合併処

理浄化槽は約２２万基と、単独処理浄化槽がいまだ、全体の６

割を占めている。 

  （中略） （中略） 

143 再掲 （水害に強い地域づくり（下水道）） 

● 水害による被害を最小限にするため、下水道（雨水）施設の

整備を促進する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

143 時点修正 下水道ＢＣＰ改定率 66％（R2） 下水道ＢＣＰ策定率 54％（H26) 

143 時点修正 農業集落排水施設の機能診断実施地区 66（R2） 農業集落排水施設の機能診断実施地区 19（H27） 

143 新設 農業集落排水施設の改築工事着手率 4 地区/66 地区（R2） （新設） 

143 時点修正 総合地震対策計画に基づく下水道施設の地震対策実施率 49％

（R2） 

下水道施設の地震対策実施率 34％（H27） 

143 新設 下水道施設の耐水化実施率 0％（R2） （新設） 

143 時点修正 ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の更新・長寿命化

対策実施率 13%（R2） 

下水道施設の更新・長寿命化対策実施率 5%（H27） 

    

143 基本計画の反映 6-4）基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの

長期間にわたる機能停止 

6-4）地域交通ネットワークが分断する事態 

143 時点修正 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

● 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を進める必要がある。 

（代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

● 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道、外環道、北千葉道路など高規格幹線道路等の整備を促進す

るとともに、地域高規格道路や県境橋梁を含む国道・県道の整
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● 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通や圏央道、富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する必要がある。 

● 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道

路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る必要がある。 

備を進める必要がある。 

● 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道や館山道の暫定

２車線区間の早期４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５

７号などの改良を促進する必要がある。 

 

● 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、第二東京湾岸

道路、国道１６号千葉柏道路などの計画の具体化を図る必要が

ある。 

  （中略） （中略） 

144 時点修正 

 

（集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

○ ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知などを行う必要がある。 

（集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

○ ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知強化などの検討等を行う必要があ

る。 

  （中略） （中略） 

144 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

● 緊急輸送道路等の沿道の建築物が倒壊し、道路を閉塞するこ

とにより、災害時における避難、物資の供給及び救助活動等が

十分になされないおそれがあることから、沿道の建築物の耐震

化を図る必要がある。 

（緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化） 

● 緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を

促進する必要がある。 

 

144 時点修正 （無電柱化の推進） 

● 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める必要

がある。 

（無電柱化の推進） 

● 大規模災害時に液状化や建物損壊等による被害を受けやす

い電柱については、無電柱化を推進し、ライフラインの確保や

道路閉塞の防止等、防災性の向上を図る必要がある。 

144 語句修正 

 

（農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある農林道の保全を優先的に進めると

ともに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る必要がある。 

（農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある林道の保全を優先的に進めるとと

もに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る必要がある。 

144 時点修正 （輸送ルートの確保） 

○ 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る必要がある。 

（輸送ルートの確保） 

● 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

水害、土砂災害等や老朽化対策を着実に進めるとともに、輸送

モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図る必要が

ある。 
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  （中略） （中略） 

144 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進める必要があ

る。 

  （中略） （中略） 

145 再掲 （空港機能の早期復旧） 

● 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する必要がある。 

（新設） 

145 移項（3-1から6-4

へ） 

基本計画の反映 

（信号機の停電対策） 

○ 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

発生する交通渋滞、交通事故を回避する必要がある。 

（新設） 

145 移項（3-1から6-4

へ） 

基本計画の反映 

（信号機電源付加装置の整備推進等） 

○ 電力会社からの電力供給が停止若しくは制限された場合、信

号機が滅灯するため、交通の安全と円滑が著しく悪化する。ま

た、警察官による交通整理も、カバーできる範囲が限られる上、

限られた人員で災害応急対策を効果的に進めるためには、早急

に、かつ継続的に信号機能を回復することができる信号機電源

付加装置の整備を推進する必要がある。 

また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく必

要がある。 

（新設） 

145 再掲 （道路の法面対策） 

● 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する必要がある。また、法面の適切な

維持管理については維持管理計画を策定し、それに基づいた計

画的な法面の補修、施設の更新を行う必要がある。 

（道路の防災対策） 

● 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

（新設） 
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（インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

145 再掲 （道路啓開計画策定） 

● 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する必要がある。 

（新設） 

145 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

145 再掲 （道路施設の老朽化対策） 

● 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

145 再掲 高規格幹線道路等の整備率※再掲 93%（R2） （新設） 

145 再掲 無電柱化整備延長※再掲 28.6km（R2） （新設） 

145 時点修正 「林道施設長寿命化計画」の策定 策定済（R2） 「林道施設長寿命化計画」の策定 未策定（H27） 

145 時点修正 橋梁の耐震補強率※再掲 65.0%（R2） 橋りょうの耐震補強率※再掲 99%（H27） 

145 再掲 耐震強化岸壁の整備（全 13 バース）※再掲 7 バース（R2） （新設） 

146 再掲 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修※再掲 実施（R2） （新設） 

146 時点修正 信号機電源付加装置の整備（ストック）数 

自動起動式発動発電機 252 基、リチウム電池式 24 基、可搬式 375

台（R2） 

信号機電源付加装置の整備台数※再掲 207 台（H27） 

    

146 基本計画の反映 6-5) 防災インフラの長期間にわたる機能不全 6-5) 異常渇水等により用水の供給の途絶 

146 移項（6-5から5-8

へ） 

（削除） （水資源関連施設の機能強化と水資源の有効利用等の取組の推

進） 

○ 現行の用水供給整備水準を超える渇水等に対しては、限られ

た水資源を有効に活用する観点から、水資源関連施設の機能強

化、水資源関連施設や下水道等の既存ストックを有効活用した

水資源の有効利用等の取組を進める必要がある。 

● 本県は、地形的及び地理的に水資源に恵まれないことから、



195 

 

水源の約３分の２を利根川水系に依存しており、安定した水資

源に加え、雨水や再生水等を有効利用する必要がある。 

146 再掲 （自然公園や自然環境保全地域等の適切な管理） 

● 国定・県立自然公園区域や自然環境保全地域などにおける豊

かな自然は減災機能を有しており、無秩序な開発行為等は災害

リスクを増大させる懸念があることから、法令に基づき適切に

管理する必要がある。 

（新設） 

146 再掲 （激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

● 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進し、大雨等による土砂災害の発生、被害を最小

限に抑える必要がある。また、土砂災害防止法に基づき、基礎

調査結果を関係住民及び市町村に周知するとともに、土砂災害

警戒区域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅の

新規立地の抑制等のソフト対策を推進する必要がある。 

（新設） 

146 再掲 （電源途絶に対する予備電源の確保） 

● 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る必要がある。 

（新設） 

146 再掲 （防災関係機関の情報通信手段の多様化等） 

● 防災関係機関の拠点となる施設において、情報通信手段の多

様化や非常用電源の確保等を進める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 （新設） 

146 再掲 砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全 575 戸）※再

掲 161 戸（R 元） 

（新設） 

    

146 基本計画の反映 ７．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない ７．制御不能な二次災害を発生させない 

    

146 基本計画の反映 7-1）地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者

の発生 

7-1）市街地での大規模火災の発生 

146 時点修正 （延焼防止等に資する緑地の確保） 

○ 住宅密集地での延焼拡大防止のため、緑地の確保や都市公園

の整備を促進する必要がある。 

 

 

（延焼防止等に資する緑地の確保） 

○ 大規模自然災害時に発生しうる火災から住宅密集地での延

焼拡大防止のために緑地の確保や都市公園施設の充実を図る

必要がある。また、災害発生時の避難・火災の延焼遮断空間と

なる緑地や公園の整備改善について取り組む必要がある。 
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（緊急時の避難路等の整備） 

● 狭あいの道路が多くある市街地等は住民の避難や救助活動、

必要物資の運搬等の災害時の活動を円滑に進めるために道路

等を面的に整備する必要がある。 

（密集市街地の解消） 

● 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市

街地の、火災予防・被害低減のための改善整備について取り組

む必要がある。 

 

 

 

 

 

  （中略） （中略） 

147 国の取組の反映 （救助活動能力の強化） 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更

なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤・施設の堅牢化・

高度化等を推進する必要がある。また、消防団、自主防災組織

の充実強化、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神

医療チーム（ＤＰＡＴ）の養成等、ハード・ソフト対策を組み

合わせて横断的に進める必要がある。 

（救助活動能力の強化） 

● 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更

なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤・施設の堅牢化・

高度化等を推進する必要がある。また、消防団、自主防災組織

の充実強化、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成等、ハー

ド・ソフト対策を組み合わせて横断的に進める必要がある。 

147 再掲 （病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

● 敷地内で倒壊の危険性があるブロック塀について、地震発生

時等の倒壊による患者や周辺住民への被害を防ぐ必要があ

る。 

（新設） 

147 時点修正 （火災予防対策等の推進） 

● 感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等について、設

置を促進する必要がある。 

（火災予防対策等の推進） 

● 震災による火災の発生の防止及び火災の早期発見並びに延

焼を防止するため、感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器

等の設置を促進する必要がある。 

  （中略） （中略） 

147 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る必要がある。 
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動促進等に努める必要がある。 

147 時点修正 （ＬＰガスの放出による延焼防止） 

● ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する必要がある。 

（ＬＰガスの放出防止） 

● 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するた

め、ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する必要がある。 

147 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

147 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

147 再掲 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

● 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

147 時点修正 整備中の都市公園の供用開始率 19.8%（R 元） 整備中の都市公園の供用開始率 13.5%（H27） 

147 時点修正 土地区画整理事業の整備面積率※再掲 78.2%（R2） 土地区画整理事業の整備面積率※再掲 58.1%（H27） 

147 再掲 密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整

備面積率※再掲 60.6%（R2） 

（新設） 

147 再掲 自主防災組織の活動カバー率※再掲 68.9%（R2） （新設） 

    

  7-2）海上・臨海部の広域複合災害の発生 7-2）海上・臨海部の広域複合災害の発生 

148 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

● 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を着実に推進する必要がある。 

（エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

● 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

（石油コンビナート合同訓練・情報共有の実施） 

● コンビナート災害の発生・拡大の防止を図るため、関係機関

による合同訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や

大規模・特殊災害対応体制、装備資機材等の機能向上を図る必

要がある。 



198 

 

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図り、

合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災害性を

強化する必要がある。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む必要がある。 

148 時点修正 （危険物取扱施設の耐震化） 

○ 危険な物質を取り扱う施設の耐震化を着実に推進する必要

がある。 

（危険物取扱施設の耐震化） 

● 危険な物質を取り扱う施設の耐震化を着実に推進する必要

がある。 

148 時点修正 （コンビナート周辺対策） 

 

● 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制を構築する必要が

ある。 

（周辺住民等の確実かつ円滑な避難等のため、情報伝達手段の多

重化・多様化を推進） 

● 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制を構築する必要が

ある。 

  （中略） （中略） 

148 時点修正 （耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

● 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進める必要があ

る。 

  （中略） （中略） 

148 再掲 （港湾施設の防災対策） 

● 港湾施設の耐震性能の強化等をする必要がある。 

（新設） 

149 再掲 （ライフライン事業者等との連携強化） 

● 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する必要がある。 

（新設） 

149 再掲 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

● 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

（新設） 
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確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

  【重要業績指標】 （新設） 

149 再掲 耐震強化岸壁の整備（全 13 バース）※再掲 7 バース（R2） （新設） 

149 再掲 「港湾施設長寿命化計画」に基づく点検・補修※再掲 実施（R2） （新設） 

149 再掲 千葉港・木更津港ＢＣＰ連絡協議会における訓練※再掲 実施

（R2） 

（新設） 

    

149 基本計画の反映 7-3）沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊等に

伴う陥没による交通麻痺 

7-3）沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

149 語句修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

○ 緊急輸送道路等の沿道の建築物が倒壊し、道路を閉塞するこ

とにより、災害時における避難、物資の供給及び救助活動等が

十分になされないおそれがあることから、沿道の建築物の耐震

化を図る必要がある。 

（沿道建築物の耐震化の推進） 

○ 緊急輸送道路等の沿道の建築物が倒壊し、道路を閉塞するこ

とにより、災害時における避難、物資の供給及び救助活動等が

十分になされないおそれがあることから、沿道の建築物の耐震

化を図る必要がある。 

149 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 千葉県内の３９警察署及び関係施設は地域における災害対

応活動の拠点となることから、警察施設の耐災害性を強化する

必要がある。 

（災害対策用装備資機材の整備充実） 

● 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を検討する必要がある。 

● 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を検討する必要がある。 

● 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について検討する必要がある。 

（緊急消防援助隊の車両整備等） 

● 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する必要がある。 

（消防救急無線のデジタル化） 

● 消防救急デジタル無線は、情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する必要がある。 

 

（関係機関の耐災害性の向上） 

● 被害により人材、資機材、通信基盤を含む行政機能が低下し、

災害時における救助、救急活動等が十分になされないおそれが

あることから、それらの設備等の耐災害性の向上を図る必要が

ある。 



200 

 

（消防庁舎の耐震化） 

● 市町村等の消防庁舎の耐震化率は約９５．５％（Ｈ３０）で

あることなどから、地域における活動拠点となる施設の耐災害

性を強化する必要がある。 

（常備消防力の強化） 

● 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する必要がある。 

    

150 基本計画の反映 7-4）ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆

積した土砂の流出による多数の死傷者の発生 

7-4）ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全に

よる二次災害の発生 

  （中略） （中略） 

150 移項（1-5から7-4

へ） 

（ため池の耐震化） 

○ 大規模地震等により被災した場合に経済活動及び住民生活

等への影響が大きい農業用ため池の地震被害を防止するため、

耐震対策を推進する必要がある。 

（ため池の耐震化） 

● 大規模地震等により被災した場合に経済活動及び住民生活

等への影響が大きい農業用ため池の地震被害を防止するため、

耐震対策を推進する必要がある。 

150 時点修正 （激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

● 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進し、大雨等による土砂災害の発生、被害を最小

限に抑える必要がある。また、土砂災害防止法に基づき、基礎

調査結果を関係住民及び市町村に周知するとともに、土砂災害

警戒区域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅の

新規立地の抑制等のソフト対策を推進する必要がある。 

（土砂災害防止対策等の推進） 

● 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進し、大雨等による土砂災害の発生、被害を最小

限に押さえる必要がある。 

150 再掲 （土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施・緊急情報の通知） 

● 大規模な地すべりが発生した場合（地割れや建築物等に亀裂

が発生又は広がりつつある場合や、おおむね１０戸以上の人家

に被害が想定される場合）は、土砂災害防止法第２８条により、

緊急調査を実施し市町村への情報提供を迅速に行う必要があ

る。 

（新設） 

150 地域特性の反映 （河川管理施設における停電対策の推進） 

○ 治水ダムについて、大規模停電時も業務を継続できるよう、

予備発電機の燃料調達を確実にするための体制を構築すると

ともに、予備発電設備機能を強化する必要がある。 

○ 予備電源が確保されていない排水機場について、停電時に施

設機能が確保できるようにする必要がある。 

（新設） 
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  【重要業績指標】 （新設） 

150 新設 ため池の耐震化により被害を軽減する面積 198ha（R2） （新設） 

150 再掲 砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全 575 戸）※再

掲 161 戸（R 元） 

（新設） 

    

150 基本計画の反映 7-5）有害物質の大規模拡散・流出による県土の荒廃 7-5）有害物質の大規模拡散・流出及び風評被害等による影響 

150 語句修正 （有害・危険物質対応資機材の整備） 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する必要がある。 

（有害・危険物質対応資器材の整備） 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する必要がある。 

150 基本計画の反映 （有害物質の流出等への対応） 

○ 大規模地震等により河川等で異常水質の発生が確認された

際、有害物質等の大規模拡散・流出を防止するため、又は大気

中に有害物質が排出される事故が発生した際、周辺の区域にお

ける人の健康の保護及び生活環境の保全に資するため、迅速に

情報収集を行い、各関係機関との連絡調整を行う体制を維持す

る必要がある。 

（新設） 

150 時点修正 （既存高圧ガス設備の耐震性向上） 

● 新規設置する高圧ガス設備に加え、既存の重要度の高い高圧

ガス設備にも高圧ガス保安法に基づく最新の耐震設計基準に

適合するよう事業者に対策を求めていく必要がある。 

（高圧ガス設備の耐震対策） 

● 東日本大震災を踏まえ耐震基準を見直した高圧ガス設備に

ついて対策を促進する必要がある。 

150 移項（7-5から8-6

へ） 

（削除） （国内外への情報発信） 

○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信するとともに、複数の情報伝達経路の確保に努める必

要がある。 

  （中略） （中略） 

151 移項（1-5から7-5

へ） 

（富士山噴火による降灰対策） 

○ 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

    

151 基本計画の反映 7-6)農地・森林等の被害による県土の荒廃 7-6)農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

  （中略） （中略） 
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151 時点修正 （荒廃地等における治山施設の整備） 

○ 地球温暖化に伴う集中豪雨の発生頻度の増加等により、山地

災害発生リスクの高まりが懸念されるなか、山地災害危険地区

等に対する治山施設の整備等の対策に時間を要するため、危険

箇所の重要性や緊急性を考慮し、効率的、効果的な治山施設の

整備を進める必要がある。 

（荒廃地等における治山施設の整備） 

○ 地球温暖化に伴う集中豪雨の発生頻度の増加等により、山地

災害発生リスクの高まりが懸念されるなか、山地災害危険地区

等に対する治山施設の整備等の対策に時間を要するため、人的

被害が発生するおそれがあることから、効率的、効果的な治山

施設の整備を進める必要がある。 

151 地域特性の反映 （災害に強い森づくりの促進） 

○ 風倒木等による災害を未然に防止するため、市町村が行うイ

ンフラ周辺の事前伐採等の森林整備を支援する必要がある。 

（新設） 

 

 

151 再掲 （富士山噴火による降灰対策） 

● 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

151 時点修正 治山施設を整備した山地災害危険地区数 1,347 地区（R 元） 治山施設を整備した山地災害危険地区数 216 地区（H27） 

    

152 基本計画の反映 ８．社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を

整備する 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に

再建・回復できる条件を整備する 

    

152 基本計画の反映 8-1)大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅

に遅れる事態 

8-1)大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

152 語句修正 （災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計

画の作成促進） 

○ 災害廃棄物は、廃棄物処理法で一般廃棄物に区分され、被災

市町村に処理責任がある。東日本大震災のような大規模災害時

には、市町村が通常処理していないような性状の廃棄物が、一

度に大量に発生し、通常の廃棄物処理体制では、迅速かつ適正

な廃棄物処理が困難なことが想定される。市町村の災害廃棄物

処理計画が未策定の場合や、策定していても大規模災害に対応

していない場合には、災害廃棄物の処理が停滞することによ

り、復興が大幅に遅れる事態が懸念されることから、災害廃棄

物処理計画の策定や見直しを進める上で必要な技術的な支援

を図る必要がある。 

 

（災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計

画の作成促進） 

○ 災害廃棄物は、廃棄物処理法で一般廃棄物に区分され、被災

市町村に処理責任がある。東日本大震災のような大規模災害時

には、市町村が通常処理していないような性状の廃棄物が、一

度に大量に発生し、現行の廃棄物処理体制では、迅速かつ適正

な廃棄物処理が困難なことが懸念される。市町村の災害廃棄物

処理計画の策定率が低く、また、策定していても大規模災害に

対応していない場合には、災害廃棄物の処理が停滞することに

より、復旧・復興が大幅に遅れる事態が懸念されることから、

災害廃棄物処理計画の策定や見直しを進める上で必要な技術

的な支援を図る必要がある。 
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152 時点修正 （一般廃棄物処理施設の防災機能の向上） 

○ 国が策定した「廃棄物処理施設整備計画（平成３０年６月）」

を踏まえて、市町村及び一部事務組合は、地域の核となる廃棄

物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならないよう、施

設の耐震化、浸水対策等を着実に推進する必要がある。（後略） 

（一般廃棄物処理施設の防災機能の向上） 

○ 国が策定した「廃棄物処理施設整備計画（平成２５年３月）」

を踏まえて、市町村及び一部事務組合は、地域の核となる廃棄

物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならないよう、施

設の耐震化、浸水対策等を着実に推進する必要がある。（後略） 

152 時点修正 （災害廃棄物仮置場整備の支援） 

○ 市町村は、国が策定した「災害廃棄物対策指針（平成３０年

６月）」を踏まえ、災害廃棄物の発生量の推計に合わせ、仮置

場の候補地の選定を推進する必要がある。また、県は、市町村

に対し、必要に応じて技術的な支援を行う必要がある。 

（災害廃棄物を仮置きするストックヤード整備の支援） 

○ 市町村は、国が策定した「災害廃棄物対策指針（平成２６年

３月）」を踏まえ、災害廃棄物の発生量の推計に合わせ、災害

廃棄物を仮置きするためのストックヤードの候補地の選定を

推進する必要がある。また、県は、市町村に対し、必要に応じ

て技術的な支援を行う必要がある。 

  （中略） （中略） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

152 時点修正 災害廃棄物処理計画の策定市町村数 39 団体（R2） 災害廃棄物処理計画の策定市町村数 1 団体（H27） 

    

152 基本計画の反映 8-2）復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、

地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョ

ンの欠如等により復興できなくなる事態 

8-2）道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディ

ネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・

復興が大幅に遅れる事態 

  （中略） （中略） 

153 語句修正 （建物被害認定体制の充実） 

○ 大規模災害時に迅速・公平に被災者を支援し、速やかな復旧

を図るため、市町村における罹災証明書の交付にかかる建物被

害認定を行うための職員の養成が必要である。 

（建物被害認定体制の充実） 

○ 大規模災害時に迅速・公平に被災者を支援し、速やかな復旧

を図るため、市町村における罹災証明書の交付にかかる建物被

害認定を行うための職員の養成が必要がある。 

153 国の取組の反映 （インフラDXの推進） 

○ ICTの全面的な活用（ICT土工、ICT舗装工等）の普及・促進

に取り組み、施工の効率化及び建設工事の生産性向上を図る必

要がある。 

○ 新技術活用（路面状況の診断にAI技術の導入等）の普及・促

進に取り組み、点検業務の効率化や業務の省力化を図る必要が

ある。 

（新設） 

153 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

（新設） 
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自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

  【重要業績指標】 （新設） 

153 新設 災害対策コーディネーターの在住市町村数※再掲 50 市町村

（R2） 

（新設） 

    

153 基本計画の反映 8-3）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生

により復興が大幅に遅れる事態 

（新設） 

153 基本計画の反映 （県内の地盤沈下状況の把握） 

○ 大規模災害時の広域地盤沈下の状況を把握するため、平常時

から１級水準測量による地盤変動量調査や観測井による地下

水位・地層収縮量の監視を行う必要がある。 

（新設） 

153 再掲 （海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

● 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める必要がある。また、水門、樋

門等の自動化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運

用体制の構築や操作員の安全の確保を図る必要がある。 

（新設） 

153 再掲 （水害に強い地域づくり（河川）） 

● 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める必要が

ある。 

 また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく必要がある。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する必要がある。 

（新設） 

154 再掲 （河川管理施設の維持管理・更新） 

● 特に、低平地に人口や財産が集中する県北部では、排水機場

等は既に耐用年数を超過しており、長寿命化計画に基づき、計

画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策を進める

必要がある。また、それ以外の河川管理施設は、河川維持管理

計画を作成し、巡視・点検を行い、管理に資する必要がある。 

 

 

（新設） 
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  【重要業績指標】 （新設） 

154 新設 海岸堤防整備（建設海岸）（全 51.7km）※再掲 9.0km（R 元） （新設） 

154 新設 海岸侵食対策＜ヘッドランド＞（全 11 基）※再掲 0 基（R 元） （新設） 

154 新設 海岸侵食対策＜離岸堤＞（全 7 基）※再掲 0 基（R 元） （新設） 

154 新設 海岸侵食対策＜養浜＞（全 2,700,000 ㎥）※再掲 450,000 ㎥（R

元） 

（新設） 

154 新設 河川整備目標に対する河川整備率※再掲 58.5%（R2） （新設） 

154 新設 河川堤防の地震対策（1 河川）※再掲 3.65km（R2） （新設） 

154 新設 ダムの堰堤改良（全 5 施設）※再掲 1 施設（R 元） （新設） 

    

154 基本計画の反映 8-4）貴重な文化財や環境資産の喪失、地域コミュニティの崩壊

等による有形・無形の文化の衰退・損失 

8-3）地域コミュニティや基幹インフラの崩壊、治安の悪化等に

より復旧・復興が大幅に遅れる事態 

  （中略） （中略） 

154 移項（8-3から3-2

へ） 

（削除） （被災者台帳の整備・推進） 

○ 「被災者情報システム」を活用した市町村の被災者台帳の作

成を支援し、被災者の被害から生活再建までを一元的に管理し

迅速な復旧・復興を図る必要がある。 

154 移項（8-3から8-5

へ） 

（削除） （応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備の推進） 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供のために関係団体と協定を締結し、平時から協力体制を構築

しているが、引き続き協力体制を整備し、維持していく必要が

ある。 

154 時点修正 （地域防災力の向上） 

● 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

（地域防災力の向上） 

● 地域一丸となった災害対応体制を構築するため、消防団や自

主防災組織等の充実強化や防災教育の推進、家庭内備蓄や家具

の固定化等の防災啓発など、自助、共助を促す取組を促進し  

地域防災力の向上を図る必要がある。 

154 移項（8-3から3-1

へ） 

（削除） （行政機関等の機能低下回避） 

● 地方行政機関等（警察／消防等含む）の職員・施設等の被災

による機能の大幅な低下を回避する必要がある。 
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154 移項（8-3から8-5

へ） 

（削除） （地籍調査の促進） 

○ 地震、津波、土砂災害等の被害から土地境界等が不明確にな

り、災害等からの復旧・復興が大幅に遅れる事態が発生するた

め、地籍調査の更なる推進を図る必要がある。 

154 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

● 千葉県内の３９警察署及び関係施設は地域における災害対

応活動の拠点となることから、警察施設の耐災害性を強化する

必要がある。 

（警察施設の耐災害性の強化） 

● 警察職員が迅速に災害対応活動に従事する上で大前提とな

るのが、警察庁舎が災害発生後もダメージを受けず、その機能

を維持し続けることである。そのため、警察署をはじめとした

警察庁舎の耐震化を継続的に進める等警察施設の耐災害性を

強化していく必要がある。 

 

154 語句修正 （災害対策用装備資機材の整備充実） 

● 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を検討する必要がある。 

● 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を検討する必要がある。 

● 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について検討する必要がある。 

（災害対策用装備資器材の整備充実） 

● 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資器材の整備を検討する必要がある。 

● 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資器材の整備を検討する必要がある。 

● 災害現場で活動中する警察官の受傷防止を念頭に置いた資

器材の整備についても検討する必要がある。 

155 移項（1-2から8-4

へ） 

（文化財に係る各種防災対策の支援） 

○ 文化財の保存管理状況の把握に努めるとともに、市町村及び

文化財所有者等に対して、大規模自然災害への予防措置等の指

導・助言を行う必要がある。 

（新設） 

155 再掲 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

● 災害時の被害の最小化を図るためには地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 【重要業績指標】 

155 時点修正 自主防災組織のカバー率※再掲 68.9%（R2） 自主防災組織のカバー率※再掲 59.5%（H27） 

155 移項（8-3から8-5

へ） 

（削除） 地籍調査進捗率 14.9％（H27） 
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155 基本計画の反映 8-5）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が

進まず復興が大幅に遅れる事態 

（新設） 

155 移項（8-3から8-5

へ） 

（応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備の推進） 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供のために関係団体と協定を締結し、平時から協力体制を構築

しているが、引き続き協力体制を整備し、維持していく必要が

ある。 

（新設） 

155 移項（8-3から8-5

へ） 

（地籍調査の促進） 

○ 地震、津波、土砂災害等の被害から土地境界等が不明確にな

り、災害等からの復旧・復興が大幅に遅れる事態が発生するた

め、地籍調査の更なる推進を図る必要がある。 

（新設） 

155 再掲 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

● 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、セミナーを通じた啓発を行うとともに、相談、専門家

派遣等の支援により中小企業のＢＣＰ策定を促進する必要が

ある。例えば、企業が集積している工業団地などにおける企業

間連携による効率的なＢＣＰ作成・運用も含め促していく必要

がある。 

（新設） 

155 再掲 （中小企業に対する資金調達支援） 

● 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

を支援する必要がある。 

（新設） 

155 再掲 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

● 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める必要がある。 

（新設） 

  【重要業績指標】 （新設） 

155 移項（8-3から8-5

へ） 

地籍調査進捗率 16.6％（R 元） （新設） 
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155 基本計画の反映 8-6）風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒

産等による経済等への甚大な影響 

（新設） 

155 移項（7-5から8-6

へ） 

（国内外への情報発信） 

○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信するとともに、複数の情報伝達経路の確保に努める必

要がある。 

（新設） 

156 再掲 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

● 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、セミナーを通じた啓発を行うとともに、相談、専門家

派遣等の支援により中小企業のＢＣＰ策定を促進する必要が

ある。例えば、企業が集積している工業団地などにおける企業

間連携による効率的なＢＣＰ作成・運用も含め促していく必要

がある。 

（新設） 

156 再掲 （中小企業に対する資金調達支援） 

● 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

を支援する必要がある。 

（新設） 

156 再掲 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

● 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める必要がある。 

（新設） 

156 再掲 （インフラの防災対策） 

● 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

（新設） 

   

 
 

  （別記２）施策分野ごとの脆弱性評価結果 （別記２）施策分野ごとの脆弱性評価結果 

    

157 基本計画の反映 １）行政機能/警察・消防等/防災教育等 １）行政機能/警察・消防等 

  【行政機能】 【行政機能】 

157 地域特性の反映 （地方公共団体における業務継続計画（地方ＢＣＰ）の充実・強

化） 

○ 大規模地震等が発生した場合においても、県民の生命・財産

 

 

○ 大規模地震等が発生した場合においても、県民の生命・財産
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を守り・生活の早期復旧を図るとともに、応急対策業務等の行

政機能を維持するため、県・市町村において業務継続計画を策

定している。県では、令和元年房総半島台風等の課題を踏まえ

た業務継続計画の見直しを行ったところであり、今後も必要に

応じ見直しを行い、充実・強化に努める必要がある。 

市町村では、全市町村で業務継続計画を策定済み（平成３０

年１１月）であり、必要に応じ情報提供や助言等の支援を行い、

充実・強化を図る必要がある。 

を守り・生活の早期復旧を図るとともに行政機能を維持する必

要があることから、業務継続計画の実効性を高めるため必要に

応じて見直しを図り充実強化を図る必要がある。 

157 時点修正 （備蓄品の確保） 

○ 家庭・事業所等における生活必要物資等の備蓄を促し、県と

市町村が協調して計画的な備蓄に取り組むとともに、地方公共

団体・国・民間事業者等が連携した供給体制を構築する必要が

ある。 

（自立・分散型エネルギーの整備） 

○ 防災拠点や災害時に機能を保持すべき施設への自立・分散型

エネルギー整備を進める必要がある。 

（避難所等の電源確保） 

○ 災害時における電力供給遮断に備え、避難住民の受入れを行

う避難所や防災拠点等（公共施設等）において、非常用発電機

の整備等、避難住民の生活等に必要不可欠な電力を確保する必

要がある。 

（基幹業務システム等の耐災害性の確保） 

○ 県庁の財務情報システム等の基幹業務システムの耐災害性

を確保する必要がある。 

（防災情報の収集機能強化） 

○ 民間通信事業者の回線が停止した場合にも県と市町村、防災

関係機関との通信ができるよう、自営の通信手段（防災行政無

線）や情報システム等を整備し、維持・管理していく必要があ

る。 

（地方公共団体の組織体制の強化・危機対応能力の向上） 

○ 情報収集・提供手段の整備が進む一方で、それらにより得ら

れた情報の効果的な利活用をより一層充実させることが課題

であり、特に情報収集・提供の主要な主体である県・市町村の

危機対応能力の向上を図る必要がある。 

 

○ 首都直下地震をはじめとした大規模自然災害による影響が

長期にわたり継続する場合でも、非常時優先業務の継続に支障

をきたすことのないように、業務継続計画等を踏まえ、庁舎の

耐震化等、電力の確保、情報・通信システムの確保、物資の備

蓄、代替庁舎の確保等を推進する必要がある。 
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157 時点修正 （総合防災訓練等の実施） 

○ 応急対処能力の向上等を図るため、自衛隊、警察、消防等防

災関係機関と連携した地震等の災害に即した実践的な総合防

災訓練や災害対策本部設置等の図上訓練などを引き続き実施

する必要がある。 

（新設） 

 

157 時点修正 （受援体制の整備） 

○ 県外からの応援を円滑に受け入れ柔軟かつ迅速に被災地を

支援するため、応援受援計画を活用するとともに、訓練等で検

証を行い計画の実効性を確保することにより、体制を強化して

いく必要がある。医療救護支援については、県災害医療救護計

画の運用体制を強化していく必要がある。 

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等との連携強化） 

○ 国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥと県、市町村における

連携強化を推進することにより、復旧を迅速に行える応急態勢

を充実させる必要がある。 

（新設） 

 

158 時点修正 （被災者台帳の整備・推進） 

○ 被災者の被災の状況や各種支援の状況、配慮を要する事項等

を一元的に集約した被災者台帳について、市町村が迅速に作成

できる体制づくりを支援し、被災者への公平で効率的な支援の

実施及び迅速な復旧・復興を図る必要がある。 

（新設） 

158 時点修正 （生活再建支援） 

○ 被災者再建支援制度の充実を図るとともに、生活再建関連施

策に関する情報提供や生活の復興に向けた相談体制を整備す

る必要がある。 

（新設） 

158 国の取組の反映 （インフラDXの推進） 

○ ICTの全面的な活用（ICT土工、ICT舗装工等）の普及・促進

に取り組み、施工の効率化及び建設工事の生産性向上を図る必

要がある。 

（新設） 

    

  【警察・消防等】 【警察・消防等】 

158 時点修正 （警察施設の耐災害性の強化） 

○ 千葉県内の３９警察署及び関係施設は地域における災害対

応活動の拠点となることから、警察施設の耐災害性を強化する

必要がある。 

 

○ 災害時の救助活動拠点や防災拠点となる警察施設、消防防災

施設、公共・公用施設等の整備や耐震化等を進めるとともに、

救援に活用できる施設の調査、救援経路の啓開体制の事前整備
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（消防庁舎の耐震化） 

○ 市町村等の消防庁舎の耐震化率は約９５．５％（Ｈ３０）で

あることなどから、地域における活動拠点となる施設の耐災害

性を強化する必要がある。 

等を推進する必要がある。 

158 時点修正 

国の取組の反映 

（災害対策用装備資機材の整備充実） 

○ 警察署では発災直後から地域住民の救出救助活動に従事す

ることが想定されることから、警察署職員用に初動救助に必要

でかつ取扱が容易な装備資機材の整備を検討する必要がある。 

○ 機動隊等救助部隊が、大規模災害現場で使用することを想定

した装備資機材の整備を検討する必要がある。 

○ 災害現場で活動する警察官の受傷防止を念頭に置いた資機

材の整備について検討する必要がある。 

（緊急消防援助隊の車両整備等） 

○ 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する必要がある。 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急デジタル無線は、情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する必要がある。 

（常備消防力の強化） 

○ 消防等において災害対応力強化のための体制、装備資機材等

の充実強化を推進する必要がある。 

（治安確保体制等の整備） 

○ 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図る必要

がある。 

（県警本部、警察署代替施設等の立ち上げに必要な資機材の整備

及び習熟） 

○ 大規模災害発生時において、既存の警察施設が被災によりそ

の機能を失った場合、速やかに代替施設を立ち上げる必要性が

あるが、施設の立ち上げに必要な通信機器の不足や職員が機器

の取扱いに不慣れであるため、施設の立ち上げに時間を要し、

その間の警察活動に影響を及ぼすことが懸念されることから、

必要な資機材の整備及び習熟を図る必要がある。 

（信号機の停電対策） 

○ 停電や故障による信号機能障害、交通管制機能障害等により

 

○ 災害対応のための装備資機材の整備・高度化を適切に行う必

要がある。また、情報通信施設や通信機材の整備強化、情報収

集・提供手段の多様化・多重化、防災情報等の高度化・共通化

を図る必要がある。 
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発生する交通渋滞、交通事故を回避する必要がある。 

（信号機電源付加装置の整備推進等） 

○ 電力会社からの電力供給が停止若しくは制限された場合、信

号機が滅灯するため、交通の安全と円滑が著しく悪化する。ま

た、警察官による交通整理も、カバーできる範囲が限られる上、

限られた人員で災害応急対策を効果的に進めるためには、早急

に、かつ継続的に信号機能を回復することができる信号機電源

付加装置の整備を推進する必要がある。 

また、災害時等においては避難経路、緊急輸送道路、緊急交

通路等を確保する必要から、信号機等の交通安全施設の機能維

持のため、計画的な更新・整備を進めるとともに、信号機によ

らない交差点制御方法（環状交差点等）の導入を進めていく必

要がある。 

159 移項（「警察・消

防等」から「行政

機能」へ） 

（削除） ○ 災害対応力を向上させるため、警察災害派遣隊、緊急消防援

助隊、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等の応援部

隊の受入に必要な事前調整や連携強化の推進等、受援体制を整

備する必要がある。 

159 移項（「警察・消

防等」から「防災

教育等」へ） 

（削除） ○ 消防団の体制・装備、訓練の充実強化や自主防災組織等につ

いての啓発活動の実施や社会の変化に応じた見直し等により、

地域防災力の充実強化を図る必要がある。 

    

159 基本計画の反映 【防災教育等】 （新設） 

159 時点修正 （消防団員の確保対策、自主防災組織等の充実強化） 

○ 消防団員の確保促進や自主防災組織の充実・強化に努めてい

るところであるが、さらに災害対応力強化のための人材育成、

装備資機材等の充実・強化を推進する必要がある。 

（新設） 

159 国の取組の反映 （救助活動能力の強化） 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更

なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤・施設の堅牢化・

高度化等を推進する必要がある。また、消防団、自主防災組織

の充実強化、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神

医療チーム（ＤＰＡＴ）の養成等、ハード・ソフト対策を組み

合わせて横断的に進める必要がある。 

（新設） 
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（高層建築物等における災害対策） 

○ 高層建築物等での消防活動の拠点として、ヘリコプターの屋

上緊急離着陸場等の有効性を啓発し、設置を促進する必要があ

る。 

    

159 基本計画の反映 2）住宅・都市（住宅／都市） 2）住宅・都市 

  【住宅】 【住宅】 

159 時点修正 （学校施設の耐震化） 

○ 公立学校施設の耐震化率は、小・中学校は１００％、高等学

校は１００％、特別支援学校は１００％である〔令和３年４月

１日時点〕。学校は、児童生徒の学習や生活の場であるととも

に、災害時の避難所等として活用される場合も多いことから、

引き続き市町村が行う耐震関連事業に対して適切な助言を行

う必要がある。 

○ 私立学校施設の耐震化率は、８８．７％〔令和２年４月１日

時点〕。国の方針を踏まえて、耐震化の完了に向けて取り組む

必要がある。 

（県立体育施設の耐震化） 

○ 災害時に避難所や防災活動拠点となりうる県立体育施設の

耐震化率は８４．６％（令和３年４月１日時点）であり、発災

時の利用者保護も含め，災害時における機能を発揮する為に、

耐震化を促進する必要がある。 

（県立社会教育施設の耐震化） 

○ 社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震化率は９２．６％

（令和３年４月１日時点）である。避難所等に利用されること

もあるため、さらに耐震化を促進する必要がある。 

（住宅・建築物の耐震化の促進） 

○ 住宅の耐震化率は約 92％（R2）、耐震診断義務付け対象建築

物の耐震化率は約 90％（R2）であるが、耐震化の必要性に対

する認識不足、耐震診断及び耐震改修の経済的負担が大きいこ

とから、目標達成に向けてきめ細かな対策が必要である。 

○ 庁舎、病院、学校等の公共建築物は、応急活動拠点として活

用されるため、重点的に耐震化を推進する必要がある。 

○ つり天井など非構造部材等について安全対策を推進する必

 

○ 住宅・建築物、学校等の耐震化率は一定の進捗がみられるが、

耐震化の必要性に対する認識不足、耐震診断及び耐震改修の経

済的負担が大きいことなどから、目標達成に向けてきめ細かな

対策が必要である。また、つり天井など非構造部材の耐震対策

を推進する必要がある。 
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要がある。 

（被災宅地危険度判定の充実） 

○ 大規模地震や豪雨などによる災害後の宅地の二次災害防止

のため、被災宅地の危険度判定を適切に実施する判定士の養成

や判定体制の整備充実を図る必要がある。 

（被災建築物応急危険度判定の充実） 

○ 行政職員だけでは対応が困難となるような、大規模な地震発

生後の被災建築物応急危険度判定が、迅速かつ円滑に実施され

るよう、行政職員と併せて民間の建築士等を応急危険度判定士

として養成する必要がある。 

160 時点修正 （応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備の推進） 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供のために関係団体と協定を締結し、平時から協力体制を構築

しているが、引き続き協力体制を整備し、維持していく必要が

ある。 

 

○ 災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提

供のために関係団体と協定を締結し、平時から協力体制を構築

しているが、引き続き協力体制を整備し、維持していく必要が

ある。 

    

  【都市】 【都市】 

160 時点修正 （緊急時の避難路等の整備） 

○ 狭あいの道路が多くある市街地等は住民の避難や救助活動、

必要物資の運搬等の災害時の活動を円滑に進めるために道路

等を面的に整備する必要がある。 

（密集市街地の解消） 

○ 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市

街地の、火災予防・被害低減のための改善整備について取り組

む必要がある。 

（都市型水害対策のための緑地の確保） 

○ 都市型水害軽減のため、雨水の流出抑制機能を持った緑地や

都市公園の整備等を促進する必要がある。 

（延焼防止等に資する緑地の確保） 

○ 住宅密集地での延焼拡大防止のため、緑地の確保や都市公園

の整備を促進する必要がある。 

（火災予防対策等の推進） 

○ 感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等について、設

置を促進する必要がある。 

 

○ 火災予防・被害軽減のための取組を推進する必要がある。地

震時等に著しく危険な密集市街地については、その解消には至

っていないため、避難地・避難路等の整備等により計画的な解

消を図る必要がある。 
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（ＬＰガスの放出による延焼防止） 

○ ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進する必要がある。 

161 時点修正 （宅地の耐震化の推進） 

○ 大地震時における大規模盛土造成地の滑動崩落の防止を目

的として、当該造成地の安全性の把握をするための調査を実施

していく必要がある。 

 

○ 大規模地震時に被害を受けやすい大規模盛土造成地の有無

を調査し、その結果を公表するよう市町村に働きかけ、住宅造

成地に伴う災害に対する県民の理解を深める必要がある。 

161 外部意見の反映 （空家等対策の促進） 

○ 適切な管理がなされていない空家は、災害時に倒壊や部材の

飛散等の恐れがあることから、市町村が行う空家等対策を促進

する必要がある。 

（新設） 

161 時点修正 （上水道施設の耐震化等と応急給水体制の構築） 

○ 上水道の基幹管路の耐震適合率は約６割（Ｒ元）であり、老

朽化対策と合わせ耐震化を着実に推進するとともに、災害時に

迅速かつ的確に応急給水活動を実施できるよう対応の充実を

図る必要がある。 

○ 水害による水道施設への被害を最小限度に抑えるための施

設整備を促進するとともに、停電対策として非常用発電設備等

の整備の促進を図る必要がある。また、水害に伴う施設の損壊

や水道管の破損等が発生した場合にも、適切な応急措置及び迅

速な復旧が行えるよう対応の充実を図る必要がある。 

○ 水道災害相互応援協定による応急給水等の対応の充実を図

る必要がある。 

 

○ 上水道の基幹管路の耐震適合率は約５割（Ｈ２６）であり、

老朽化対策と合わせ耐震化を着実に推進するとともに、災害時

に迅速かつ的確に応急給水活動を実施できる体制を整備する

必要がある。 

161 地域特性の反映 ○ 飲料水兼用型耐震性貯水槽、耐震性井戸付貯水装置、または

防災用井戸の整備促進を図る必要がある。 

○ 県営水道においては、東日本大震災等を踏まえて将来の震災

に備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するととも

に、令和元年房総半島台風等による停電・浸水被害などの状況

を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水対策に取り組む

必要がある。また、災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応

急復旧活動が行えるよう、給水区域内の各市や関係団体等との

連携を強化していく必要がある。 

 

 

○ 県営水道においては、東日本大震災を踏まえて将来の震災に

備えた水道施設の計画的な更新・耐震化を推進するとともに、

災害時に迅速かつ的確に応急給水活動が行えるよう、給水区域

内の各市との連携を強化していく必要がある。 

161 地域特性の反映 （水害に強い地域づくり（下水道）） 

○ 水害による被害を最小限にするため、下水道（雨水）施設の

整備を促進する必要がある。 

 

○ 下水道ＢＣＰについては、市町村と連携してＢＣＰ策定等を

促進する必要がある。また、下水道施設の耐震化等を着実に推
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（水資源開発施設の整備促進と水資源の有効利用の取組の推進） 

○ 本県は、地形的及び地理的に水資源に恵まれないことから、

水源の約２/３を利根川水系に依存しており、安定した水資源

の確保や既存施設の活用に加え、雨水、下水再生水等を有効利

用する必要がある。 

（下水道ＢＣＰの改定） 

○ 汚水処理施設等の長期機能停止を防止するため、浸水対策も

含めたＢＣＰ改定を促進するとともに、訓練等によりＢＣＰの

実行性の確保と改善を図る必要がある。 

（下水道施設の耐震対策） 

○ 大規模地震等による下水道施設の被害を最小限にするため、

耐震化を推進する必要がある。 

（公共下水道施設の停電対策） 

◯ 市町村の下水道施設における、自家発電施設の整備を促進す

る必要がある。 

（下水道施設の耐水化） 

○ 洪水による下水道施設の浸水被害を最小限にするため、耐水

化を推進する必要がある。 

（下水道施設の戦略的維持管理・更新） 

○ 下水道施設の老朽化による機能停止を未然に防止するため、

ストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づいた予防

保全型の維持管理や更新を推進する必要がある。 

進する必要がある。 

○ 大規模災害時に下水道を速やかに復旧するために、広域的な

応援体制を整備するとともに、雨水・下水道再生水等の水資源

の有効利用等を普及・促進する必要がある。 

162 時点修正 （広域的避難の枠組整備） 

○ 大規模災害から住民を広域的に避難させる枠組みの整備に

向け、他都県市等の関係機関と連携協力しながら検討を進める

必要がある。 

（総合的な帰宅困難者対策の検討・実施） 

○ 九都県市や鉄道事業者等と連携し、一斉帰宅の抑制啓発や、

一時滞在施設の確保、安否確認体制の確立の呼びかけ、情報提

供を行うための体制整備、帰宅支援の拡充など、総合的な帰宅

困難者対策を推進する必要がある。 

○ 公共施設の他、民間施設の一時滞在施設の拡充を図るととも

に、一時滞在施設における備蓄を促進し、帰宅困難者の受入体

制を向上させる必要がある。 

 

○ 帰宅困難者対策について、膨大な数の帰宅困難者の受入れに

必要な一時滞在施設の確保、徒歩での帰宅支援の取組を推進す

る必要がある。また、一時滞在施設や避難所となる学校施設等

は、必ずしも防災機能を有しておらず、帰宅困難者・避難者等

の受入態勢を確保する必要がある。 
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○ 九都県市や事業者と連携して、災害時帰宅支援ステーション

の拡充を図る必要がある。 

（帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用） 

○ 都市公園の整備を促進することで、休憩・情報提供等の場所

となる帰宅支援スポットを提供する必要がある。 

162 時点修正 （印旛沼防災拠点の整備） 

○ 台風の大型化や局地的豪雨の増加など地球温暖化による災

害リスクの増大が課題となっていることから、印旛沼周辺６市

町（成田市・佐倉市・八千代市・印西市・酒々井町・栄町）で

登録した「印旛沼かわまちづくり計画」により、水辺の賑わい

機能を兼ね備えた防災拠点を整備し、地域防災力の向上を図る

必要がある。 

（新設） 

162 基本計画の反映 （県内の地盤沈下状況の把握） 

○ 大規模災害時の広域地盤沈下の状況を把握するため、平常時

から１級水準測量による地盤変動量調査や観測井による地下

水位・地層収縮量の監視を行う必要がある。 

（新設） 

162 時点修正 （文化財に係る各種防災対策の支援） 

○ 文化財の保存管理状況の把握に努めるとともに、市町村及び

文化財所有者等に対して、大規模自然災害への予防措置等の指

導・助言を行う必要がある。 

（新設） 

162 移項（2から7へ）  ○ 地震、津波からの円滑な避難や災害時の救援・物資輸送ルー

ト確保に必要な交通インフラの復旧を早期に実施するため、道

路の防災、震災対策や緊急輸送道路・避難路の無電柱化、沿道

建築物の耐震化、洪水・土砂災害・津波・高潮対策等との連携

調整を事前に行う必要がある。 

    

  3)保健医療・福祉 3)保健医療・福祉 

162 移項（ 3から 13

へ） 

（削除） ○ 広域的かつ大規模な災害の場合、大量に発生する負傷者が応

急処置・搬送・治療能力等を上回るおそれがあることから、医

師会との災害時協定など連携の強化を推進する必要がある。 

162 地域特性の反映 （医療施設の耐震化） 

○ 災害時に医療機能を提供できない事態を避けるため、病院等

の医療施設の耐震化を促進する必要がある。特に、災害時に県

内の医療救護活動の拠点となる災害拠点病院の耐震化を着実

 

○ 病院や社会福祉施設の耐震化を促進する必要がある。特に、

災害時、広域的な災害医療の拠点となる災害拠点病院の耐震化

を進める必要がある。また、病院は災害時にも継続的に業務を
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に推進する必要がある。 

（病院における給水体制の確保） 

○ 災害により長期の断水が発生しても病院の診療機能を維持

するため、給水設備の整備強化等を図る必要がある。 

（病院における浸水対策） 

○ 洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を

確保するため、医療施設における浸水対策の充実・強化を図る

必要がある。 

（病院における非常用通信設備の確保） 

○ 災害時に傷病者等の受入れの中心となる医療施設が、災害時

における通信手段を確保するため、非常用通信設備を整備する

必要がある。 

（病院における倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修） 

○ 敷地内で倒壊の危険性があるブロック塀について、地震発生

時等の倒壊による患者や周辺住民への被害を防ぐ必要がある。 

（社会福祉施設の耐震化） 

○ 社会福祉施設は、自ら避難することが困難な方が多く利用し

ている施設であり、施設の耐震化等により安全性を確保し、安

心して暮らせる環境づくりを推進する必要がある。 

（病院における電力供給体制の確保） 

○ 災害時における県内の医療救護活動の拠点となる災害拠点

病院では、災害時において病院の基本的な機能を維持するた

め、平時から自家発電機等の整備状況や、非常時に使用可能か

どうか検証を行うとともに、自立・分散型エネルギー（コージ

ェネレーション等）導入の検討を行うなど、病院における電力

供給体制の確保を図る必要がある。 

○ 病院における非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保

を促進するとともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る

協定に基づく連携体制の充実を図る必要がある。 

（社会福祉施設における電力供給体制の確保） 

○ 社会福祉施設については、社会福祉施設の入所者等の安全を

確保するため、災害時においても基本的な機能を維持する必要

があることから、平時から自家発電機等の整備状況や、非常時

に使用可能かどうか検証を行うとともに、施設における電力供

行えるよう、ＢＣＰの作成や防災訓練の実施、電力供給体制の

確保などを行っていく必要がある。 
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給体制の確保を図る必要がある。 

（社会福祉施設の孤立対策） 

○ 社会福祉施設は被災時に孤立した場合の支援が不十分であ

り、適切な支援体制の充実が必要である。 

（病院におけるＢＣＰの作成及び防災訓練の実施） 

○ 災害時にも継続的に業務を行えるよう、ＢＣＰの作成や防災

訓練の実施などを行っていく必要がある。 

163 時点修正 （災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成） 

○ 大規模自然災害発生時に医療体制が絶対的に不足する事態

を回避するため、医療救護の中心的役割を担う災害派遣医療チ

ーム（ＤＭＡＴ）について訓練を充実し、災害拠点病院の保有

率（１００％）を維持する必要がある。 

 

○ 大規模自然災害発生時に医療体制が絶対的に不足する事態

を回避するため、医療救護の中心的 役割を担う災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）の訓練の充実、災害拠点病院への配置を推

進する必要がある。また、インフラ被災時には災害派遣医療チ

ームが到達できなくなるため、緊急輸送道路の無電柱化、橋梁

の耐震化等を推進し支援ルートを確保する必要があるととも

に、被災地への救助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開

について、県として行動計画を策定する必要がある。 

163 時点修正 （災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 避難所では高齢者や障害者などの地域における災害時要配

慮者が、長期間の避難生活を余儀なくされるケースが生じてお

り、このような災害時要配慮者の方々の福祉ニーズに的確に対

応し、避難生活中における生活機能の低下等の防止を図りつ

つ、安定的な日常生活に移行できるよう必要な支援を行うチー

ムの派遣体制を構築する必要がある。 

 

○ 災害時において高齢者、障害者等の避難行動要支援者に対し

緊急的に対応を行えるよう、民間事業者、団体等の広域的な福

祉支援ネットワークを構築する必要がある。 

164 国の取組の反映 （災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣体制の構築） 

○ 避難所では災害による様々なストレスによって心身の不調

をきたした住民に対する支援を行うチームの派遣体制の構築

を進めていく必要がある。 

（新設） 

164 時点修正 （予防接種や消毒、害虫駆除等の実施） 

○ 感染症の発生・蔓延を防ぐため、平時から予防接種を促進す

る必要がある。また、消毒や害虫駆除等を速やかに実施するた

めの体制等を構築しておく必要がある。 

 

○ 感染症の発生・まん延を防ぐため、平時から予防接種を促進

する必要がある。また、消毒、害虫 駆除等や、被災者の生活

空間から下水を速やかに排除、処理するための体制等を構築す

る必要がある。 

164 時点修正 （避難所における衛生管理） 

○ 避難所など平時と異なる生活環境下での衛生状況の悪化を

（新設） 
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防ぐため、避難所における飲料水の安全確保、室内環境の調

査・助言・指導、トイレやごみ保管場所の適正管理などを推進

する必要がある。 

164 時点修正 （広域火葬体制の構築） 

○ 大規模災害により、被災市町村が平時に使用している火葬場

の火葬能力だけでは当該市町村の遺体の火葬を行うことが不

可能になるおそれがあるため、近隣都県の火葬場を活用した広

域火葬を実施する体制を構築しておく必要がある。 

（毒物・劇物による危害防止） 

○ 毒物・劇物製造業等への立入検査等により事故防止を指導

し、危険防止を図る必要がある。 

（新設） 

    

  4)エネルギー 4)エネルギー 

164 時点修正 （燃料の仮貯蔵等） 

○ 震災時等において、製造所、貯蔵所又は取扱所が被災する等

により、平常時と同様の危険物の貯蔵・取扱いが困難な場合に

おいて、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑かつ適切に行

われるように、燃料等の仮貯蔵・取扱いに関するガイドライン

の関係機関への十分な周知・情報提供を図る必要がある。 

 

○ 製油所の供給能力維持のため、施設やシステムの災害対応力

強化を図る必要がある。 

164 時点修正 （エネルギー・産業基盤の災害対応力の強化） 

○ 首都圏ひいては全国へのエネルギー等の供給源である京葉

臨海コンビナートが被災した場合、広い範囲にわたり生活・経

済活動に大きな支障が生じることから、特定事業所の自衛防災

組織の活動について、エネルギーサプライチェーンの確保を念

頭に置き、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図る

ため、合同訓練を実施するなど、石油コンビナート地域の耐災

害性を強化する必要がある。 

また、コンビナートの危機管理能力を備えた人材育成に、産

学官が連携して取り組む必要がある。 

（コンビナート周辺対策） 

○ 火災や煙または有害物質等の流出により、コンビナート周辺

の生活、経済活動等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、

関係機関による対策を促進するとともに、沿岸部の災害情報を

周辺住民等に迅速かつ確実に伝達する体制の構築を図る必要
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がある。 

（危険物取扱施設の耐震化） 

○ 危険な物質を取り扱う施設の耐震化を着実に推進する必要

がある。 

164 時点修正 （燃料供給ルートの確保） 

○ 燃料供給ルートを確実に確保するため、輸送基盤の地震、津

波、洪水、高潮、土砂災害対策等を着実に進める必要がある。 

 

○ 発災後の燃料供給ルートを確実に確保するため、迅速な輸送

経路啓開に向けて関係機関の連携等により装備資機材の充実、

情報共有など必要な体制整備を図る必要がある。 

165 時点修正 （自家発電設備の整備） 

○ 災害時等に備えて需要家側に燃料タンクや自家発電設備の

整備等の推進を図る必要がある。 

 

○ 各家庭や避難所、医療施設等において自家発電設備の導入や

燃料の備蓄量の確保等を促進する必要がある。 

165 時点修正 （災害時において事業所内に電力を供給するための自立・分散型

エネルギー設備の導入支援） 

○ 災害発生により発電所等が被害を受けた場合、生活・経済活

動に必要最低限のエネルギーを供給できない状況が生じるこ

とから、生活・経済活動の重要施設への非常用発電機や自家発

電設備の導入を促進するとともに、エネルギー供給源の多様化

を図るため、コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネ

ルギー等の地域における自立・分散型エネルギーの導入を促進

する必要がある。 

 

 

○ 災害発生により発電所等が被害を受けた場合、生活・経済活

動に必要最低限のエネルギーを供給できない状況が生じるこ

とから、エネルギー供給源の多様化を図るため、コージェネレ

ーション、燃料電池、再生可能エネルギー等の地域における自

立・分散型エネルギーの導入を促進する必要がある。 

165 地域特性の反映 （洋上風力発電の導入促進） 

○ 太平洋岸の沖合は、洋上風力発電の導入可能性が高いことか

ら、導入を促進するとともに、地域に対し、導入後の発電電力

の災害時での活用について検討を促していく必要がある。ま

た、洋上風力発電の安定的な運用のためにはメンテナンス港が

必要である。 

（新設） 

165 時点修正 （石油コンビナート地域の防災体制の強化） 

○ 石油製品の安定供給体制の強化を図るため、石油コンビナー

ト等防災計画の見直し、特定事業所の自衛防災組織の活動につ

いて、関係機関の一層の連携、防災体制の充実強化を図るとと

もに、石油コンビナートに係る設備の耐震化や護岸の強化等に

おける事業所の地震・津波対策を着実に推進する必要がある。 

（新設） 

165 時点修正 （既存高圧ガス設備の耐震性向上） 

○ 新規設置する高圧ガス設備に加え、既存の重要度の高い高圧

（新設） 
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ガス設備にも高圧ガス保安法に基づく最新の耐震設計基準に

適合するよう事業者に対策を求めていく必要がある。 

165 地域特性の反映 （大規模停電対策） 

○ 台風等による風倒木に起因する電柱倒壊で広範囲に長期間

の停電が発生した場合、県民生活や経済活動に大きな被害が発

生することから、電力会社等と連携して災害時の早期電力復旧

に取り組む必要がある。 

○ 停電被害を未然に防止するため、平時においても危険木の事

前伐採に電力会社と連携して取り組み、電力供給網の予防保全

を図る必要がある。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

    

  5)情報通信 5)情報通信 

165 国の取組の反映 （メディアに対する情報提供） 

○ 災害時に県から各メディア等に対し、被害情報、避難情報等

を迅速かつ正確に提供する体制を強化する必要がある。 

（災害情報の収集・伝達手段の多様化） 

○ 県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築するため、

情報収集においては、既存の防災情報システム等に加え、AI

を活用してTwitter等のSNSからも情報収集を行うとともに、

情報発信においても、防災行政無線やＬアラート、防災ポータ

ルサイト、防災メール、コミュニティFMに加え、SNSを活用

することにより、情報収集力、情報発信力の更なる多様化及び

強化充実を図る必要がある。 

（外国人旅行者・外国人県民に対する災害情報の迅速かつ着実な

伝達） 

○ 災害が発生したときに観光・宿泊施設にいる訪日外国人と日

本人とでは、言語の問題からアクセスできる情報に格差が生じ

ることから、各施設において外国人を速やかに誘導し、適切な  

情報提供を行える体制の整備を促すため、具体的な対処方法等

について周知を図る必要がある。 

○ 災害が発生したときに、防災知識や日本語の理解が十分でな

い外国人県民が適切な避難行動をとり、円滑な避難所滞在がで

きるよう、平時における防災知識の普及や災害時の多言語によ

る情報提供を県と市町村、国際交流協会等が連携して行うほ

 

○ 防災行政無線のデジタル化の推進等により、市町村や一般へ

の情報の確実かつ迅速な提供手段の多様化が進められてきて

おり、それらの施策を着実に推進する必要がある。また、テレ

ビ・ラジオ 放送や携帯電話等の通信手段が中断した際にも、

情報提供・通信ができるよう、防災行政無線やＬアラート、防

災ポータルサイト、防災メール、コミュニティＦＭ等を通じ、

県民が容易に必要な情報を入手できる環境を構築する必要が

ある。 
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か、市町村が行う避難所での提供情報の多言語化や外国人避難

者への相談対応等の取組を支援する必要がある。 

（国内外への情報発信） 

○ 災害発生による風評被害の影響を最小化するため、適切な情

報を発信するとともに、複数の情報伝達経路の確保に努める必

要がある。 

（避難情報の確実な伝達） 

○ 関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共

有したうえで、防災行動とその実施主体を時系列で整理したタ

イムラインを市町村と協働して策定する必要がある。 

（防災関係機関の情報通信手段の多様化等） 

○ 防災関係機関の拠点となる施設において、情報通信手段の多

様化や非常用電源の確保等を進める必要がある。 

166 時点修正 （孤立集落対策の支援） 

○ 孤立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町

村の孤立集落対策を支援する必要がある。 

（新設） 

    

  6)産業構造 6)産業構造 

166 時点修正 （民間企業におけるＢＣＰの策定促進及びＢＣＭの普及推進） 

○ 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、セミナーを通じた啓発を行うとともに、相談、専門家

派遣等の支援により中小企業のＢＣＰ策定を促進する必要が

ある。例えば、企業が集積している工業団地などにおける企業

間連携による効率的なＢＣＰ作成・運用も含め促していく必要

がある。 

 

○ 災害発生時に県内企業の９９．８％を占める中小企業の活動

が停止した場合、事業の中断などによる経済的損失が生じるこ

とから、中小企業のＢＣＰ策定を促進する必要がある。例えば、

企業が集積している工業団地などにおける企業間連携による

効率的なＢＣＰ作成・運用も含め促していく必要がある。 

166 時点修正 （中小企業に対する資金調達支援） 

○ 金融機関と連携し、災害発生時における中小企業の資金調達

を支援する必要がある。 

（新設） 

166 地域特性の反映 （広域的災害発生時の工業用水道施設の復旧における応援体制

の確保） 

○ 大規模災害時に速やかに復旧するため、近隣の工業用水道事

業者と広域的な応援体制や復旧資材のバックアップ体制の整

備が必要である。 

 

 

○ 大規模災害時に速やかに復旧するため、近隣の工業用水道事

業者と広域的な応援体制や復旧資材のバックアップ体制の整

備が必要である。 
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（工業用水道施設の強靱化の推進） 

○ 県営工業用水道については、管路等の耐震化を進めている

が、令和２年度末では耐震適合率は管路延長の５５．８％であ

り、水管橋においては１５％にとどまっている。大災害時にお

いても安定した工業用水の供給を継続するため、管路等の耐震

化に努める必要がある。 

○ 長期停電や施設の浸水による工業用水の長期間にわたる供

給停止を避けるための施設整備を促進する必要がある。 

 

○ 県営工業用水道については、大災害時においても安定した工

業用水の供給を継続するため、管路等の耐震化に努める必要が

ある。 

 

 

（新設） 

166 移項（ 6から 12

へ） 

（削除） ○ 復旧・復興を担う建設業等においては、技能労働者等の高齢

化の進展等担い手不足等の課題があり、人材の確保・育成に向

けた取組、環境づくりを進める必要がある。また、災害時にお

ける応急業務等の連携が図られよう、各種団体との応急業務協

定を締結しているが、災害時に有効に機能するよう、平時から

防災訓練や道路啓開訓練等を通じて実効性を高める必要があ

る。 

167 時点修正 （金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進） 

○ 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムの

バックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ

策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、状況の把握に努める必要がある。 

（新設） 

    

  7)交通・物流 7)交通・物流 

167 時点修正 （無電柱化の推進） 

○ 市街地における緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路

等での無電柱化を推進し、災害に強い道路の整備を進める必要

がある。 

（道の駅の防災機能強化） 

○ 災害時に避難場所や救助部隊の活動拠点等にもなりえる、

「道の駅」の防災機能の強化を促進する必要がある。 

（道路の法面対策） 

○ 道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む国道・県道

の法面対策を着実に推進する必要がある。また、法面の適切な

維持管理については維持管理計画を策定し、それに基づいた計

画的な法面の補修、施設の更新を行う必要がある。 

 

○ 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する必要がある。また、災害時

においてもこれらの機能を維持するため、適切な維持管理を行

う必要がある。 
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（道路橋梁の耐震化） 

○ 大規模地震時の救援活動、物資輸送に資する交通施設の分断

を防ぐため、道路の防災、震災対策として緊急輸送道路を含む

国道・県道の橋梁の耐震化を着実に推進する必要がある。 

（道路の防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策を着実に推進する必要がある。 

（インフラの防災対策） 

○ 道路の防災、震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

を着実に推進する必要がある。 

（緊急輸送道路を含む国道、県道等の整備と適切な維持管理） 

○ 災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ

円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の

整備や連続立体交差事業を推進する必要がある。また、災害時

においてもこれらの機能を維持するため、適切な維持管理を行

う必要がある。 

167 時点修正 （沿道建築物の耐震化の促進） 

○ 緊急輸送道路等の沿道の建築物が倒壊し、道路を閉塞するこ

とにより、災害時における避難、物資の供給及び救助活動等が

十分になされないおそれがあることから、沿道の建築物の耐震

化を図る必要がある。 

 

167 時点修正 （道路啓開計画策定） 

○ 首都直下地震等の大規模災害が発生した際、被災地への救

助、物資の輸送などに必要不可欠な道路啓開について、行動計

画を策定する必要がある。 

 

○ 発災後の迅速な輸送経路啓開に向けて、関係機関の連携等に

より装備資機材の充実、情報共有など必要な体制整備を図る必

要がある。 

167 時点修正 （代替性確保のための道路ネットワークの強化） 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道や北千葉道路等の高規格道路の整備を促進するとともに、県

境橋梁を含む国道・県道の整備を進める必要がある。 

 

○ 災害時における緊急輸送道路の代替性を確保するため、圏央

道、外環道、北千葉道路など高規格幹線道路等の整備を促進す

るとともに、地域高規格道路や県境橋梁を含む国道・県道の整

備を進める必要がある。 

  ○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道の県内区間の全

線開通や圏央道、富津館山道路における暫定２車線区間の早期

４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５７号などの改良を

促進する必要がある。 

○ 道路ネットワークの機能強化のため、圏央道や館山道の暫定

２車線区間の早期４車線化をはじめ、国道１２７号や国道３５

７号などの改良を促進する必要がある。 

  ○ 東京湾岸道路の千葉地区専用部や未整備区間、新たな湾岸道 （新設） 
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路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化を図る必要がある。 

168 時点修正 （都市防災機能を有する街路の整備推進） 

○ 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入

路・避難路として機能する街路の整備を推進する必要がある。 

 

○ 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入

路・避難路として機能する街路の整備を推進する必要がある。 

168 時点修正 （鉄道の耐震化） 

○ 災害時において、鉄道利用者等の安全確保及び輸送機能の維

持など安全性の向上を図るため、これまでも高架橋及び橋上駅

舎の耐震補強を進めてきたが、未実施箇所について引き続き耐

震補強を促進する必要がある。 

 

○ 都市部における鉄道施設の耐震対策は着実に進んでいるが、

まだ進捗途上にある。 

168 時点修正 （空港機能の早期復旧） 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を保持する必要がある。 

 

○ 発災後、空港機能が早期復旧できるよう、関係機関の情報共

有体制を強化する必要がある。 

168 移項（ 7から 13

へ） 

（削除） ○ 民間物流施設の活用、協定の締結等により、県、市町村、民

間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実効性を

高めていく。 

168 時点修正 （港湾における津波避難対策の検討） 

○ 港湾地域において浸水被害が想定されるエリアについては、

市が策定する津波避難計画に港湾の特殊性を考慮した対策を

反映できるよう支援する必要がある。 

（耐震強化岸壁の整備） 

○ 災害の発生により各都市を結ぶ輸送路に重大な被害が生じ

た場合、多くの背後人口を抱える県内において、救援物資や救

援救護要員の輸送を可能とする緊急輸送の施設が不足してい

る現状であることから、耐震強化岸壁の整備を進めるととも

に、救援・復旧支援基礎用地としてのオープンスペースを整備

する必要がある。 

（港湾ＢＣＰの見直し・改善） 

○ 港湾施設の多発同時被災による海上輸送機能の停止に対応

するため、港湾のＢＣＰの見直し等に取り組み、実効性の向上

を図る必要がある。 

（港湾施設の防災対策） 

○ 港湾施設の耐震性能の強化等をする必要がある。 

 

○ 避難行動の遅れが人的被害に直結することから、津波からの

避難を確実に行うため、港湾における津波避難対策を検討し、

津波避難行動の啓発や実践的な避難訓練等を関係機関が連携

して進める必要がある。 

○ 港湾施設の多発同時被災による海上輸送機能の停止に対応

するため、港湾のＢＣＰの見直し等に取り組み、実効性の向上

を図る必要がある。 

168 時点修正 （代替輸送路等の確保） 

○ 山間地等において民間を含め多様な主体が管理する道を把

（新設） 
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握し活用すること等により、避難路や代替輸送路を確保するた

めの取組を促進する必要がある。 

168 時点修正 （陸・海・空の連携によるネットワークの強化） 

○ 首都直下地震等の大規模災害により、東京湾岸が被災した場

合には、北関東・東北方面からの支援の受け入れが重要となる

ことから、応援受援計画に基づき支援を円滑に受け入れるた

め、訓練等で検証を行い計画の実効性を確保するとともに、主

要な輸送ルートとなる東関道や圏央道のほか、これにアクセス

する銚子連絡道路等の道路網の充実、重要港湾化の構想があっ

た名洗港の機能強化や漁港の利活用の検討、成田空港の活用

等、それぞれの管理者との連携を密に行い、陸・海・空の連携

によるネットワークの強化を図る必要がある。 

（漁港施設の耐震化等） 

○ 東日本大震災での被害や検証結果を踏まえ、震災時に緊急輸

送ネットワークを確保するために、地域防災計画において設定

した防災拠点漁港や、その他水産物流通の拠点となる漁港の耐

震化を進める必要がある。 

（輸送ルートの確保） 

○ 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、

洪水、高潮、土砂災害対策等や老朽化対策を着実に進めるとと

もに、輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保を図

る必要がある。 

（新設） 

 

169 時点修正 （農林道・農道橋等の保全対策の推進） 

○ 災害時に複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を

補完する農林道の整備や適正な維持補修を推進する必要があ

る。 

（農林道の迂回路等としての活用・保全及び情報共有等の促進） 

○ 迂回路として活用できる農林道等について、被災により集落

を孤立させる可能性のある農林道の保全を優先的に進めると

ともに、幅員、通行可能荷重等の情報共有を図る必要がある。 

 

 

169 時点修正 （緊急輸送のための交通の確保） 

○ 直下地震が発生した際、必要な対応を行うために策定してい

る交通規制計画等について、実効性が図れるよう適宜見直しを

行う必要がある。 

（新設） 
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169 移項（ 7から 12

へ） 

（削除） ○ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネ

ーター、労働者、地域に精通した技術者等）の育成の視点に基

づく横断的な取組により、迅速な道路啓開、復旧の体制を整備

する必要がある。 

    

  8)農林水産 8)農林水産 

169 時点修正 （海岸防災林の整備） 

○ 九十九里平野における海岸県有保安林は、松くい虫被害、湿

地化及び東日本大震災に伴う津波により被害を受けており、現

状では十分な防災・減災効果を発揮できない可能性があり、引

き続き津波対策軽減効果を考慮したクロマツ等の植栽を進め

る必要がある。 

（土地改良施設に係る施設管理者の業務体制の確立（継続計画策

定）の推進及び体制強化） 

○ 土地改良施設は農業生産基盤であるとともに、地域防災を担

っており、被災した場合には経済活動や地域住民の生活等への

影響が大きいことから、災害からの速やかな復旧に向け、施設

管理者の業務継続体制を確立するよう、事業継続計画（ＢＣＰ）

の策定を推進する必要がある。 

（水産物の一連の生産・流通過程におけるＢＣＰ策定等の推進） 

○ 地震に伴う津波被害をはじめとした大規模自然災害により、

水産物の生産・流通の中核となる漁業協同組合等の団体等が被

害を受けることが想定されることから、当該団体等における事

業の継続・早期再開を図るために、ＢＣＰの策定等災害時の対

応に対する意識の向上を図ることが必要である。 

（ため池の耐震化） 

○ 大規模地震等により被災した場合に経済活動及び住民生活

等への影響が大きい農業用ため池の地震被害を防止するため、

耐震対策を推進する必要がある。 

 

○ 農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化に向けて、

基幹的農業水利施設、漁港施設等の耐震対策や長寿命化計画の

策定、農村の排水対策、治山対策等のハード対策を進めている。

しかしながら、漁港の耐震化、水利施設の耐震設計・照査や機

能保全計画の策定と施設整備には時間を要することや、整備途

上で災害が発生し得ること等から、ハード対策の推進や施設管

理者のＢＣＰ策定等のソフト対策の充実を図る必要がある。 

○ 農山漁村における人命・財産の保護に向けて、自然災害の多

発に加え、地球温暖化等による災害の発生リスクの高まりが懸

念されるため、農山漁村において、漁港・漁村の防災機能の強

化、山地災害防止等の防災・減災対策をハード、ソフト対策を

組み合わせて推進する必要がある。 

169 時点修正 （農地・農業水利施設等の適切な保全管理） 

○ 安定した農業用水を維持するとともに、農地の持つ雨水の貯

留や土壌流出の防止など国土保全機能を保持するため、地域

資源である農業水利施設の機能診断等の実施を通じ、計画的

な整備、補修及び更新を行う必要がある。 

 

○ 農山漁村においては、人口の減少や高齢化等が進行し、農地

や森林等の保全・管理を適切に行うことが困難となりつつあ

り、農地・森林等の有する県土保全機能が損なわれるおそれが

あることから、地域コミュニティ等による農地・農業水利施設
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（農地等の適切な保全管理） 

○ 農地等の有する多面的機能を維持していくため、地域が共同

で行う保全活動や中山間地域等における農業生産活動の継続

的な実施への支援を行う必要がある。 

（森林の国土保全機能の維持・発揮のための多様で健全な森林の

整備等） 

○ 間伐等の森林整備が適切かつ十分に行われないことにより、

森林の有する雨水等による土壌の侵食・流出を防ぐ山地災害防

止機能及び洪水緩和機能や、二酸化炭素の吸収源を確保する地

球温暖化対策等の機能が著しく低下するため、適切に森林整備

を進める必要がある。 

（山村コミュニティによる森林整備・保全活動の推進） 

○ 農山村では、人口の減少や高齢化の進行、有害鳥獣の増加な

どにより、森林の保全・管理を適切に行う事が困難になりつつ

ある。それにより、森林荒廃など、森林の有する県土保全機能

（土砂崩壊防備、水源のかん養等）が損なわれる恐れがあるた

め、里山整備などの対策を講じる必要がある。 

（荒廃地等における治山施設の整備） 

○ 地球温暖化に伴う集中豪雨の発生頻度の増加等により、山地

災害発生リスクの高まりが懸念されるなか、山地災害危険地区

等に対する治山施設の整備等の対策に時間を要するため、危険

箇所の重要性や緊急性を考慮し、効率的、効果的な治山施設の

整備を進める必要がある。 

等の地域資源の適切な保全管理や自立的な防災・復旧活動の体

制整備、適切な間伐等を推進する必要がある。 

170 時点修正 （農村地域レベルでの総合的な防災・減災対策の推進） 

○ 農村地域の災害未然防止や国土保全・多面的機能を確保する

ため、集中豪雨等による農地や農業用施設の湛水被害の解消対

策や、自然的社会的状況の変化等によって機能低下した農業水

利施設等の整備・補強を推進する必要がある。 

  また、集中豪雨や大規模地震等で崩壊した場合の経済活動及

び住民生活等に影響が大きい地すべり防止施設については、土

砂災害の被害を最小限に抑えるため、整備を推進する必要があ

る。 

 

○ また、地域コミュニティ等との連携を図りつつ、また、地域

に根差した植生の活用等、自然との共生の視点も含めて、森

林・農地等の機能が適切に発揮されるための総合的な対応をと

る必要がある。 

170 時点修正 （食料安定供給のためのほ場整備の推進） 

○ 大規模自然災害による全国的な食料不足等に備え、首都圏の

（新設） 
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食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田

の大区画化や畑利用等が可能となるほ場整備を推進する必要

がある。 

170 時点修正 （卸売市場施設整備の推進） 

○ 県内卸売市場は、県民生活に必要不可欠な生鮮食料品等の基

幹的な流通ルートであるが、耐震整備が遅れている状況にあ

り、今後災害が発生した場合、産地から消費者へ生鮮食料品等

の供給が困難になることが懸念される。ＢＣＰの策定及び災害

時における市場間連携協定の締結は一部にとどまっており、災

害時も食品流通に係る事業を維持若しくは早期に再開させる

ことを目的として、連携・協力体制を拡大・定着させる必要が

ある。 

（新設） 

 

170 地域特性の反映 （災害に強い森づくりの促進） 

○ 風倒木等による災害を未然に防止するため、市町村が行うイ

ンフラ周辺の事前伐採等の森林整備を支援する必要がある。 

（新設） 

 

 

    

  9)県土保全 9)県土保全 

171 地域特性の反映 

外部意見の反映 

（津波対策の推進） 

○ 県民が津波から安全に避難できるよう、避難のための津波浸

水予測図などの基礎データの提供や津波避難計画策定指針の

改定、作成に対する助言などにより、市町村の津波避難計画、

津波ハザードマップ作成を支援し、津波避難による津波対策の

強化を推進する必要がある。 

（海岸保全施設の整備による津波・高潮・侵食対策） 

○ 津波・高潮・侵食による被害を防止するため、海岸保全施設

の整備を計画的かつ着実に進める必要がある。また、水門、樋

門等の自動化等の状況を踏まえ、この推進等により、確実な運

用体制の構築や操作員の安全の確保を図る必要がある。 

（津波・高潮ハザードマップ作成支援等減災対策） 

○ 津波に関しては平成２３年１２月に津波防災地域づくりに

関する法律が制定、高潮に関しては 平成２７年７月に水防法

が改定され、浸水想定の設定をすることとなった。それを受け、

想定し得る最大規模の津波・高潮に対する避難体制等の充実と

強化が必要である。 

 

○ 大雨や地震等に起因して発生する河川・海岸・土砂等の自然

災害に対して、ハード施設の整備により対策を進める必要があ

る。これと共に、ハザードマップの作成推進、災害発生時の的

確な情報伝達、警戒避難体制整備等のソフト対策を進める必要

がある。 

○ 施設整備については、コスト縮減を図りながら、投資効果の

高い箇所に重点的・集中的に行う必要があるとともに、気候変

動や少子高齢化等の自然・社会状況の変化に対応しつつ被害を

最小化する「減災」を図るよう、多様な整備手法の導入や既存

施設の有効活用、危機管理体制の強化を進める必要がある。ま

た、内水ハザードマップや洪水ハザードマップ等の各種ハザー

ドマップの作成をはじめとしたソフト対策を推進する必要が

ある。 
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（海岸保全施設の耐震・液状化対策） 

○ 防護機能の低下による浸水被害を防止するため、海岸保全施

設の耐震・液状化対策等を計画的かつ着実に進める必要があ

る。 

（津波避難体制の強化） 

○ 速やかな避難行動に役立つ海抜表示の看板等の設置や畜光

式の看板の設置を支援する必要がある。 

（大規模水害対策の推進） 

○ 洪水ハザードマップや内水ハザードマップ等の各種ハザー

ドマップの作成支援をはじめとした ソフト対策を推進する

必要がある。 

（洪水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の指定が完

了した水位周知河川とその支川１２０河川及び小規模河川９

１河川について、市町村に対しハザードマップの作成支援を行

い、避難体制等の充実と強化が必要である。 

（内水ハザードマップの作成支援等減災対策） 

○ これまでも市町村による内水ハザードマップの作成が行わ

れていたところであるが、平成２７年７月に水防法の改定があ

り、浸水想定の見直しを図ることとなったことにともない、想

定し得る最大規模の降雨による内水氾濫に対する避難体制等

の充実と強化が必要である。 

（水害に強い地域づくり（河川）） 

○ 河道掘削・築堤等による河道改修や調節池、流域貯留浸透施

設等の整備を進めるとともにダムの改良・更新を進める必要が

ある。 

 また、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、

河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を推進していく必要がある。 

こうした県施行事業を推進するとともに、利根川、江戸川の

堤防整備等の国施行事業を促進する必要がある。 

（雨量・河川水位の情報伝達） 

○ 頻発する局地的豪雨による被害を最小限にするため、雨量・
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河川水位の的確な情報提供を行う必要がある。 

（激甚化する自然災害に備えた土砂災害対策） 

○ 地すべり・砂防・急傾斜地崩壊対策等のハード整備及び長寿

命化計画を推進し、大雨等による土砂災害の発生、被害を最小

限に抑える必要がある。また、土砂災害防止法に基づき、基礎

調査結果を関係住民及び市町村に周知するとともに、土砂災害

警戒区域等の指定を着実に進め、警戒避難体制の整備や住宅の

新規立地の抑制等のソフト対策を推進する必要がある。 

（土砂災害警戒区域の指定による警戒避難体制の整備等への支

援） 

○ 令和元年度末までに基礎調査が完了した箇所の土砂災害警

戒区域等の指定が、令和３年５月末までに全て完了し、また、

最新の高精度な地形情報や市町村からの情報提供により、新た

に選定・公表した「基礎調査予定箇所」について、市町村と連

携して基礎調査及び区域指定を進め、市町村が行う警戒避難体

制の整備等について、引き続き支援する必要がある。 

（土砂災害警戒情報の発表） 

○ 大雨による土砂災害の恐れがある場合に、市町村における避

難指示の発令判断や住民の自主的な避難行動に繋がる防災気

象情報として、銚子地方気象台と共同で、土砂災害警戒情報（警

戒レベル４相当）を迅速かつ的確に発表する必要がある。 

（土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施・緊急情報の通知） 

○ 大規模な地すべりが発生した場合（地割れや建築物等に亀裂

が発生又は広がりつつある場合や、おおむね１０戸以上の人家

に被害が想定される場合）は、土砂災害防止法第２８条により、

緊急調査を実施し市町村への情報提供を迅速に行う必要があ

る。 

（盛土の崩落を防ぐ安全対策） 

○ 都市計画法に基づく開発行為については、許可基準に基づ

き、適切に審査・検査等を行うとともに、同法に違反する不適

正な盛土による崩落等を防止するため、関係市町村と連携し、

事業者への指導を行うなど、適正な宅地開発の履行を促進する

必要がある。 

○ 農地については、不適正な盛土による崩落・地すべりを防止

するため、市町村等の関係機関との連携により、監視の強化と
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事業者への指導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る必

要がある。 

○ 森林法に基づく開発行為については、審査基準に基づき、適

切に審査等を行うとともに、同法に違反する不適正な盛土によ

る崩落等を防止するため、市町村等の関係機関との情報共有を

図りながら、事業者への工事の進捗状況の確認や現地調査を適

時に実施し、施工状況に応じたきめ細やかな指導を行うなどの

現場の監視を強化し、また、計画どおり施工されていない場合

等の危険性を的確に把握し、事業者への適切な指導を行うな

ど、適正な林地開発行為の履行を図る必要がある。 

○ なお、残土及び再生土による埋立てについては、汚染物質の

混入等や、不適正な堆積構造による崩落を防止するため、市町

村等の関係機関との連携により、監視の強化と事業者への指

導、悪質な事業者への行政処分の徹底等を図る必要がある。 

（河川監視体制の強化） 

○ 住民の迅速な避難行動に繋げるため、きめ細かな水位監視に

努めるとともに、洪水時の水位観測に特化した危機管理型水位

計の設置を進める必要がある。 

また、住民の自発的な避難行動に結びつけるため、映像によ

り増水の切迫性を確認できるよう河川監視カメラの設置を進

める必要がある。 

（河川管理施設における停電対策の推進） 

○ 治水ダムについて、大規模停電時も業務を継続できるよう、

予備発電機の燃料調達を確実にするための体制を構築すると

ともに、予備発電設備機能を強化する必要がある。 

○ 予備電源が確保されていない排水機場について、停電時に施

設機能が確保できるようにする必要がある。 

173 時点修正 （地籍調査の促進） 

○ 地震、津波、土砂災害等の被害から土地境界等が不明確にな

り、災害等からの復旧・復興が大幅に遅れる事態が発生するた

め、地籍調査の更なる推進を図る必要がある。 

（新設） 

173 移項（ 9から 14

へ） 

（削除） ○ 海岸保全施設、砂防関係施設、下水道施設等の長寿命化計画

を策定し、計画に基づいた維持管理、施設の更新を推進する必

要がある。 
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  10)環境 10)環境 

173 時点修正 （災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計

画の作成促進） 

○ 災害廃棄物は、廃棄物処理法で一般廃棄物に区分され、被災

市町村に処理責任がある。東日本大震災のような大規模災害時

には、市町村が通常処理していないような性状の廃棄物が、一

度に大量に発生し、通常の廃棄物処理体制では、迅速かつ適正

な廃棄物処理が困難なことが想定される。市町村の災害廃棄物

処理計画が未策定の場合や、策定していても大規模災害に対応

していない場合には、災害廃棄物の処理が停滞することによ

り、復興が大幅に遅れる事態が懸念されることから、災害廃棄

物処理計画の策定や見直しを進める上で必要な技術的な支援

を図る必要がある。 

（一般廃棄物処理施設の防災機能の向上） 

○ 国が策定した「廃棄物処理施設整備計画（平成３０年６月）」

を踏まえて、市町村及び一部事務組合は、地域の核となる廃棄

物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならないよう、施

設の耐震化、浸水対策等を着実に推進する必要がある。また、

県はその実施にあたり必要な技術的支援を行う必要がある。 

（災害廃棄物仮置場整備の支援） 

○ 市町村は、国が策定した「災害廃棄物対策指針（平成３０年

６月）」を踏まえ、災害廃棄物の発生量の推計に合わせ、仮置

場の候補地の選定を推進する必要がある。また、県は、市町村

に対し、必要に応じて技術的な支援を行う必要がある。 

 

 

○ 大規模な災害を想定した場合、通常の廃棄物処理体制では対

応が困難であり、広域処理も含めた災害廃棄物処理計画の策定

が必要であるところ、市町村における災害廃棄物処理計画の策

定率は低いことから、計画策定を促進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大規模な災害により大量の災害廃棄物が発生した場合に対

応できる廃棄物処理施設や仮置場として使用できる場所が十

分には確保できていないため、場所の事前確保等の対策を進め

る必要がある。 

173 時点修正 （浄化槽台帳システムの整備の促進等による浄化槽の災害対応

力の強化） 

○ 浄化槽台帳システムは、浄化槽の設置場所、浄化槽管理者の

住所・氏名、維持管理情報、法定検査情報、浄化槽メーカー、

処理対象人員等を記録するものであり、災害が発生した場合に

おける被災浄化槽の迅速な情報収集のためにも、その適正な運

用が必要である。 

（浄化槽の整備促進） 

○ 老朽化した単独処理浄化槽から、災害に強い新しい合併処理

 

 

○ 浄化槽について、被災の影響を受ける可能性の高い浄化槽等

の設置・管理状況の自治体による把握や、耐震性に関する評価

手法が十分でなく、大規模な災害時に住民生活等に影響が出る

おそれもあり、その対応強化を図る必要がある。 
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浄化槽への転換を促進する必要がある。千葉県においては、令

和２年３月末時点で、単独処理浄化槽は約３２万基、合併処理

浄化槽は約２６万基と、単独処理浄化槽がいまだ、全体の６割

を占めている。 

174 時点修正 （有害・危険物質対応資機材の整備） 

○ 河川・海岸・港湾区域において油等の流出事故が発生した場

合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確に実施するた

め、対応資機材を確保する必要がある。 

（有害物質の流出等への対応） 

○ 大規模地震等により河川等で異常水質の発生が確認された

際、有害物質等の大規模拡散・流出を防止するため、又は大気

中に有害物質が排出される事故が発生した際、周辺の区域にお

ける人の健康の保護及び生活環境の保全に資するため、迅速に

情報収集を行い、各関係機関との連絡調整を行う体制を維持す

る必要がある。 

（新設） 

174 時点修正 （災害廃棄物処理の支援体制の構築） 

○ 大量に発生する災害廃棄物の運搬・分別・処分を円滑に進め

るため、自治体間や民間団体との協力体制を構築し連携強化を

図る必要がある。 

 

○ 災害の規模等によっては、地方公共団体等のリソースの不足

や対応能力の限界が生じ、有害物質の漏洩等が発生し、人々の

健康被害が生じるおそれがあり、これに対する対応を進める必

要がある。 

174 時点修正 （自然公園や自然環境保全地域等の適切な管理） 

○ 国定・県立自然公園区域や自然環境保全地域などにおける豊

かな自然は減災機能を有しており、無秩序な開発行為等は災害

リスクを増大させる懸念があることから、法令に基づき適切に

管理する必要がある。 

（新設） 

    

  11）リスクコミュニケーション 11）リスクコミュニケーション 

174 時点修正 （地震対策の推進） 

○ 地震・津波による被害軽減施策を進めるため、被害想定調査

の結果を踏まえた減災目標を平成２９年７月に改訂したとこ

ろであり、目標を達成するための取組を進める必要がある。 

また、県民の防災意識の向上を図るため、各地域における災

害リスクを分かりやすく県民に伝える必要がある。 

 

 

○ 国土強靱化を進める上で、全ての関係者が自助、共助、公助

の考え方を十分に理解し、自発的に行動するよう、国土強靱化

に関する教育、訓練、啓発等による双方向のコミュニケーショ

ンの機会が継続的に与えられる必要がある。 
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（集中豪雨時の道路ネットワーク確保） 

○ ゲリラ豪雨等の集中豪雨時において、立体交差部（アンダー

パス）等の冠水による交通分断は、救急・救援活動や救援物資

の輸送等の支障となるばかりでなく、地域住民の避難等の支障

となるため、冠水箇所の周知などを行う必要がある。 

174 時点修正 （大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化） 

○ 災害時の被害の最小化を図るためには、地域防災力の向上が

重要であることから、県民一人ひとり及び地域コミュニティの

防災意識の高揚や防災力の強化を図るため、防災教育の推進や

自主防災組織の育成強化等に努める必要がある。 

 

○ 災害時の住民どうしの助け合い・連携による災害対応力の向

上、被災者の心のケアに重要な役割を果たす地域コミュニティ

の機能を平時から維持・向上させる必要がある。また、防災ボ

ランティア等による地域を守る組織、団体の主体的な活動につ

いて、後方支援等を含め促進する必要がある。 

174 時点修正 （地域防災力の向上） 

○ 地域一丸となって災害に対応するためには、避難行動を含め

た住民自身による自助の取組を促す必要があることから、学校

における防災教育や家庭内備蓄等の防災啓発の推進や防災行

政無線、防災ラジオ、Ｌアラート、Twitterなど防災情報の提

供手段の充実強化を図る必要がある。 

併せて、住民相互による共助の取組も促す必要があることか

ら、地域住民の消防団への加入促進や自主防災組織の結成・活

動促進等に努める必要がある。 

 

○ リスクコミュニケーションを進める分野横断的な取組が必

ずしも十分でないことから、関係者が連携して取組を進める体

制を整備する必要がある。 

174 時点修正 （富士山噴火による降灰対策） 

○ 富士山噴火による降灰は広範囲に及び、本県においても、

様々な分野への影響が想定されるため、火山灰による影響を軽

減する対策を検討する必要がある。 

（新設） 

 

    

175 基本計画の反映 12)人材育成 （新設） 

175 新設 （防災を担う人材の育成） 

○ 大規模災害時の救援・救助など地域の防災活動において、地

域と行政、ボランティア組織等との連絡調整を担う人材の育成

が重要であることから、防災ボランティアのリーダーとなる

「災害対策コーディネーター」の養成・活動支援を行う必要が

ある。 

（新設） 

175 新設 （防災・減災の担い手（建設業）の確保等の推進） 

○ 建設産業の担い手の高齢化、若年層の離職率の高さなどによ

（新設） 
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り、地域を守るべき建設業者が不足し、災害発生時等の対応力

が低下する可能性がある。また、災害時における応急業務等の

連携が図られるよう、各種団体との応急業務協定を締結してい

るが、災害時に有効に機能するよう、平時から防災訓練や道路

啓開訓練等を通じて実効性を高める必要がある。さらに、応急

復旧の迅速化を図るため、情報化施工等、有用な技術の普及を

図る必要がある。 

175 新設 （建物被害認定体制の充実） 

○ 大規模災害時に迅速・公平に被災者を支援し、速やかな復旧

を図るため、市町村における罹災証明書の交付にかかる建物被

害認定を行うための職員の養成が必要である。 

（新設） 

175 新設 （訓練環境の整備充実） 

○ 東日本大震災以降、警察の救助部隊についても災害対応能力

の向上を図るため、各種災害対応訓練を実施してきたところで

あるが、今後、更なる救助技術の向上に取り組んでいくため、

救助技術の習得には継続した関係機関との合同訓練や訓練施

設の整備等訓練環境の整備が必要となる。 

（新設） 

175 新設 （消防職員等に対する教育訓練の充実強化） 

○ 消防職員や団員に対する高度で実戦的な教育訓練を充実強

化するとともに、自主防災組織等に対する実践的な研修・訓練

を行う必要がある。 

（新設） 

    

175 基本計画の反映 13)官民連携 （新設） 

175 移項（ 7から 13

へ） 

（支援物資の調達・供給体制の構築） 

○ 民間物流施設の活用、協定の締結等により、地方公共団体、

国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築し、実

効性を高めていく必要がある。 

（新設） 

175 移項（ 1から 13

へ） 

（災害時の石油類燃料の確保） 

○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に

燃料の供給を行うため、石油商業組合や石油連盟との協定等に

基づく供給体制の整備を図る必要がある。 

（新設） 

175 移項（ 3から 13

へ） 

（医師会等との連携強化） 

○ 広域的かつ大規模な災害の場合、大量に発生する負傷者が応

急処置・搬送・治療能力等を上回るおそれがあることから、医

（新設） 
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師会の災害時協定など連携の強化を推進する必要がある。 

175 新設 （農林水産物・食品等の生産・加工・流通を含むサプライチェー

ンの機能維持対策） 

○ 千葉県は、地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住

民を救助するための食料の調達及び供給に関し全国農業協同

組合連合会千葉県本部等農林水産関係団体を通じ協定を結ん

でいるところであるが、引き続きサプライチェーンの機能維持

対策を図る必要がある。 

（新設） 

176 移項（4,6,7から

13へ） 

（災害時石油供給連携計画の実効性確保） 

○ 訓練への参加等により災害時石油供給連携計画の実効性の

確保を図る必要がある。 

（ライフライン事業者等との連携強化） 

○ 大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築す

るため、県内の防災・危機管理関係機関等との連携強化を図り、

国、県、市町村、ライフライン事業者と連携した総合防災訓練

等を定期的に実施する必要がある。 

（電源途絶に対する予備電源の確保） 

○ 非常用発電機の整備及び燃料搬送手段の確保を促進すると

ともに、燃料関係事業者との燃料優先供給に係る協定に基づく

連携体制の充実を図る必要がある。 

（輸送手段の確保） 

○ 災害時において臨時バスやタクシーなどの代替輸送手段を

確保するため、関係機関や事業者との協力体制の確保に努める

必要がある。 

（新設） 

176 新設 （関係機関との災害対応訓練の実施） 

○ 災害時において被災状況の把握や応急措置など迅速かつ的

確に対応できるよう、建設業協会等の関係機関と共に災害対応

訓練を実施し、連携強化を図る必要がある。 

（新設） 

    

176 基本計画の反映 14)老朽化対策 12)老朽化対策 

176 時点修正 （ガス施設等の老朽化対策の推進） 

○ 耐食性・耐震性に優れた管への取替を促進するとともに、関

係機関と連携しつつ、老朽化対策等を推進する必要がある。 

 

 

○ 本県の県民生活や社会経済活動は、道路・鉄道・港湾・空港

等の産業基盤や上下水道・公園、学校等の生活基盤、農業水利

施設・漁港等の食料生産・供給基盤、治水といった県土保全の
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（道路施設の老朽化対策） 

○ 災害時の物資輸送に資する交通機能を確保するため、施設ご

との長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行う

とともに、施設の適切な維持管理を実施する必要がある。 

（集落排水施設の機能診断に基づく老朽化対策の推進） 

○ 農業集落排水施設について、汚水処理の機能確保のため、機

能診断に基づく老朽化対策を計画的に行う必要がある。 

（海岸保全施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 海岸保全施設が、今後大量に施設更新時期を迎えるため、維

持管理費用の縮減や各年の維持管理費の平準化を目的とした

長寿命化計画に基づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新

を進める必要がある。 

（河川管理施設の維持管理・更新） 

○ 特に、低平地に人口や財産が集中する県北部では、排水機場

等は既に耐用年数を超過しており、長寿命化計画に基づき、計

画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策を進める

必要がある。また、それ以外の河川管理施設は、河川維持管理

計画を作成し、巡視・点検を行い、管理に資する必要がある。 

（港湾施設の戦略的な維持管理の推進） 

○ 災害時においても社会経済活動の維持に必要な港湾施設が、

今後大量に施設更新時期を迎えるため、維持管理費用の縮減化

や各年の維持管理費の平準化を目的とした長寿命化計画に基

づき、計画的な施設の維持管理や修繕、更新等の長寿命化対策

を進める必要がある。 

（一般廃棄物処理施設の老朽化対策） 

○ 市町村及び一部事務組合の財政状況も厳しい中、現在稼働し

ている一般廃棄物処理施設はその多くが建替えや更新を迎え

る時期に来ていることから、既存の廃棄物処理施設を有効利用

するために必要な長寿命化対策等を実施する必要があるとこ

ろ、十分な対策が実施されなかった場合、大規模災害の発生時

において施設の機能維持に支障をきたし、円滑な廃棄物処理が

長期間にわたり困難となる事態が懸念されることから、一般廃

棄物処理施設の老朽化対策への支援を図る必要がある。 

 

ための基盤、その他の県土、都市や農山漁村を形成するインフ

ラによって支えられているが、インフラの老朽化の割合が加速

度的に増加する等、高度成長期以降に集中的に整備されたイン

フラが今後一斉に老朽化することが課題となっているため、計

画的に対応する必要がある。 
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177 時点修正 （行政機関等の機能低下回避） 

○ 公共施設は災害時に防災拠点となるなど、防災上重要な施設

としての役割を担っていることから、行政機関等（警察等含む）

の施設等の被災による機能の大幅な低下を回避するため、「千

葉県公共施設等総合管理計画」等に基づく長寿命化対策の中

で、耐震対策など計画的な施設整備や適切な維持管理に努める

必要がある。 

 

○ 老朽化したインフラの中には、建設年度や構造形式等の施設

諸元や、劣化や損傷等の老朽化の進展状況など、維持管理に必

要な情報が不明な施設も多く存在しているとともに、維持管理

に係る基準やマニュアル等は管理者間でばらつきが存在する

ほか、維持管理を担当する技術職員が不足しているなど、制度

や体制についても、十分とはいえない面があるため、体制整備

支援等を図る必要がある。 

    

177 基本計画の反映 15)少子高齢化対策 13)少子高齢化対策 

177 移項（15から12

へ） 

（削除） ○ 少子高齢化の進展によって地域における「共助」を支える担

い手が不足する事態が予想されることから、消防団員の確保促

進や自主防災組織の充実・強化と防災ボランティアのリーダー

となる「災害対策コーディネーター」の養成・活動支援を推進

する必要がある。また、県民一人ひとり及び地域コミュニティ

の防災意識の高揚や防災力の強化を図る必要がある。 

177 時点修正 （災害時避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者対策を効果的に進めるため、各市町村にお

いて避難行動要支援者名簿の作成が進められており、今後、さ

らに名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別

避難計画策定の取組を一層促進し、避難支援体制の充実を図る

必要がある。 

（福祉避難所の指定促進） 

○ 各市町村において、福祉避難所の指定は進んでいるが、取組

を一層促進するとともに、要配慮者が避難生活を送るために必

要となる備品や設備などの配備・充実、各種訓練等による災害

対応能力を向上させる必要がある。 

 

○ 避難行動要支援者の増加が予想されることから、各市町村に

おける名簿の作成等の取組や、施設整備等の避難環境の整備を

促進し、避難支援体制の充実を図る必要がある。また、市町村

における福祉避難所の指定を一層促進する必要がある。 

177 時点修正 (削除) ○ 道路や上下水道などのインフラの老朽化が進む中、災害時に

防災拠点となる公共施設について、耐震対策など計画的な施設

整備や適切な維持管理に努めるとともに、道路施設の老朽化対

策を実施する必要がある。また、高度経済成長期に整備された

住宅の老朽化が進むことから、住宅・建築物の耐震化を促進す

る必要がある。 
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177 時点修正 （ヘリコプターによる対策の充実） 

○ ヘリコプターによる空路からの孤立地域の救助・救援活動を

迅速・円滑に行えるよう、県警・消防・自衛隊、ドクターヘリ

等との実動訓練等を通じ、対策を充実させる必要がある。 

 

 

○ 高齢化に伴い地域の防災力の低下が懸念されることから、孤

立集落発生時における外部との通信手段の確保など、市町村の

孤立集落対策を支援するとともに、ヘリコプターによる空路か

らの孤立地域の救助・救援活動における対策を充実させる必要

がある。また、災害時における応急対策活動や地域住民の避難

が迅速かつ円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国

道・県道の整備とともに、適切な維持管理を図る必要がある。 

 


